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はじめに 

 鈴鹿亀山地区広域連合は，平成 12 年からの介護

保険事業の実施に先立ち，平成 11 年６月に介護保

険を広域的に運営することを目的に設置されまし

た。その後，鈴鹿亀山地区の住民の皆様に安心し

て介護サービスを利用していただけるよう，介護

保険財政の安定や事務の効率化に向けて，構成市

と連携し，事業に取り組んでまいりました。 

 現在，我が国では「団塊の世代」が 75 歳以上を

迎え，高齢者人口は増加をし続けており，「団塊ジュニア世代」が 65 歳以上になる令和

22 年には高齢者人口がピークを迎えると予測されています。今後はひとり暮らしの高齢

者や認知機能が低下した高齢者など介護ニーズの高い 85 歳以上の人口が，さらに増加す

ることも見込まれています。 

そのため，高齢化社会の進展に対応するには，地域住民や地域の多様な主体の参画や連

携を通じて，「地域共生社会」の実現を目指すとともに，要介護状態となっても住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを続けることができるように，住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進が求められていま

す。 

このような状況をふまえ，このたび令和６年度からの３か年を計画期間とする「第９期

介護保険事業計画」を策定いたしました。前計画では，地域包括支援センターを増設する

とともに，鈴鹿市と亀山市に地域包括支援センターを統括する基幹型地域包括支援センタ

ーをそれぞれ設置することで，環境整備を行ってまいりましたが，本計画では地域包括支

援センターや鈴鹿市，亀山市とともに障害者福祉や児童福祉などの他分野と連携して

「8050 問題」や「ヤングケアラー」といった複雑化・多様化した課題への対応や認知症

施策及び介護予防施策を推進することとしています。高齢者の方々がいつまでも住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けることができるよう，今後も介護保険制度を持続させるとと

もに超高齢化社会に向けて対応してまいります。 

結びに，本計画を策定するにあたり，アンケート調査に御協力いただきました皆様をは

じめ，御審議を賜りました介護保険運営委員会策定部会委員各位や，貴重な御意見，御提

案をいただきました関係機関の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

 

令和６年３月 

             鈴鹿亀山地区広域連合長  
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Ⅰ 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

鈴鹿亀山地区広域連合（以下「広域連合」という。）では，鈴鹿市及び亀山市（以下「二

市」という。）を構成市として，介護保険事業の円滑で効率的な実施，介護サービスの質

の平準化，介護保険財政の安定化を図るとともに，広域連合管内の住民の福祉向上のた

め，2000（平成 12）年から介護保険事業計画を策定し，事業の実施に取り組んでいます。 
 

介護保険制度の開始から 20 年以上が経過し，介護保険サービスの利用者，介護保険サ

ービスの提供事業者はともに大幅に増え，高齢者の生活に介護保険が普及，浸透すると

ともに，介護が必要な方にとって必要不可欠な制度となりました。また，いわゆる団塊

の世代が 75 歳を迎える 2025 (令和７)年が目前となり，地域包括ケアの体制は，地域包

括支援センターを中心とした地域支援事業によって確立されつつあり，高齢者が住み慣

れた地域で暮らし続けられる環境が整ってきています。 

その一方で，さらに 15 年先の 2040（令和 22）年には，いわゆる団塊ジュニアが 65

歳を迎え，介護の担い手となる世代が急減する，いわゆる「2040 年問題」となることが

指摘されています。 

人と人との関係の希薄化が叫ばれる中，それに追い打ちをかけるように新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大の影響がみられ，地域の中で孤立する方や生活に困窮する方，

お互いに必要以上に依存しあう共依存になっている家族やヤングケアラーの存在等，介

護分野だけでは解決できない複雑化，多様化した福祉課題が増えてきています。 

また，認知症の方が増加している現状等に鑑み，2023（令和５）年６月に成立した「認

知症基本法」では，認知症の方が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせるよう，国民の

理解の増進をはじめとする基本的施策を定めています。認知症は今後も増加することが

予測されており，地域における体制整備は待ったなしの状況にあります。 
 

これからも，介護保険制度を持続させるとともに，超高齢社会に対応し，いつまでも

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには，一人ひとりが生きがいや役割を持ち，

助け合いながら暮らし続けることができる社会である「地域共生社会」の実現に向けた

介護保険事業の取組として，住まい，医療，介護，予防，生活支援が一体的に提供され

る「地域包括ケアシステム」の深化・推進が不可欠であり，それを確固たるものとして

いかなければなりません。あわせて，地域における複雑で複合化した課題に対応すべく，

重層的支援体制整備事業による事業展開も意識しながら，包括的支援や地域づくりに取
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り組む必要があります。 

このような背景から，「地域で支え合う」しくみを充実させることによって「地域共生

社会」の実現をめざして，「地域包括ケアシステム」を深化・推進し，介護保険事業の持

続可能で円滑な運営をめざして，第９期介護保険事業計画（以下，「本計画」という。）

を策定します。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は，介護保険法第 117 条に規定される「介護保険事業計画」であり，二市がそ

れぞれ策定する「高齢者福祉計画」と一体のものとして作成するとともに，上位計画で

ある二市の「地域福祉計画」との整合を図るものとします。あわせて，三重県において

策定される「介護保険事業支援計画」との整合を図るものとします。 

 

 

３ 計画の期間 

本計画は，2024 (令和６)年度から 2026 (令和８)年度までの３年間を計画期間としま

す。これまで念頭に置いてきた，団塊の世代が 75 歳となる 2025 (令和７)年を計画期間

中に迎えることから，本計画では高齢者人口がピークを迎えると予想されている 2040

（令和 22）年を視野に入れた中長期的な見通しを持った計画とします。 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029  

 

2040 

 

 

    

         

 

本計画内では，例えば第 8 期介護保険事業計画は第 8 期計画と表記します。  

第９期 

計画 

(本計画) 

第７期 

計画 

第８期 

計画 

 中長期的な見通し 

11

期 

12

期 

13

期 

14

期 

第 10 期 

計画 

2025 (令和７)年までの見通し 
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Ⅱ 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

 

住み慣れた地域で，いつまでも 

自分らしく暮らせる長寿社会の創造 

 

 

2000（平成 12）年に介護保険制度が始まって 20 年以上が経過し，その間，必要な人

が必要な介護サービスを受けることができる環境が整う一方で，高齢化は一層進み，中

でも医療・介護ニーズが高まる 75 歳以上の高齢者が増え続けるのに対し，それを支える

現役世代は減少していきます。 

世代別人口の偏りの中で，介護保険制度が持続可能なものとして維持されていくため

には，介護サービスを「介護を必要とする人が尊厳を保持し，その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるように提供するもの」と介護保険法で示されている

とおり，国民の共同連帯の理念に基づき設けられた介護保険制度である「共助」のしく

みのみならず，高齢者本人の自立である「自助」，そして地域での支え合い活動等である

「互助」が適切に組み合わさった「住み慣れた地域で，いつまでも自分らしく暮らせる

長寿社会」を地域に創造していくことが必要不可欠です。 

また，住み慣れた地域で，自分らしく安心して暮らすことは誰しもの願いであり，高

齢者が地域で自立した生活を営むためには，住民一人ひとりの暮らしの生きがいを地域

とともに創る社会である「地域共生社会」を実現し，高齢者を地域で支え合うことが求

められています。 

そこで，本計画の基本理念「住み慣れた地域で，いつまでも自分らしく暮らせる長寿

社会の創造」の下，二市をはじめ，様々な実施主体や関係機関との連携を引き続き強化

し，持続可能な介護保険制度の運用を図るとともに，「地域共生社会」の実現と「地域包

括ケアシステム」のさらなる深化・推進に向けて，介護保険事業に取り組みます。 
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さらに，住まい，医療，介護，予防，生活支援が一体的に提供される，めざすべき地

域包括ケアシステムの確立に向けて，各圏域を基本単位として，地域包括支援センター

が中心となって，それぞれの地域課題の把握と社会資源の発掘・開発に努め，圏域では

取組が困難な地域課題の解決等については基礎自治体である二市及び基幹型地域包括支

援センターが，また，二市単独では取組が困難な地域課題の解決等については広域連合

と二市が協力し，地域課題の解決を図りながら地域包括ケアシステムの深化・推進を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 鈴鹿亀山地区における地域包括ケアシステムのイメージ 

いつまでも元気に暮らすために･･･ 
生活支援・介護予防 

住まい 

■在宅系サービス 

・訪問介護 ・訪問看護 

・通所介護 ・短期入所生活介護 

・福祉用具   

・小規模多機能型居宅介護 

・24 時間対応の訪問サービス 

・看護小規模多機能型居宅介護 等 

■施設・居住系サービス 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 

           等 

■日常の医療 

・かかりつけ医，有床診療所 

・在宅医療 

・地域の連携病院 

・歯科医療，薬局 

地域づくり協議会・地域まちづくり協議会，自治会，民生委員・

児童委員，老人クラブ，ボランティア団体，ＮＰＯ 等 

通院・入院 

通所・入所 

■病院 

 急性期，回復期，慢性期 

病気になったら･･･ 
医 療 

介護が必要になったら･･･ 
介 護 

■地域で取り組む 

・介護予防教室やサロン活動等の 

 集いの場づくり 

・生活支援等のボランティア活動 

・見守り活動        等 

・生活支援 

 コーディネーター 

医療と介護が必要になっても， 

住み慣れた地域で暮らし続けるために･･･ 
医療・介護連携 

・在宅医療・介護 

 連携のしくみ 

・認知症初期集中 

 支援チーム 

・医療職，介護職，専門医 
・地域包括支援センター 

・ケアマネジャー 
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２ 基本目標 

本計画がめざす基本理念である「住み慣れた地域で，いつまでも自分らしく暮らせる

長寿社会の創造」の下，地域包括ケアシステムの構築と介護保険事業に係る給付の円滑

な実施をするために，次の３つの基本目標を掲げます。 

 

 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの構築を推進するために 

～地域支援事業による地域包括ケアシステムの深化・推進～ 

高齢者が住み慣れた地域でできる限り長く暮らし続けられるよう，心身の健康状態

の維持や社会に参画するしくみづくりを推進するとともに，認知症の方も含めて，安

心して地域で暮らすための相談体制の充実や介護予防・日常生活支援総合事業の提供，

高度化・専門化する医療・介護ニーズに的確に対応するための「地域包括ケアシステ

ム」の深化・推進を図ります。 

 

 

Ⅱ 介護が必要となっても安心して暮らせるために 

～介護サービスの提供体制の確保とサービスの充実～  

介護を必要とする方が自立と尊厳を保持しつつ，住み慣れた地域，住まいで安心し

て暮らし続けていくために，必要なサービスを切れ目なく利用できるよう，居宅サー

ビスと施設サービスのバランス及び各サービスの地域的なバランスを取りながら，中

長期的な人口動態や介護ニーズの見込みを踏まえて，介護サービスの提供体制の確保

とサービスの充実を図ります。 

 

 

Ⅲ サービスを安心して利用できるために 

～介護保険制度の円滑な運営～  

誰もが安心して介護サービスを利用できるよう，サービスの質の向上を図るととも

に，介護保険制度の安定的かつ円滑な運営に向けて，介護サービスの利用者や事業者

に対して事業への理解を促すとともに，介護認定の実施体制整備，介護給付の適正化，

介護現場における人材確保や事務負担の軽減，安全の確保等を図ります。 
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３ 基本目標の実現に向けた地域包括ケアの考え方 

基本理念である「住み慣れた地域で，いつまでも自分らしく暮らせる長寿社会の創造」

を実現するために，地域包括ケアシステムをより一層深化・推進させ，確立させること

が求められます。 

このことから，「地域包括ケアシステムの構築を推進するために」の基本目標Ⅰにおい

ては，次の３つの方向性を掲げるとともに，それぞれに成果指標を持つことで，基本目

標の達成と基本理念の実現に向けて取り組むこととします。 

 

 

(1) 一人ひとりに応じた相談支援体制の整備 

第８期計画期間においては，圏域を再編するとともに地域包括ケアシステムの構築

に向けた中核的な機関であり，包括的な支援を地域において一体的に実施する役割を

担う地域包括支援センターを 10 か所に増設し，地域包括ケアシステムの構築に向け

てきめ細やかに包括的に支援する体制を整備しました。このような中で，様々な課題

が複合化・複雑化したケースが増えてきており，関係機関や地域との一層の連携強化

が求められています。 

さらに，二市においては，重層的支援体制の整備に取り組んでおり，多機関連携に

よる包括的な相談体制の構築が進められています。 

また，一人ひとりに応じた高齢者やその家族へのきめ細かな支援ができる包括的支

援体制をめざして，地域包括支援センターを中心とした相談支援の体制を確立させる

とともに，高齢者の尊厳と権利が守られるよう，権利擁護と虐待防止の取組を推進し

ます。 

認知症の有無に関わらず誰もが自分らしく尊厳を保持しつつ，希望を持って生きて

いけるよう，支え合いながら共生する活力ある社会をめざして，住民による正しい理

解の下で認知症のある方が参加し，交流する場を創出するとともに，家族も含めて必

要な支援の充実を図ります。 

 

成果指標 現状値 目 標 

●「地域包括支援センターをご存知ですか」という設問

に「地域包括支援センターを知っている」と答えた方

の割合 
〔介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より〕 

60.3％ 上 昇 
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(2) 介護予防・生活支援サービスの提供 

高齢者が要介護状態にならないよう，また，要介護状態になってもできる限り重度

化させないために，高齢者が地域社会の中で自立し尊厳を持って生きがいある生活が

送れることをめざして，第８期計画期間においては，地域の実情に応じた総合事業を

推進するとともに，社会資源を活用した多様な介護予防及び生活支援サービスの提供

を図ってきました。その結果，多様な介護予防及び生活支援サービスが提供されるよ

うになり，利用者の選択肢が増えましたが，地域差の解消や認知度の向上という新た

な課題に取り組む必要があります。 

また，地域における生活支援機能の充実・強化に向けて，地域における住民主体の

取組や通いの場の設置等については広がりを見せていることから，生活支援コーディ

ネーター（地域支え合い推進員）や地域づくり協議会・地域まちづくり協議会，地域

包括支援センター等の関係者と連携して，社会資源の把握や創造，担い手の育成を図

ることが求められています。 

新型コロナウイルス感染症の影響により，活動の制限を受けていた通いの場等につ

いて，参加率向上に向けた取組を進めていくことも求められています。 

健康づくりと一体化した介護予防活動を進めるとともに，地域における生活支援の

取組の活性化を促進します。 

 

 

成果指標 現状値 目 標 

●「週に１回以上は外出していますか」との設問に「週

１回」「週２～４回」「週５回以上」と答えた方の合計

割合 
〔介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より〕 

94.4％ 上 昇 
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(3) 在宅生活を支える環境の整備 

地域ケア会議では，個別レベル，圏域レベルの開催によって地域課題の洗い出しを

行うとともに，自立支援型地域ケア会議において多職種で検討することで社会資源の

情報や課題を把握します。各地域ケア会議で顕在化した共通の地域課題については，

市レベルの地域ケア会議における共有・検討に結びつける取組が求められています。 

家族介護者が介護をしながら働き続けられるよう，介護保険サービスをはじめ，さ

まざまな支援に取り組むとともに，家族介護者を経済的に支援する介護用品等の支給

については，ニーズを把握した上で事業の継続又は見直しを進めます。 

また，医療ニーズの高まりに対応し，医療や介護が必要となっても，自宅等の住み

慣れた場所で療養し，安心して生活が続けられるように，医師会・歯科医師会・薬剤

師会や医療機関，居宅介護支援事業所，介護サービス提供事業者等の多職種による医

療・介護の連携を強化します。 

 

 

成果指標 現状値 目 標 

●「自宅で最期まで療養したいと思いますか」との設問

に「したいが難しい」と答えた方の割合 
〔在宅介護実態調査より〕 

40.7％ 下 降 
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基本理念 

「住み慣れた地域で，いつまでも自分らしく暮らせる長寿社会の創造」 

 

４ 計画の体系 

 

 

 

 

 

基本目標 施策の方向 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの 

構築を推進するために 

～地域支援事業による 

地域包括ケアシステムの 

深化・推進～ 

１ 一人ひとりに応じた 

相談支援体制の整備 

(1) 総合相談・情報提供 

(2) 権利擁護・虐待防止 

(3) 認知症施策の推進 

２ 介護予防・生活支援 

サービスの提供 

(1) 介護予防・生活支援 

サービス 

(2) 一般介護予防事業 

３ 在宅生活を支える 

環境の整備 

(1) 地域ケア会議の実施 

(2) 家族介護への支援 

(3) 医療と介護の連携 

(4) 住まいの環境整備 

Ⅱ 介護が必要となっても 

安心して暮らせるために 

～介護サービスの提供体制

の確保とサービスの充実～ 

１ サービス提供基盤の整備 

２ 介護保険サービスの事業見込み 

３ 事業費の見込みと保険料の設定 

Ⅲ サービスを安心して 

利用できるために 

～介護保険制度の円滑な 

運営～ 

１ 要介護認定の円滑な実施 

２ 介護給付の適正化 

３  
事業者からの相談対応及び事業者に対する 

指導・情報提供の推進 

４ 災害等への備えの充実 

５ 介護保険事業の推進体制 
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５ 日常生活圏域の設定と地域包括支援センターの設置 

(1) 日常生活圏域の設定 

高齢者ができるだけ身近な地域で介護サービスや支援・相談等が受けられるとともに，

きめ細やかに包括的に支援する地域包括ケアシステムの構築と，総合相談や地域密着型

サービス等の提供を進めるため，第８期計画に引き続き，鈴鹿市８圏域，亀山市２圏域

の圏域を設定します。 

圏域の設定にあたっては，住民主体の地域づくりとの協調を図るため，地域づくり協

議会・地域まちづくり協議会単位で所管するように地域包括支援センターの担当する圏

域を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 日常生活圏域の位置  

鈴鹿第２ 

鈴鹿第１ 

鈴鹿第３ 

鈴鹿第４ 

鈴鹿第６ 

鈴鹿第５ 

鈴鹿第７ 

鈴鹿第８ 

亀山第１ 

亀山第２ 
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■ 日常生活圏域の所管区域と担当する地域包括支援センター 

市 圏域名 地域づくり協議会名 
地域包括支援センター名 

「愛称」 

鈴
鹿
市 

鈴鹿第１ 

加佐登地区まちづくり協議会 

石薬師地区明るいまちづくり協議会 

久間田地域づくり協議会 

椿地区まちづくり協議会 

深伊沢地域づくり協議会 

鈴峰地区地域づくり協議会 

庄内地区地域づくり協議会 

鈴鹿第１ 

地域包括支援センター 

「な ん て ん」 

鈴鹿第２ 

国府地区まちづくり協議会 

庄野地区まちづくり協議会 

牧田地区地域づくり協議会 

マイタウン井田川まちづくり委員会 

鈴鹿第２ 

地域包括支援センター 

「あ ん ず」 

鈴鹿第３ 

河曲地区地域づくり協議会 

一ノ宮地域づくり協議会 

神戸まちづくり協議会 

鈴鹿第３ 

地域包括支援センター 

「や ま ぶ き」 

鈴鹿第４ 

長太地区まちづくり協議会 

和の街箕田地域づくり協議会 

若松地域づくり協議会 

鈴鹿第４ 

地域包括支援センター 

「わ か た け」 

鈴鹿第５ 玉桜まちづくり協議会 

鈴鹿第５ 

地域包括支援センター 

「ひ い ら ぎ」 

鈴鹿第６ 
夢ある稲生まちづくり協議会 

飯野地区地域づくり協議会 

鈴鹿第６ 

地域包括支援センター 

「つ ゆ く さ」 

鈴鹿第７ 

白子地域づくり協議会 

鼓ヶ浦地区まちづくり協議会 

愛宕地域づくり協議会 

旭が丘地区まちづくり協議会 

鈴鹿第７ 

地域包括支援センター 

「り ん ど う」 

鈴鹿第８ 

栄地区地域づくり協議会 

郡山まちづくり協議会 

天名まちづくり協議会 

合川地区地域づくり協議会 

鈴鹿第８ 

地域包括支援センター 

「ふ じ」 
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市 圏域名 地域まちづくり協議会名 
地域包括支援センター名 

「愛称」 

亀
山
市 

亀山第１ 

井田川北まちづくり協議会 

井田川地区南まちづくり協議会 

川崎地区まちづくり協議会 

野登地区まちづくり協議会 

東部地区まちづくり協議会 

南部地区まちづくり協議会 

昼生地区まちづくり協議会 

亀山第１ 

地域包括支援センター 

「ぼ た ん」 

亀山第２ 

白川地区まちづくり協議会 

神辺地区ふれあいまちづくり協議会 

野村地区まちづくり協議会 

城東地区まちづくり協議会 

城西地区まちづくり協議会 

城北地区まちづくり協議会 

御幸地区まちづくり協議会 

本町地区まちづくり協議会 

北東地区まちづくり協議会 

天神･和賀地区まちづくり協議会 

関宿まちづくり協議会 

関北部地区まちづくり協議会 

関南部地区まちづくり協議会 

坂下地区まちづくり協議会 

加太地区まちづくり協議会 

亀山第２ 

地域包括支援センター 

「も く れ ん」 
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(2) 地域包括支援センターの機能  

地域包括支援センターにおいては，地域における身近な高齢者の相談窓口としての機

能の確立と定着をめざします。また，地域包括支援センターでは地域ケア会議を開催し，

各圏域の地域課題の解決を図るとともに，地域包括ケアシステムの構築には，地域との

連携が不可欠であることから，関連するあらゆる機関との連携を広げ，二市の関連部署

との連携も強化していきます。 

また，二市それぞれに設置する基幹型地域包括支援センターは，地域包括支援センタ

ーを統括するとともに，各圏域の地域包括支援センター間の連絡調整及び地域差を解消

するための運営業務の平準化を担うほか，困難事例の対応支援，自立支援型地域ケア会

議等によるケアマネジャーの指導育成，医療・介護・福祉等の専門的機関との連携，地

域ケア会議の開催支援，二市が開催する地域ケア推進会議に向けた地域課題の整理等を

行います。 

基幹型を含めた 12 か所の地域包括支援センターを核として，相談・支援体制を充実さ

せながら，地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組んでいきます。 

地域包括支援センターに配置する職員である，主任ケアマネジャー，保健師，社会福

祉士のいわゆる 3 職種の配置について，第 8 期計画期間には常勤換算法の導入を実施し

ました。今後も国の動向を踏まえながら必要に応じて運営の改善を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地域包括支援センター体制イメージ図  

鈴鹿亀山地区広域連合 

鈴鹿市基幹型 
地域包括支援センター 

亀山市基幹型 
地域包括支援センター 

鈴鹿市 亀山市 

鈴
鹿
第
１
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

鈴
鹿
第
２
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

鈴
鹿
第
３
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

鈴
鹿
第
４
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

鈴
鹿
第
５
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

鈴
鹿
第
６
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

鈴
鹿
第
７
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

鈴
鹿
第
８
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

亀
山
第
１
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

亀
山
第
２
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 
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■ 地域包括支援センターの主な役割 

  

基幹型地域包括支援センター 

地域包括支援センター 

総
合
相
談
（
包
括
的
な
相
談
支
援
） 

権
利
擁
護
・
虐
待
防
止 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
支
援 

介
護
予
防

 

(

一
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介
護
予
防
事
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認
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症
ケ
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，
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地
域
ケ
ア
会
議
の
開
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支
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困
難
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例
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対
応
支
援 

地
域
包
括
支
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運
営
業
務
の
平
準
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専
門
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機
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と
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連
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・
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係
機
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等
と
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連
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に
向
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た
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域

課
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の
整
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地
域
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議
の
開
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地
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圏
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会
議
の
開
催 

権
利
擁
護
事
業
の
推
進 

地
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支
援
セ
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間
の 

情
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共
有
・
連
絡
調
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医
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・
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自
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支
援
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開
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医
療
・
介
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連
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総
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（
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談
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援
） 
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６ 人口及び要介護・要支援認定者数の推計 

(1) 総人口及び高齢者人口の推移と推計 

広域連合における，計画期間（2024 (令和６)～2026 (令和８)年度）及び 2029（令和

11）年までと，2040（令和 22）年の人口を次のように見込みます。 

65 歳以上の高齢者人口は，2023 (令和５)年で 64,176 人であったものが，2026 (令和

８)年には 64,788 人，2029 (令和 11)年には 65,862 人とゆるやかに伸び続けるものと見

込まれます。一方，75 歳以上の人口は 2023 (令和５)年の 34,846 人から，2026 (令和８)

年には 38,269 人，2029 (令和 11)年には 39,086 人と，大きく増加することが見込まれ

ます。 

さらに，2040 (令和 22)年には団塊ジュニアが 65 歳を迎えることから，高齢化率が急

上昇するものと見込まれます。 

■ 年齢別人口の推移及び推計（各年９月末時点） 

項 目 
 実 績  推 計 (計画期間)  推 計   推 計 

2021(令３) 2022(令４) 2023(令５) 2024(令６) 2025(令７) 2026(令８) 2027(令９) 2028(令 10) 2029(令 11)  2040(令 22) 

総人口 247,230 246,141 245,158 243,908 242,558 241,128 239,595 237,986 236,292  213,768 

40～64 歳人口 85,233 85,445 85,514 85,461 85,335 85,251 84,825 84,074 83,175  67,838 

65 歳以上人口 63,917 63,952 64,176 64,515 64,716 64,788 65,007 65,451 65,862  72,379 

 65～74 歳 32,155 30,702 29,330 28,125 27,226 26,519 26,300 26,455 26,776  34,695 

 75 歳以上 31,762 33,250 34,846 36,390 37,490 38,269 38,707 38,996 39,086  37,684 

高齢化率 25.9% 26.0% 26.2% 26.5% 26.7% 26.9% 27.1% 27.5% 27.9%  33.9% 

75 歳以上比率 12.8% 13.5% 14.2% 14.9% 15.5% 15.9% 16.2% 16.4% 16.5%  17.6% 

※2024(令和６)年以降は，2018 (平成 30)～2023 (令和 5)年の各年９月末時点の住民基本台帳人口の推移を基に，コ

ーホート変化率法を用いて推計しています。 
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■ 日常生活圏域別人口の推移及び推計（各年９月末時点） 

項 目 
 実 績  推 計 (計画期間)  推 計   推 計 

2021(令３) 2022(令４) 2023(令５) 2024(令６) 2025(令７) 2026(令８) 2027(令９) 2028(令 10) 2029(令 11)  2040(令 22) 

鈴鹿第１            

総人口 22,349 21,972 21,696 21,367 21,035 20,703 20,370 20,035 19,686   15,690 

40～64 歳人口 7,594 7,566 7,470 7,401 7,335 7,284 7,222 7,085 6,972   4,809 

65 歳以上人口 7,105 6,996 6,978 6,958 6,924 6,877 6,810 6,833 6,802   6,925 

 65～74歳 3,485 3,264 3,080 2,889 2,761 2,633 2,532 2,557 2,532   3,265 

 75 歳以上 3,620 3,732 3,898 4,068 4,164 4,243 4,278 4,276 4,269   3,660 

高齢化率 31.8% 31.8% 32.2% 32.6% 32.9% 33.2% 33.4% 34.1% 34.6%   44.1% 

75 歳以上比率 16.2% 17.0% 18.0% 19.0% 19.8% 20.5% 21.0% 21.3% 21.7%   23.3% 

鈴鹿第２            

総人口 32,316 32,311 32,155 32,043 31,917 31,771 31,615 31,443 31,261   28,464 

40～64 歳人口 11,446 11,498 11,518 11,527 11,492 11,423 11,333 11,168 11,048   8,962 

65 歳以上人口 8,298 8,320 8,361 8,419 8,450 8,484 8,534 8,631 8,698   9,497 

 65～74歳 4,385 4,170 3,992 3,787 3,676 3,566 3,533 3,573 3,593   4,550 

 75 歳以上 3,913 4,150 4,369 4,632 4,775 4,919 5,000 5,058 5,105   4,948 

高齢化率 25.7% 25.7% 26.0% 26.3% 26.5% 26.7% 27.0% 27.4% 27.8%   33.4% 

75 歳以上比率 12.1% 12.8% 13.6% 14.5% 15.0% 15.5% 15.8% 16.1% 16.3%   17.4% 

鈴鹿第３            

総人口 24,088 24,045 23,853 23,711 23,555 23,392 23,220 23,041 22,851   20,503 

40～64 歳人口 8,315 8,379 8,404 8,423 8,433 8,478 8,432 8,377 8,295   6,625 

65 歳以上人口 5,875 5,861 5,847 5,871 5,871 5,856 5,882 5,943 5,980   6,980 

 65～74歳 2,850 2,710 2,563 2,475 2,389 2,311 2,342 2,411 2,471   3,617 

 75 歳以上 3,025 3,151 3,284 3,396 3,482 3,545 3,541 3,532 3,509   3,363 

高齢化率 24.4% 24.4% 24.5% 24.8% 24.9% 25.0% 25.3% 25.8% 26.2%   34.0% 

75 歳以上比率 12.6% 13.1% 13.8% 14.3% 14.8% 15.2% 15.2% 15.3% 15.4%   16.4% 

鈴鹿第４            

総人口 18,063 17,848 17,720 17,547 17,362 17,169 16,969 16,766 16,551   14,138 

40～64 歳人口 6,430 6,379 6,343 6,296 6,227 6,173 6,096 5,984 5,880   4,498 

65 歳以上人口 5,240 5,239 5,253 5,260 5,265 5,243 5,259 5,303 5,328   5,859 

 65～74歳 2,451 2,350 2,233 2,138 2,101 2,058 2,084 2,143 2,174   2,842 

 75 歳以上 2,789 2,889 3,020 3,122 3,163 3,185 3,175 3,160 3,154   3,017 

高齢化率 29.0% 29.4% 29.6% 30.0% 30.3% 30.5% 31.0% 31.6% 32.2%   41.4% 

75 歳以上比率 15.4% 16.2% 17.0% 17.8% 18.2% 18.5% 18.7% 18.8% 19.1%   21.3% 

※2024（令和６）年以降の人口は，全体と同様の推計方法により圏域別に推計したのち，全体の推計値と圏域別の

推計値の合計とが合うよう調整したものです。小数点以下の端数があるため，合計が合わない場合があります。 
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項 目 
 実 績  推 計 (計画期間)  推 計   推 計 

2021(令３) 2022(令４) 2023(令５) 2024(令６) 2025(令７) 2026(令８) 2027(令９) 2028(令 10) 2029(令 11)  2040(令 22) 

鈴鹿第５            

総人口 24,431 24,428 24,456 24,453 24,429 24,402 24,367 24,312 24,259   23,019 

40～64 歳人口 8,342 8,448 8,526 8,554 8,574 8,625 8,606 8,583 8,504   6,898 

65 歳以上人口 5,376 5,389 5,421 5,493 5,547 5,591 5,656 5,724 5,820   6,943 

 65～74歳 2,847 2,698 2,576 2,472 2,393 2,335 2,298 2,307 2,363   3,436 

 75 歳以上 2,529 2,691 2,845 3,021 3,154 3,255 3,358 3,417 3,457   3,507 

高齢化率 22.0% 22.1% 22.2% 22.5% 22.7% 22.9% 23.2% 23.5% 24.0%   30.2% 

75 歳以上比率 10.4% 11.0% 11.6% 12.4% 12.9% 13.3% 13.8% 14.1% 14.2%   15.2% 

鈴鹿第６            

総人口 27,919 27,851 28,034 28,054 28,056 28,053 28,036 28,008 27,964   26,807 

40～64 歳人口 9,654 9,810 9,936 10,015 10,124 10,208 10,227 10,279 10,252   9,048 

65 歳以上人口 5,477 5,460 5,479 5,510 5,536 5,542 5,606 5,641 5,709   7,025 

 65～74歳 2,917 2,725 2,544 2,432 2,317 2,239 2,223 2,232 2,293   3,819 

 75 歳以上 2,560 2,735 2,935 3,078 3,219 3,303 3,383 3,409 3,416   3,206 

高齢化率 19.6% 19.6% 19.5% 19.6% 19.7% 19.8% 20.0% 20.1% 20.4%   26.2% 

75 歳以上比率 9.2% 9.8% 10.5% 11.0% 11.5% 11.8% 12.1% 12.2% 12.2%   12.0% 

鈴鹿第７            

総人口 36,463 36,236 36,015 35,755 35,483 35,186 34,873 34,554 34,216   29,944 

40～64 歳人口 12,820 12,768 12,727 12,692 12,644 12,574 12,452 12,261 12,088   9,568 

65 歳以上人口 9,496 9,519 9,535 9,552 9,584 9,595 9,632 9,708 9,761   10,710 

 65～74歳 4,527 4,304 4,123 3,942 3,824 3,762 3,773 3,822 3,904   5,129 

 75 歳以上 4,969 5,215 5,412 5,610 5,759 5,832 5,860 5,886 5,857   5,580 

高齢化率 26.0% 26.3% 26.5% 26.7% 27.0% 27.3% 27.6% 28.1% 28.5%   35.8% 

75 歳以上比率 13.6% 14.4% 15.0% 15.7% 16.2% 16.6% 16.8% 17.0% 17.1%   18.6% 

鈴鹿第８            

総人口 12,173 12,001 11,876 11,718 11,568 11,413 11,248 11,078 10,909   8,882 

40～64 歳人口 4,494 4,386 4,293 4,223 4,113 4,010 3,907 3,807 3,656   2,525 

65 歳以上人口 3,639 3,732 3,814 3,891 3,992 4,078 4,136 4,196 4,286   4,428 

 65～74歳 2,003 2,000 1,994 1,973 1,965 1,977 1,968 1,978 2,033   1,678 

 75 歳以上 1,636 1,732 1,820 1,918 2,026 2,101 2,168 2,218 2,253   2,750 

高齢化率 29.9% 31.1% 32.1% 33.2% 34.5% 35.7% 36.8% 37.9% 39.3%   49.9% 

75 歳以上比率 13.4% 14.4% 15.3% 16.4% 17.5% 18.4% 19.3% 20.0% 20.7%   31.0% 
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項 目 
 実 績  推 計 (計画期間)  推 計   推 計 

2021(令３) 2022(令４) 2023(令５) 2024(令６) 2025(令７) 2026(令８) 2027(令９) 2028(令 10) 2029(令 11)  2040(令 22) 

亀山第１            

総人口 26,602 26,783 26,677 26,689 26,682 26,672 26,649 26,620 26,579   25,756 

40～64 歳人口 8,755 8,804 8,841 8,817 8,814 8,879 8,935 8,911 8,878   8,184 

65 歳以上人口 6,733 6,795 6,841 6,958 7,025 7,048 7,075 7,121 7,158   7,475 

 65～74歳 3,614 3,491 3,355 3,285 3,202 3,098 3,043 2,983 2,975   3,250 

 75 歳以上 3,119 3,304 3,486 3,673 3,823 3,950 4,032 4,138 4,183   4,225 

高齢化率 25.3% 25.4% 25.6% 26.1% 26.3% 26.4% 26.5% 26.8% 26.9%   29.0% 

75 歳以上比率 11.7% 12.3% 13.1% 13.8% 14.3% 14.8% 15.1% 15.5% 15.7%   16.4% 

亀山第２            

総人口 22,826 22,666 22,676 22,571 22,470 22,367 22,249 22,129 22,016   20,565 

40～64 歳人口 7,383 7,407 7,456 7,512 7,579 7,597 7,615 7,618 7,602   6,721 

65 歳以上人口 6,678 6,641 6,647 6,604 6,523 6,476 6,416 6,351 6,319   6,538 

 65～74歳 3,076 2,990 2,870 2,732 2,598 2,540 2,504 2,449 2,436   3,109 

 75 歳以上 3,602 3,651 3,777 3,872 3,925 3,936 3,912 3,902 3,883   3,429 

高齢化率 29.3% 29.3% 29.3% 29.3% 29.0% 29.0% 28.8% 28.7% 28.7%   31.8% 

75 歳以上比率 15.8% 16.1% 16.7% 17.2% 17.5% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%   16.7% 
 

鈴鹿市計            

総人口 197,802 196,692 195,805 194,648 193,406 192,089 190,697 189,237 187,697  167,447 

40～64 歳人口 69,095 69,234 69,217 69,132 68,942 68,775 68,275 67,545 66,695  52,933 

65 歳以上人口 50,506 50,516 50,688 50,953 51,168 51,264 51,516 51,979 52,385  58,366 

 65～74歳 25,465 24,221 23,105 22,108 21,426 20,881 20,753 21,023 21,365  28,336 

 75 歳以上 25,041 26,295 27,583 28,845 29,742 30,383 30,763 30,956 31,020  30,030 

高齢化率 25.5% 25.7% 25.9% 26.2% 26.5% 26.7% 27.0% 27.5% 27.9%  34.9% 

75 歳以上比率 12.7% 13.4% 14.1% 14.8% 15.4% 15.8% 16.1% 16.4% 16.5%  17.9% 

亀山市計            

総人口 49,428 49,449 49,353 49,260 49,152 49,039 48,898 48,749 48,595  46,321 

40～64 歳人口 16,138 16,211 16,297 16,329 16,393 16,476 16,550 16,529 16,480  14,905 

65 歳以上人口 13,411 13,436 13,488 13,562 13,548 13,524 13,491 13,472 13,477  14,013 

 65～74歳 6,690 6,481 6,225 6,017 5,800 5,638 5,547 5,432 5,411  6,359 

 75 歳以上 6,721 6,955 7,263 7,545 7,748 7,886 7,944 8,040 8,066  7,654 

高齢化率 27.1% 27.2% 27.3% 27.5% 27.6% 27.6% 27.6% 27.6% 27.7%  30.3% 

75 歳以上比率 13.6% 14.1% 14.7% 15.3% 15.8% 16.1% 16.2% 16.5% 16.6%  16.5% 
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■ 高齢化率の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 75 歳以上人口比率の推移・推計 
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(2) 要介護・要支援認定者数の推移及び推計 

広域連合における，計画期間（2024 (令和６)～2026 (令和８)年度）及び 2029（令和

11）年までと，2040（令和 22）年の認定者数を次のように見込みます。 

要介護・要支援認定者数は，認定率の高い 75 歳以上の高齢者が増加することに伴って

増加し， 2026 (令和８)年には 12,131 人，認定率は 18.7％，2029 (令和 11)年には 13,091

人，認定率は 19.9％となるものと見込まれます。 

さらに，2040 (令和 22)年には認定率の分母となる高齢者人口が増えるため，認定率は

横ばいとなるものの，認定者数は約 14,000 人にまで増加するものと見込まれます。 

 

■ 要介護度別認定者数及び認定率の推移と推計（各年９月末時点） 

項目 
 実 績  推 計 (計画期間)  推 計   推 計 

2021(令３) 2022(令４) 2023(令５) 2024(令６) 2025(令７) 2026(令８) 2027(令９) 2028(令 10) 2029(令 11)  2040(令 22) 

認定者数 11,414 11,400 11,344 11,674 11,918 12,131 12,468 12,795 13,091  14,355 

 要支援 1 1,760 1,843 1,867 1,951 1,988 2,006 2,067 2,125 2,180  2,229 

 要支援 2 1,690 1,693 1,652 1,697 1,729 1,758 1,799 1,848 1,895  2,003 

 要介護 1 2,301 2,326 2,239 2,324 2,376 2,423 2,498 2,571 2,640  2,864 

 要介護 2 1,781 1,699 1,715 1,756 1,793 1,828 1,877 1,926 1,968  2,200 

 要介護 3 1,515 1,464 1,486 1,517 1,551 1,581 1,624 1,660 1,697  1,918 

 要介護 4 1,387 1,420 1,462 1,467 1,501 1,535 1,578 1,615 1,646  1,911 

 要介護 5 980 955 923 962 980 1,000 1,025 1,050 1,065  1,230 

認定率 17.9% 17.8% 17.7% 18.1% 18.4% 18.7% 19.2% 19.5% 19.9%  19.8% 

※2024 (令和６)年以降は， 2023(令和 5)年の男女別・年齢別認定率を一定として推計しています。 

※認定者数には住所地特例分を含みます。また，認定者数は第１号被保険者分（65 歳以上）及び第２号被保険者分（40

～64 歳）の合計値ですが，認定率は第２号被保険者を含む要介護・要支援認定者数を第１号被保険者数（65 歳以上

人口）で割ったものです。 
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■ 日常生活圏域別認定者数の推移と推計（各年９月末時点） 

項目 
 実 績  推 計 (計画期間)  推 計   推 計 

2021(令３) 2022(令４) 2023(令５) 2024(令６) 2025(令７) 2026(令８) 2027(令９) 2028(令 10) 2029(令 11)  2040(令 22) 

鈴鹿第１            

認定者数 1,327 1,274 1,266 1,280 1,299 1,311 1,336 1,366 1,390   1,414 

 要支援 1 187 186 190 192 195 195 199 204 211   194 

 要支援 2 188 193 172 174 176 178 182 186 191   186 

 要介護 1 273 248 265 269 274 272 281 289 295   295 

 要介護 2 221 209 201 203 205 210 212 215 219   223 

 要介護 3 183 164 173 175 178 181 184 187 189   198 

 要介護 4 165 174 166 168 169 171 173 179 178   201 

 要介護 5 110 100 99 100 103 103 105 106 105   116 

認定率 18.7% 18.2% 18.1% 18.4% 18.8% 19.1% 19.6% 20.0% 20.4%   20.4% 

鈴鹿第２            

認定者数 1,369 1,384 1,422 1,481 1,514 1,548 1,600 1,656 1,716   1,940 

 要支援 1 195 194 232 243 248 251 262 272 281   285 

 要支援 2 223 218 208 216 220 224 228 235 243   270 

 要介護 1 283 306 294 309 319 324 337 350 363   403 

 要介護 2 237 231 226 234 239 246 255 263 273   320 

 要介護 3 180 171 173 181 182 187 196 201 211   255 

 要介護 4 155 159 181 186 190 197 201 209 217   255 

 要介護 5 96 105 108 112 116 118 121 126 129   153 

認定率 16.5% 16.6% 17.0% 17.6% 17.9% 18.2% 18.8% 19.2% 19.7%   20.4% 

鈴鹿第３            

認定者数 1,032 1,012 992 1,004 1,024 1,038 1,064 1,086 1,112   1,176 

 要支援 1 168 178 180 183 186 187 192 195 200   194 

 要支援 2 130 123 134 137 138 141 143 146 148   151 

 要介護 1 204 203 188 191 193 199 204 208 215   222 

 要介護 2 163 149 162 162 167 170 174 177 182   192 

 要介護 3 143 130 114 116 119 118 123 124 127   141 

 要介護 4 131 127 118 118 120 121 126 128 131   151 

 要介護 5 93 102 96 97 101 102 103 107 108   125 

認定率 17.6% 17.3% 17.0% 17.1% 17.4% 17.7% 18.1% 18.3% 18.6%   16.8% 

鈴鹿第４            

認定者数 1,025 1,015 1,021 1,044 1,068 1,084 1,104 1,126 1,143   1,152 

 要支援 1 156 171 191 195 197 199 201 205 209   208 

 要支援 2 148 146 130 132 136 137 140 142 142   146 

 要介護 1 227 219 208 213 217 223 225 228 233   222 

 要介護 2 152 135 122 126 129 130 133 136 139   141 

 要介護 3 126 126 144 147 152 153 157 161 163   164 

 要介護 4 131 128 132 135 138 141 145 148 149   160 

 要介護 5 85 90 94 96 99 101 103 105 107   111 

認定率 19.6% 19.4% 19.4% 19.8% 20.3% 20.7% 21.0% 21.2% 21.5%   19.7% 

※2024(令和６)年以降の認定者数は，全体と同様の推計方法により圏域別に推計したのち，全体の推計値と圏域別

の推計値の合計が合うよう調整したものです。小数点以下の端数があるため，合計が合わない場合があります。  
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項目 
 実 績  推 計 (計画期間)  推 計   推 計 

2021(令３) 2022(令４) 2023(令５) 2024(令６) 2025(令７) 2026(令８) 2027(令９) 2028(令 10) 2029(令 11)  2040(令 22) 

鈴鹿第５            

認定者数 848 876 894 930 964 993 1,045 1,080 1,118   1,317 

 要支援 1 115 138 146 152 156 160 168 173 176   197 

 要支援 2 118 125 127 132 138 142 149 153 160   175 

 要介護 1 195 209 188 197 203 211 220 229 239   278 

 要介護 2 135 120 138 143 149 151 161 167 172   207 

 要介護 3 105 89 108 113 117 121 128 133 138   170 

 要介護 4 101 116 108 112 118 122 129 133 139   172 

 要介護 5 79 79 79 82 83 86 91 91 93   117 

認定率 15.8% 16.3% 16.5% 16.9% 17.4% 17.8% 18.5% 18.9% 19.2%   19.0% 

鈴鹿第６            

認定者数 870 859 866 903 930 957 1,004 1,051 1,092   1,239 

 要支援 1 125 132 136 143 146 149 158 165 172   171 

 要支援 2 117 117 125 130 133 136 143 149 155   159 

 要介護 1 173 164 161 167 174 179 188 197 206   231 

 要介護 2 130 130 137 143 149 154 161 171 176   207 

 要介護 3 114 108 115 120 124 128 131 136 141   169 

 要介護 4 120 126 116 121 125 129 136 141 146   182 

 要介護 5 91 82 76 79 79 82 88 91 95   119 

認定率 15.9% 15.7% 15.8% 16.4% 16.8% 17.3% 17.9% 18.6% 19.1%   17.6% 

鈴鹿第７            

認定者数 1,728 1,777 1,739 1,773 1,820 1,858 1,918 1,962 1,992   2,113 

 要支援 1 282 312 297 303 309 311 322 330 336   337 

 要支援 2 284 280 280 285 292 297 307 315 320   333 

 要介護 1 342 371 367 375 383 393 409 419 427   456 

 要介護 2 275 272 265 270 278 285 292 298 300   326 

 要介護 3 206 207 199 201 208 213 218 225 227   244 

 要介護 4 204 207 216 221 228 236 244 248 253   280 

 要介護 5 135 128 115 117 121 123 125 128 129   137 

認定率 18.2% 18.7% 18.2% 18.6% 19.0% 19.4% 19.9% 20.2% 20.4%   19.7% 

鈴鹿第８            

認定者数 608 627 630 643 657 678 700 718 738   952 

 要支援 1 96 102 104 106 111 113 116 120 125   152 

 要支援 2 93 103 95 97 97 102 104 107 111   137 

 要介護 1 121 122 118 121 123 129 133 137 139   187 

 要介護 2 83 86 91 92 94 97 100 101 103   138 

 要介護 3 92 97 86 87 91 92 96 99 102   131 

 要介護 4 75 73 83 84 86 89 92 93 96   125 

 要介護 5 48 44 53 54 54 55 59 61 63   82 

認定率 16.7% 16.8% 16.5% 16.5% 16.5% 16.6% 16.9% 17.1% 17.2%   21.5% 
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項目 
 実 績  推 計 (計画期間)  推 計   推 計 

2021(令３) 2022(令４) 2023(令５) 2024(令６) 2025(令７) 2026(令８) 2027(令９) 2028(令 10) 2029(令 11)  2040(令 22) 

亀山第１            

認定者数 1,111 1,107 1,079 1,141 1,160 1,183 1,214 1,258 1,290   1,542 

 要支援 1 181 202 187 210 216 219 226 234 242   268 

 要支援 2 177 170 166 175 178 183 185 193 198   227 

 要介護 1 182 189 178 194 198 202 210 219 226   273 

 要介護 2 158 149 162 167 171 173 177 184 189   226 

 要介護 3 166 148 137 140 142 146 149 153 157   202 

 要介護 4 136 146 150 144 145 149 151 155 156   199 

 要介護 5 111 103 99 111 111 112 116 120 121   147 

認定率 16.5% 16.3% 15.8% 16.4% 16.5% 16.8% 17.2% 17.7% 18.0%   20.6% 

亀山第２            

認定者数 1,392 1,350 1,318 1,360 1,363 1,360 1,362 1,367 1,376   1,362 

 要支援 1 244 216 190 209 209 207 207 211 212   206 

 要支援 2 201 207 206 210 212 210 210 212 215   206 

 要介護 1 279 269 248 265 267 266 266 268 272   266 

 要介護 2 214 207 197 201 199 200 200 200 202   205 

 要介護 3 180 205 219 218 218 219 222 220 221   221 

 要介護 4 153 137 163 153 154 153 155 155 154   154 

 要介護 5 121 109 95 104 103 104 102 102 101   104 

認定率 20.8% 20.3% 19.8% 20.6% 20.9% 21.0% 21.2% 21.5% 21.8%   20.8% 
 

鈴鹿市計            

認定者数 8,807 8,824 8,830 9,058 9,276 9,468 9,771 10,045 10,300  11,303 

 要支援 1 1,324 1,413 1,476 1,519 1,549 1,566 1,620 1,666 1,712  1,738 

 要支援 2 1,301 1,305 1,271 1,302 1,329 1,355 1,394 1,432 1,470  1,557 

 要介護 1 1,818 1,842 1,789 1,841 1,887 1,930 1,997 2,058 2,116  2,295 

 要介護 2 1,396 1,332 1,342 1,375 1,410 1,442 1,487 1,529 1,565  1,755 

 要介護 3 1,149 1,092 1,112 1,139 1,170 1,195 1,232 1,266 1,298  1,471 

 要介護 4 1,082 1,110 1,120 1,146 1,176 1,207 1,246 1,279 1,309  1,526 

 要介護 5 737 730 720 736 755 773 795 815 830  961 

認定率 17.4% 17.5% 17.4% 17.8% 18.1% 18.5% 19.0% 19.3% 19.7%  19.4% 

亀山市計            

認定者数 2,503 2,457 2,397 2,501 2,523 2,543 2,576 2,625 2,666  2,904 

 要支援 1 425 418 377 419 425 426 433 445 454  474 

 要支援 2 378 377 372 385 390 393 395 405 413  433 

 要介護 1 461 458 426 459 465 468 476 487 498  539 

 要介護 2 372 356 359 368 370 373 377 384 391  431 

 要介護 3 346 353 356 358 360 365 371 373 378  423 

 要介護 4 289 283 313 297 299 302 306 309 310  353 

 要介護 5 232 212 194 215 214 216 218 222 222  251 

認定率 18.7% 18.3% 17.8% 18.4% 18.6% 18.8% 19.1% 19.5% 19.8%  20.7% 
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■ 要介護・要支援認定率の推移・推計 
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Ⅰ 地域包括ケアシステムの構築を推進するために 

～地域支援事業による地域包括ケアシステムの深化・推進～ 

１ 一人ひとりに応じた相談支援体制の整備 

(1) 総合相談・情報提供 

現状と課題 

➢ 2021（令和３）年度に日常生活圏域の見直しを行ったことで，地域包括支援センタ

ーへの相談件数は増加しましたが，2022（令和４）年度に実施したニーズ調査では，

地域包括支援センターの認知度は 60.3％と前回の 62.6％を下回る結果となりまし

た。また，相談の多くは状態が悪化してからであるため，介護予防・自立支援を進

めていく中では，幅広い世代に対し，地域包括支援センターの更なる周知が必要で

す。 

➢ 「8050 問題」，「ヤングケアラー」のような複雑で複合化した課題に対応するため

に，二市において重層的支援体制整備事業を実施することから，関係機関相互の連

携がますます重要になります。 

➢ 地域における課題の解決や地域共生社会の実現に向けて，地域包括支援センターと

地域の関係者や関係機関との連携や生活支援コーディネーターの活動の充実，通い

の場の整備といった取組が求められます。 

➢ ケアマネジャーへの支援については，圏域ごとに事例検討会や支援会議（研修会）

を開催し，ノウハウの共有を図っています。また，ケアマネジャーから支援要請の

あった困難事例については，地域包括支援センターが中心となり，対応にあたって

います。 

 

■地域包括支援センターにおける相談件数（2023（令和５）年 9 月末時点） 

 
実績 見込 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 

鈴鹿市地域包括支援センター 3,501 3,458 1,821 3,600 3,700 3,800 

亀山市地域包括支援センター 1,493 1,222 707 1,400 1,450 1,500 
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取組内容 

①総合相談体制の充実 

鈴鹿市では，地域包括支援センターと連携し情報共有を行い，複雑で多様な問題

に対応できるよう，関係機関や地域と連携した相談・支援体制の充実を図ります。 

亀山市では，地域まちづくり協議会，福祉関係事業者，保健・医療分野の専門職

等と連携し，重層的な支援体制の下で，高齢者の相談支援に取り組みます。 

両基幹型地域包括支援センターでは，各圏域の地域包括支援センターが中心とな

り，関係機関と連携し多機関協働の下，身近な相談窓口として，課題解決に向けた

取組を進めます。また，地域包括支援センターにおける相談事例の状況を把握・分

析し，相談事例への効果的な対応に向けた方策を検討するとともに，地域包括支援

センターと調整し，関係者のスキルアップを図るための事例検討会や研修等を開催

します。 

②相談窓口の周知 

鈴鹿市では，市の広報やホームページ等の活用や，相談・支援活動によって市民

へ幅広く周知します。 

また，鈴鹿市基幹型地域包括支援センターでは，イベントや出前講座等の様々な

機会をとらえ，住民に対して幅広く周知します。 

亀山市では，地域における様々な会合を通じて周知するとともに，様々な媒体に

より，広報活動を実施します。 

また，亀山市基幹型地域包括支援センターでは， 住民や民生委員・児童委員，地

域まちづくり協議会等の関係機関のほか，企業に対して，高齢者の相談窓口の認知

度を高めるためリーフレット等で様々な機会をとらえ，周知します。 

③情報提供の実施 

二市では，市民の円滑な利用につながるよう，介護保険制度やサービス内容，高

齢者福祉に関する情報を，市の広報やホームページ等の情報媒体を活用し，情報提

供を行います。 

鈴鹿市基幹型地域包括支援センターでは，各圏域において開催される会議や地域

のサロン等に参加し，介護予防事業や総合事業の普及・啓発や介護保険制度等の周

知を図るとともに，包括だよりやホームページ等の情報媒体を活用し，地域包括支

援センターを中心に，様々な場所で情報提供を行います。 

亀山市基幹型地域包括支援センターでは，地域まちづくり協議会，民生委員・児

童委員等の関係機関と連携し，様々な機会を通じて情報提供を行います。 

広域連合では，介護保険制度やサービスについての認知度を高めるため，様々な
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機会を通じて情報の提供を実施します。また，窓口等において，外国人の相談にも

対応できるよう多言語による情報提供に取り組みます。 

④重層的支援体制整備事業の実施【新規】 

二市では，「制度の属性を問わない相談支援」，「参加支援」，「地域づくり支援」の

3 つの支援を一体的に支援する重層的支援体制整備事業を推進し，多機関との連携

の下，地域で生活するすべての人が関わり，人と人とがつながり，包括的な相談支

援体制を構築します。 

⑤困難事例に対する関係機関との連携 

鈴鹿市では，基幹型地域包括支援センター，地域包括支援センターと連携し，各々

の役割の下，包括的な支援体制の構築を図り，困難事例に対応できる重層的支援体

制を整備します。 

亀山市では，地域まちづくり協議会，福祉関係事業者，保健・医療分野の専門職

等と連携し，重層的支援体制の下で高齢者の相談支援に取り組みます。 

両基幹型地域包括支援センターは，地域包括支援センターが対応する個別事例の

緊急性を把握しつつ，地域包括支援センターだけでは対応が困難な事例等，地域包

括支援センターから支援要請があった相談事例について，相談事例解決に向けた直

接的・間接的な支援を行います。 

⑥地域との連携 

二市では，地域共生社会の実現に向けて，地域包括支援センターと地域の関係者・

関係団体との連携をより一層強化します。 

鈴鹿市基幹型地域包括支援センターでは，各圏域で抱える地域課題や個別課題に

対して，圏域の地域包括支援センターと協働し，課題別に地域関係者や関係機関と

の連携を密にしながら，課題解決に向けた方策の検討を行います。 

亀山市基幹型地域包括支援センターでは，地域共生社会の実現に向けて，地域包

括支援センターが地域の住民や関係団体等との連携がとれるよう，日ごろから顔の

見える関係づくりをし，地域住民等と連携し，地域課題の解決に取り組みます。 

⑦地域における生活支援 

鈴鹿市では，地域づくり協議会を中心とする通いの場の設置や支え合い事業の運

営を支援します。また，「ふれあいいきいきサロン」等の歩いて通える住民主体の通

いの場の設置・運営を支援します。 

亀山市では，「ちょこボラ」等住民主体の事業の立ち上げや運営等を行う地域まち

づくり協議会に対し，生活支援コーディネーター等による支援をします。 
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⑧ケアマネジャーへの支援の充実 

両基幹型地域包括支援センターでは，ケアマネジメントの質の向上のため，圏域

の地域包括支援センターが中心となって事例検討会やニーズに合った研修会を開催

します。 

鈴鹿市基幹型地域包括支援センターでは，ケアマネジャーから支援要請があった

相談事例について，地域包括支援センターだけでは対応が困難な事例等，相談事例

解決に向けた直接的・間接的な支援を行います。 

亀山市基幹型地域包括支援センターでは，ケアマネジャーのレベルの底上げと主

任ケアマネジャーの専門性と価値を高め実力を発揮できる場づくりのために，研修

会や意見交換会を開催します。 

⑨介護予防ケアマネジメントの充実 

両基幹型地域包括支援センターでは，多様なサービスの積極的な活用等，自立支

援型ケアプランの作成に向けて地域包括支援センターへの支援を行います。また，

地域包括支援センターが行う介護予防事業について，利用者の自立支援の推進に向

けた後方支援を行います。 

広域連合では，地域包括支援センター等が要支援者等のアセスメントを行い，介

護予防・日常生活支援総合事業等の必要なサービスが適切に提供できるよう指導を

行うことにより，自立支援・重度化防止につなげます。また，ケアマネジャー等に

対し介護予防ケアマネジメントに必要な情報の提供を二市と連携し取り組みます。

さらに，地域包括支援センター等が作成したケアプランを自立支援型地域ケア会議

で多職種の横断的な視点で対象者の支援を考えることにより，適正な介護予防ケア

マネジメントにつなげます。 

 

(2) 権利擁護・虐待防止 

現状と課題 

➢ 高齢者の尊厳を守り，権利を擁護するため，社会福祉協議会や成年後見サポートセ

ンター等との連携や情報共有を図り，権利擁護が必要な方への対応を行っています。

認知症の方やひとり暮らし高齢者等が増加する中，相談件数は年々増えており，成

年後見制度や権利擁護事業を周知するとともに，今後も関係機関の連携を強化する

ことが必要です。 

➢ 高齢者虐待に対しては，様々な経路からの相談，通報に対応し，虐待の未然防止と

早期発見，早期介入を図っています。しかしながら，地域の関係が希薄化する中，

近隣からの通報が期待できないことも考えられ，地域包括支援センターや，民生委
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員・児童委員等との連携強化が不可欠となっています。さらに，介護保険施設等で

の虐待に対しては，介護サービス相談員等を通じての情報収集に努めており，引き

続き，関係機関の連携を強化することが必要です。 

■成年後見制度の利用と市長申立の状況 

 

成年後見制度利用者数 

（2023 年７月末時点） 
市長申立件数 （2023 年 9 月末時点） 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

鈴鹿市 355 人  2 件 1 件  3 件 

亀山市 45 人  0 件  2 件  3 件  

 

■虐待対応の状況（2023（令和５）年９月末時点） 

項目  2021 年度 2022 年度 2023 年度 

家族等による虐待 

への対応件数 

鈴鹿市 43 件 37 件  38 件 

亀山市 9 件  7 件  1 件  

介護保険施設での虐待 

への対応件数 

鈴鹿市 2 件  3 件  2 件 

亀山市 0 件  1 件  0 件  

   

取組内容 

① 権利擁護に関する関係機関の連携強化 

二市では，権利擁護の普及・啓発を図り，支援が必要な人へのサポートにつなげ

ます。 

鈴鹿市では，法律専門家や福祉関係者，地域包括支援センター等関係機関，関係

者との連携を強化するため，鈴鹿市権利擁護ネットワーク会議を開催します。  

また，鈴鹿市基幹型地域包括支援センターでは，鈴鹿市権利擁護ネットワーク会

議を通じて，地域の権利擁護課題に対し情報共有を図るとともに必要な施策の提案

等を行います。また，鈴鹿亀山消費生活センター等の関係機関と連携し，高齢者を

ターゲットにした消費者被害防止への対応力の強化を図ります。 

亀山市基幹型地域包括支援センターでは，社会福祉協議会，鈴鹿亀山消費生活セ

ンター等関係機関と連携し，権利擁護に関する周知・啓発，支援が必要な方へのサ

ポートを行います。 

②成年後見制度の利用促進 

鈴鹿市では，判断能力が不十分な方に対する成年後見ニーズへの増加に対応する

ため，中核機関である鈴鹿市後見サポートセンターみらいを中心に，制度に関する

相談や広報，普及・啓発の実施，後見人の育成支援，法人後見の受任等，成年後見
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制度の利用促進に向けた制度の周知と利用支援の充実を図ります。 

また，鈴鹿市基幹型地域包括支援センターでは，成年後見制度が必要と思われる

相談があったときは，鈴鹿市後見サポートセンターみらいにつなぐとともに，必要

に応じて，連携します。 

亀山市では，権利擁護の必要な方が安心して支援を受けられるよう，判断能力が

低下した方等に対する生活支援に加え，成年後見制度の申立，受任及び後見人支援

にかかる関係機関との調整を図ります。 

また，亀山市基幹型地域包括支援センターでは，社会福祉協議会の成年後見サポ

ート事業と連携し，成年後見制度の利用促進に向けて，様々な機会をとらえ，制度

に関する啓発と相談窓口の周知を行います。 

③虐待の未然防止 

鈴鹿市では，高齢者の虐待を未然に防止するため，広く市民に周知・啓発を図る

とともに，地域包括支援センターを中心とした関係機関との連携により，虐待の発

生防止に取り組みます。 

亀山市では，高齢者・障がい者虐待防止協議会等の関係機関等と連携し，高齢者

虐待防止を推進します。 

両基幹型地域包括支援センターでは，家族介護者に対して，情報提供や相談窓口

の周知に努めます。また，介護施設従事者等への指導や助言，研修等により，虐待

の未然防止に取り組むとともに，高齢者虐待に関する通報義務等を周知・啓発しま

す。  

広域連合では，高齢者の尊厳，権利が守られるよう二市，地域包括支援センター，

関係機関との連携による取組を進めます。また，介護施設従事者等への必要な指導

を通じて，虐待の未然防止を図ります。 

④虐待事案発生時の早期対応 

鈴鹿市では，市や地域包括支援センター等において高齢者やその家族からの相談

を受け付け，関係機関と連携しながら適切な支援につなげます。また，虐待事案が

発生した場合に，適切な対応がとれるように，一時的な保護施設を確保するととも

に，対応力の向上を図ります。 

また，鈴鹿市基幹型地域包括支援センターでは，虐待事案が発生した場合や必要

時に，コアメンバー会議を開催し早急に協議を行い，必要な対応を図ります。 

亀山市では，虐待の相談に対しては，高齢者・障がい者虐待防止・早期発見対応

マニュアルに従い，警察署，基幹型地域包括支援センター等関係機関と連携し，適

切かつ迅速な対応，支援に当たります。 
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また，亀山市基幹型地域包括支援センターでは，虐待事案が発生した場合は，市

の高齢者虐待に関する対応会議で早急に協議し，役割分担し必要な対応を図ります。

複合的な事例については，重層的支援体制整備事業につなげて対応します。 

 

(3) 認知症施策の推進 

現状と課題 

➢ 認知症に対する意識・知識については高まってきている一方，認知症に対する不安

を抱える高齢者が多いのも事実です。認知症は誰もがなり得るものですが，予防活

動によって発症を遅らせたり，進行を緩やかにするためには，認知症に対する理解

を促し，中年期からの予防活動につなげることが求められます。 

➢ 認知症の早期発見と初期支援に対しては，各圏域において認知症初期集中支援チー

ムを設置し，その相談件数・支援対象者数は増加しています。今後も，認知症が疑

われる場合に早期に必要な支援につなげられるよう，認知症初期集中支援チームの

周知を図るための啓発活動が必要です。あわせて，同チームから必要なサービスに

つなげるため，介護サービスの受け皿整備が図られるよう，事業所等における認知

症対応力を強化することが求められます。 

➢ 認知症への理解を促し，認知症の方が暮らし続けられる地域づくりをめざして認知

症サポーター養成講座，ステップアップ講座を開催しており，ともに多数の参加が

得られ，累計サポーター数も増加しています。今後も，より一層，住民意識を高め

るため，本人による発信を含めた意識啓発を進めるとともに，認知症サポーターの

活躍の場づくりが求められます。 

➢ 認知症の方とその家族が交流し，支え合える地域づくりをめざして，認知症地域支

援推進員の支援により認知症カフェの立ち上げが進んでいます。今後も，本人・家

族のニーズに合わせた利用しやすい認知症カフェとしていくとともに，「チームオ

レンジ」の活躍の場を広げていくことが必要です。また，認知症賠償責任保険等の

事業により認知症の方とその家族への支援にも取り組みます。 
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■認知症高齢者等の状況（各年 10 月 1 日時点） 

項目 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

認知症高齢者等数 5,483 人 4,487 人 4,065 人 

高齢者人口に占める認知症高齢者等の割合 8.6％ 7.0％ 6.3％ 

  ※認知症高齢者等とは，要介護・要支援認定を受けている第１号被保険者及び第２号

被保険者のうち，要介護・要支援認定に係る主治医意見書において認知症高齢者の

日常生活自立度がⅡ以上の方をいうこととします（新型コロナウイルス感染拡大に

係る要介護認定の臨時的取扱をされた方は含まれません）。 

 

■認知症初期集中支援チームの活動状況（2023（令和５）年９月末時点） 

 
実績値 見込値 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

認知症初期集中支援チーム 

 認知症初期集中支援チームの活動状況 

  鈴

鹿

市 

総相談件数 265 件 268 件 133 件 250 件 250 件 250 件 

  支援対象者数 147 人 163 人 70 人 150 人 150 人 150 人 

  訪問延べ回数 735 回 604 回 243 回 600 回 600 回 600 回 

  亀

山

市 

総相談件数 260 件 207 件 86 件 160 件 160 件 160 件 

  支援対象者数 12 人 12 人 9 人 15 人 15 人 15 人 

  訪問延べ回数 6 回 33 回 22 回 45 回 45 回 45 回 
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■認知症サポーター，認知症カフェ，チームオレンジの状況（2023（令和５）年９月末時点） 

 
実績値 見込値 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

認知症サポーター 

 新規のサポーター養成人数 

  鈴鹿市 1,281 人 1,547 人 1,090 人 2,306 人 2,000 人 2,000 人 

  亀山市 481 人 569 人 142 人 400 人 400 人 600 人 

 累計サポーター数 

  鈴鹿市 21,057 人 22,604 人 23,694 人 26,000 人 28,000 人 30,000 人 

  亀山市 3,835 人 4,404 人 4,546 人 5,000 人 5,600 人 6,200 人 

 養成講座開催回数 

  鈴鹿市 44 回 52 回 34 回 50 回 50 回 50 回 

  亀山市 16 回 19 回 14 回 20 回 20 回 20 回 

認知症カフェ 

 認知症カフェ等の集いの場（活動支援を含む） 

  
鈴鹿市 17 か所 16 か所 15 か所 23 か所 25 か所 25 か所 

亀山市 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

チームオレンジ 

 

チームオレンジの登録者数 

 鈴鹿市 54 人 85 人 99 人 140 人 196 人 280 人 

 亀山市 29 人 28 人 26 人 30 人 35 人 40 人 

 

取組内容 

①認知症予防活動の促進 

鈴鹿市では，サロン等の通いの場の設置を推進するとともに，サロンや老人クラ

ブにおいて住民が介護予防に取り組めるよう出前教室の実施内容の充実を図ります。

また，Web 教室の周知・啓発を行い，参加者数の増加を図ります。 

亀山市では，認知症ケアパスを含めた「認知症あんしんブック」を市民や医療・

介護関係者等の情報ツールとして活用し，認知症への理解と認知症予防，認知症高

齢者等の支援のための取組を促進します。 

②認知症の早期発見，初期支援体制の整備 

鈴鹿市では，認知症が疑われる方や認知症の方，その家族を訪問し，アセスメン

トを実施するとともに，家族支援等の初期支援を地域包括支援センター，民生委員

や地域の関係者との連携により包括的，集中的に行い，自立生活のサポートを行い

ます。 
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亀山市では，認知症を初期の段階で早期発見・早期支援するため，「認知症の相談

はカナリアチームへ」と，認知症の相談窓口や早期発見・治療の重要性について市

民へ周知します。 

③介護サービス等における認知症対応力の強化 

広域連合では，2021（令和３）年度の報酬改定において，勤務体制の確保として

「すべての従業者に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならない」とされたことを受けて，介護サービス事業所にお

ける認知症対応力を高めるため，認知症に関する知識や技術の向上を図るための研

修（認知症介護基礎研修，認知症介護実践者研修，認知症介護実践リーダー研修等)

について周知し，受講を促進します。 

④認知症サポーターの養成 

二市では，認知症に関する正しい知識と理解を身につけた認知症サポーター及び

キッズサポーターを養成するための講座を開催します。 

鈴鹿市では，認知症サポーターのステップアップ講座等を開催し，受講者が認知

症に関する理解を深めてチームオレンジ鈴鹿等のボランティア活動に参加すること

をめざします。また，認知症サポーター養成講座の講師を務めるキャラバン・メイ

トの活動支援を行います。 

亀山市では，認知症サポーターが，認知症と思われる方に早期に気づき，初期集

中支援チームであるカナリアチームにつなげたり，声かけ・見守り支援を行い，よ

り地域で活躍できるよう支援します。 

⑤認知症に対する啓発活動の充実 

二市では，世界アルツハイマー月間などにおける啓発活動を行います。 

鈴鹿市では，市の広報やホームページを活用した認知症相談窓口の周知や，家族

の会，認知症当事者団体等との連携により，本人発信の支援を行います。 

亀山市では，市立図書館を利用した情報発信などにより，市民への認知症に関す

るさらなる理解と共生の実現に向けた普及・啓発に取り組みます。 

⑥認知症カフェの充実 

鈴鹿市では，認知症の方とその家族の居場所や地域住民の情報交換や交流を図る

場づくり，さらにチームオレンジ鈴鹿の拠点として認知症カフェ等の設置を推進し

ます。 

亀山市では，チームオレンジかめやまの拠点である認知症カフェの支援や認知症

地域支援推進員がサロンや介護予防教室など地域へ出向き，介護に関する悩みや相

談に努めるとともに，認知症の予防として脳の活動と体の運動を同時に行うコグニ
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サイズなどを中心に認知症予防活動に努めます。 

⑦認知症の方とその家族への支援 

鈴鹿市では，認知症の方とその家族の交流及び情報交換等ができるよう，通いの

場の設置を進めるとともに，認知症に関わる組織の連携・連絡強化に向けた取組を

支援します。また，行方不明高齢者対策として安心ネットワークを活用し，市内の

協力店舗や協力事業所に情報を共有し，行方不明高齢者の発見につなげるほか，GPS

を利用した捜索サービスや安心見守りシール，安心見守り保険の普及を図り，早期

発見や事故防止につなげ，地域における捜索体制の取組を支援します。 

亀山市では，認知症高齢者などの見守りについて，市民が広く利用するスーパー

マーケット，各種団体，介護保険事業者等に広く周知し，地域の見守り体制の強化

を図ります。また，認知症賠償責任保険，二次元コード付見守りシール等事業を実

施します。 

⑧「チームオレンジ」等の支援 

鈴鹿市では，チームオレンジコーディネーターを配置し，認知症の方とその家族

のニーズを支援につなぐチームオレンジ鈴鹿の活動を支援します。また，ステップ

アップ講座の開催により，新たなチームオレンジを養成します。 

亀山市は，認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けていけるよ

う，チームオレンジかめやまと連携し，認知症に関する普及・啓発や，地域で暮ら

す認知症の方や家族に対する支援に取り組みます。 

⑨若年性認知症に対する支援 

鈴鹿市では，若年性認知症レイの会による社会福祉協議会での洗車活動や認知症

の方たちがボランティアと一緒に買い物を楽しむスローショッピングを実施します。 

両基幹型地域包括支援センターでは，三重県が配置する若年性認知症コーディネ

ーターと連携しながら引き続き支援に努めるとともに，三重県と連携して情報発信

を行っていきます。 
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２ 介護予防・生活支援サービスの提供 

(1) 介護予防・生活支援サービス 

現状と課題 

➢ 介護予防・日常生活支援総合事業は，介護予防・生活支援サービス事業と一般介護

予防事業で構成されています。このうち，介護予防・生活支援サービス事業につい

ては，多様なサービスの認知度が低いため，旧介護予防相当サービスへ利用が集中

し，住民主体によるサービスや短期集中予防サービスは利用が少ないのが現状です。 

➢ 生活支援コーディネーター等の支援により，住民主体によるサービスは地域に広が

りつつありますが，まだまだ一部の地域に限られています。また，緩和した基準に

よるサービスや短期集中予防サービスは，サービス提供事業者がまだまだ不足して

いる状況です。 

➢ 多様な主体によるサービスの提供に向けて，住民主体によるサービスの開発支援や

サービス提供事業者の確保を行うと同時に，これらのサービスについて，地域住民

やケアマネジャー等に対して周知を図り，利用を促していくことが求められます。 

 

取組内容 

①介護予防・生活支援サービスの拡充 

二市では，生活支援コーディネーター等が支援を行い，地域における介護予防・

生活支援サービスや支え合い活動，高齢者のボランティア活動等を進めます。また，

短期集中予防サービスの提供事業所を確保します。 

鈴鹿市では，サロン等の通いの場を増やし，身近な地域において介護予防に取り

組める機会の創出を促すとともに，住民主体型を含めた多様な主体による介護予防・

生活支援サービスの充実を図ります。 

亀山市では，ひとり暮らし高齢者などの世帯における定期的な安否確認を行うた

め，適切な福祉サービスの提供に努めます。高齢者の外出支援についても継続して

実施します。 

広域連合では，緩和した基準によるサービスの取組を進め，二市と連携し多様な

サービスの提供に努めます。また，地域住民やケアマネジャー等に対しわかりやす

い情報の提供に努め，利用の促進につなげます。 

②介護予防・生活支援サービスの対象者の見直し 

広域連合では，介護予防・生活支援サービスの対象者について，地域での住民主

体によるサービスの状況を把握し，要介護者への拡大を検討します。 
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■介護予防・生活支援サービス事業の状況（2023（令和５）年９月末時点） 

 
実績値 見込値 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 

訪

問

型 

旧介護予防訪問介護相当サービス利用者数（延べ人数） 

 広域連合 6,516 人 6,659 人 3,347 人 7,000 人 7,200 人 7,300 人 

緩和した基準によるサービス利用者数（延べ人数） 

 広域連合 ― ― ― 120 人 240 人 240 人 

住民主体によるサービス（シルバー人材センター分 延べ利用者数） 

 
鈴鹿市 115 人 135 人 102 人 384 人 384 人 384 人 

亀山市 8 人 55 人 12 人 192 人 192 人 192 人 

住民主体によるサービス（支援を行った地域づくり協議会・地域まちづくり協議会の数） 

 
鈴鹿市 ― 1 団体 3 団体 4 団体 8 団体 11 団体 

亀山市 ― ― 2 団体 3 団体 3 団体 3 団体 

短期集中予防サービス利用者数（延べ人数） 

 鈴鹿市 39 人 32 人 4 人 144 人 144 人 144 人 

 亀山市 0 人 38 人 36 人 144 人 144 人 144 人 

通

所

型 

旧介護予防通所介護相当サービス利用者数（延べ人数） 

 広域連合 15,425 人 15,914 人 8,094 人 16,600 人 17,000 人 17,300 人 

緩和した基準によるサービス利用者数（延べ人数） 

 広域連合 51 人 183 人 177 人 720 人 1,260 人 1,800 人 

住民主体によるサービス（支援を行った地域づくり協議会・地域まちづくり協議会の数） 

 
鈴鹿市 ― 1 団体 3 団体 4 団体 8 団体 11 団体 

亀山市 ― ― 2 団体 3 団体 3 団体 3 団体 

短期集中予防サービス利用者数（延べ人数） 

 
鈴鹿市 48 人 462 人 94 人 1,152 人 1,152 人 1,152 人 

亀山市 ― ― ― 60 人 60 人 60 人 

   

(2) 一般介護予防事業 

現状と課題 

➢ 新型コロナウイルス感染症の拡大により，住民主体の通いの場であるサロンの開設

や介護予防教室等の開催ができない時期が続いたことから，高齢者の介護予防活動

に影響を及ぼし，自主的な介護予防活動は地域や団体等に偏りがみられます。 

➢ 高齢者が自宅から介護予防教室に参加できるよう，オンラインを活用した新たな方

法による介護予防教室の実施にも取り組んでいます。 
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➢ 高齢者の介護予防活動を支援するために，住民主体の通いの場であるサロン等にリ

ハビリ専門職等を講師派遣しています。専門的な助言ができるよう多職種の講師を

確保していますが，講師派遣の依頼は職種の偏りがみられます。 

➢ 地域包括支援センターでは，介護予防の普及・啓発のために地域のサロンに出向き，

介護予防体操，フレイル予防や認知症予防の講話などを実施しています。 

 

■一般介護予防事業の状況（2023（令和５）年９月末時点） 

 
実績値 見込値 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 

介護予防普及・啓発事業の参加者数（延べ人数） 

 
鈴鹿市 11,873 人 16,371 人 9,402 人 17,000 人 17,500 人 18,000 人 

亀山市 19,014 人 26,181 人 828 人 25,000 人 25,500 人 26,000 人 

介護予防に資する住民主体の通いの場の参加者数（実人数） 

 
鈴鹿市 2,269 人 3,158 人 3,592 人 3,500 人 3,700 人 3,900 人 

亀山市 2,769 人 1,869 人 2,253 人 2,300 人 2,400 人 2,500 人 

通いの場などの介護予防活動に対し支援を行った地域づくり協議会・地域 まちづくり協議会の数 

 
鈴鹿市 7 団体 10 団体 10 団体 14 団体 15 団体 17 団体 

亀山市 3 団体 4 団体 4 団体 6 団体 7 団体 9 団体 

住民の介護予防活動のためにリハビリテーション専門職等を講師派遣した回数（延べ回数）  

 
鈴鹿市 27 回 61 回 40 回 71 回 76 回 81 回 

亀山市 13 回 9 回 11 回 20 回 35 回 50 回 

 

取組内容 

①介護予防の普及・啓発の推進 

鈴鹿市では，フレイル予防に関する知識を普及させるため，住民主体の通いの場

や老人クラブ等において出前講座を実施するほか，自宅でもフレイル予防に取り組

めるよう Web 教室を実施します。また，介護予防の情報を取りまとめ，情報発信す

る等，ICT を活用した介護予防にも取り組みます。 

亀山市では，健康づくりから介護予防につながる取組の推進を図り，住民が主体

的に健康づくり活動等を行えるよう，身近な活動の場に保健師等が出向く等，地域

における健康づくりの取組を行います。 

両基幹型地域包括支援センターでは，各圏域で地域包括支援センターが行う高齢

者の生活支援に関わる制度や在宅介護等に関する情報の提供や，介護予防教室やフ

レイル予防等の出前講座等の介護予防の取組に対し，後方支援を行います。 
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②地域における介護予防活動への支援 

二市では，住民同士の支え合いによる介護予防・生活支援サービスを実施する地

域づくり協議会・地域まちづくり協議会等の支援をするほか，市内全体に広がるよ

う，検討中の地域に対し働きかけを行います。また，スクエアステップリーダーを

養成し，地域でのスクエアステップの普及に取り組みます。 

鈴鹿市では，地域に働きかけを行い，住民主体の通いの場であるサロンの設置数

を増やします。また，高齢者の社会参加活動による介護予防を推進するために，ボ

ランティア登録希望者を支援します。 

亀山市では，地域での介護予防の推進については，身近で気軽に参加できる活動

の場がない地域に介護予防教室等の提供を促進します。 

③リハビリテーション活動への支援 

二市では，住民主体の通いの場であるサロン等にリハビリ専門職等の講師を派遣

し，出前講座等を行い，高齢者の介護予防活動を支援します。 

④介護予防の評価 

広域連合では，一般介護予防事業の実施状況や事業量の達成状況等から介護予防

事業の評価を行います。また，介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果により，介

護予防の取組の評価を行います。 

⑤高齢者への保健事業と介護予防との一体的実施 

鈴鹿市では，「65 歳からのフレイル予防のすすめ」の冊子やチラシを作成し，フ

レイル予防に関する周知・啓発を行います。また，高齢者の特性を踏まえた健康支

援，健康相談，フレイル予防を行うため，医療専門職による課題の整理・分析から，

通いの場等への積極的な関与や個別支援を行う等，医療保険，介護保険，健康づく

りの各部局の連携の下「保健事業と介護予防の一体的な取組」を実施します。 

亀山市では，高齢者の健康維持やフレイル対策として，保健医療の視点から受診

勧奨を行う等，保健事業と介護予防の一体的な取組を推進します。 

亀山市基幹型地域包括支援センターでは，市が主催する会議等で情報交換し，市

と地域包括支援センターが連携して地域で効果的に介護予防教室が開催できるよう

に支援します。 
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■ 介護予防・日常生活支援総合事業の構成 
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※これらの事業のうち，広域連合では

太字かつ囲いの事業を実施します。 
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３ 在宅生活を支える環境の整備 

(1) 地域ケア会議の実施 

現状と課題 

➢ 地域ケア会議の開催については，市レベル，圏域レベル及び個別レベルの三層構造

で，会議を開催しています。地域ケア会議を重層的に開催することで，地域課題の

洗い出しや社会資源の発掘・開発を促進し，政策形成につなげます。 

➢ 会議の開催回数や開催テーマは圏域によって異なることから，圏域によっては情報

収集や課題の明確化が不十分であったり，課題が共有化できても，その課題の解決

にまでは必ずしもつながらなかったりといった課題があります。 

➢ 基幹型地域包括支援センターが圏域間の調整を行うとともに，課題の整理や順位付

けを行うことで，市レベルの地域ケア会議における検討に結びつけています。 

➢ 自立支援型地域ケア会議は，第８期計画から新たに開始しましたが，個別レベルの

会議のため，各地域包括支援センターが開催するところを，基幹型地域包括支援セ

ンターが開催している状況にあります。 

 

■地域ケア会議の実施状況（2023（令和５）年９月末時点） 

 
実績値 見込値 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

地域ケア会議の開催回数 

 市レベル会議開催回数 

  鈴鹿市 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

  亀山市 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 圏域レベル会議開催回数 

  
地域包括支援センター

（鈴鹿市） 
12 回 18 回 4 回 16 回 16 回 16 回 

  
地域包括支援センター

（亀山市） 
15 回 8 回 0 回 4 回 4 回 4 回 

 個別レベル会議開催回数 

  
地域包括支援センター

（鈴鹿市） 
55 回 62 回 16 回 随時 随時 随時 

  
地域包括支援センター

（亀山市） 
7 回 3 回 5 回 随時 随時 随時 

 自立支援型会議開催回数 

  
地域包括支援センター

（鈴鹿市） 
0 回 6 回 10 回 16 回 16 回 16 回 

  
地域包括支援センター

（亀山市） 
0 回 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 
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取組内容 

①市レベルの地域ケア会議の開催 

鈴鹿市では，鈴鹿市地域ケア推進会議を年２回開催します。また，その中で把握

された地域課題について，課題解決に向けた検討を行い，地域づくりや政策形成に

つなげていくため，地域ケア推進会議を開催します。 

亀山市では，個別レベルの検討から把握された圏域レベルの課題を集約・分析し，

課題の解消に取り組みます。 

② 各レベルの地域ケア会議の開催 

両基幹型地域包括支援センターでは，各地域包括支援センターが開催する圏域レ

ベル・個別レベルの地域ケア会議を支援します。また，圏域会議で解決できない地

域課題を市全体の取組として協議・検討するため，地域ケア推進会議で報告します。 

鈴鹿市基幹型地域包括支援センターでは，自立支援型地域ケア会議を各地域包括

支援センターで開催することをめざして，支援に取り組みます。 

亀山市基幹型地域包括支援センターでは，自立支援型地域ケア会議を各地域包括

支援センターと協働して開催します。 

 

(2) 家族介護への支援 

現状と課題 

➢ 家族介護者等が必要なときに気軽に相談できるよう，二市の広報や出前講座等にお

いて地域包括支援センター等の相談窓口の周知を図っています。また，地域支援事

業による家族介護支援の事業として，二市においてそれぞれ介護用品支給事業や配

食サービス等を行っています。さらに，家族介護者の負担を軽減するため「介護者

のつどい」を開催しており，介護知識の普及と介護者同士の交流や情報交換を図っ

ています。今後も，介護者が求める情報を提供するとともに，介護者の負担軽減に

つながる事業や参加しやすい「介護者のつどい」の開催について検討する必要があ

ります。 

 

■「介護者のつどい」実施状況（2023（令和５）年９月末時点） 

 
実績値 見込値 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 
「介護者のつどい」 
 「介護者のつどい」開催回数 

  
地域包括 

支援センター 
（鈴鹿市） 

0 回 3 回 4 回 8 回 8 回 8 回 

  亀山市 3 回 2 回 1 回 2 回 2 回 2 回 
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取組内容 

①相談窓口の周知と情報提供の充実（家族介護者への支援） 

二市及び両基幹型地域包括支援センターでは，相談窓口である地域包括支援セン

ターの周知を図るとともに，介護保険制度や事業所等についての情報を分かりやす

く提供するため，県の介護サービス情報公表システムの周知を図ります。 

両基幹型地域包括支援センターでは，地域関係者や関係機関等とフォーマル・イ

ンフォーマルを問わず介護サービス等の情報共有を行います。 

②「介護者のつどい」の開催 

亀山市及び地域包括支援センター（鈴鹿市）では，介護者が不安や悩みを一人で

抱え込まないよう「介護者のつどい」を開催し，リフレッシュできるようなプログ

ラムを取り入れて，参加者の心理面を支援します。 

③家族介護支援事業の実施 

二市では，住み慣れた地域で，自分らしい生活が続けられるよう，在宅での支援

を必要とする高齢者やその家族の生活の安定を図るため，介護用品の支給や配食サ

ービスの支援を実施します。 

広域連合では，介護用品支給事業について二市の状況を把握し，国の示す取扱い

を踏まえ事業のあり方を検討します。 

 

(3) 医療と介護の連携 

現状と課題 

➢ 在宅療養生活を支援するための医療・介護の連携については，鈴鹿市では鈴鹿市地

域包括在宅医療ケアシステム運営会議により，また，亀山市では在宅医療連携推進

協議会及び多職種連携会議により，医療・介護の連携強化を図っています。加えて，

鈴鹿市では在宅医療・介護連携支援センターに在宅医療連携コーディネーターを配

置し，それぞれ医療職，介護職相互からの相談を通じて，在宅医療・介護連携の円

滑化を図っています。亀山市では，亀山市在宅医療連携システム（かめやまホーム

ケアネット）により切れ目のない在宅医療と介護の連携強化を図っています。また，

二市では医療・介護相互の多職種による研修を通じて，専門職のレベルアップを図

っています。 

➢ 地域住民に対しては，在宅医療，エンディングノート，「人生会議・ＡＣＰ（アド

バンス・ケア・プランニング）」及び看取りに関する講演会や出前講座等を開催し，

意識を高めています。在宅医療・介護の連携は進んでいますが，地域住民に対する

普及・啓発が進んでいないこともあり，いずれの事業も継続して取り組んでいくこ
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とが必要です。 

■在宅医療・介護連携支援センター等における相談件数（2023（令和５）年９月末時点） 

 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

鈴鹿市在宅医療・介護連携支援センター 523 件 521 件 303 件 

亀山市立医療センター（地域医療部地域医療課） 166 件 314 件 160 件 

 

取組内容 

①在宅医療・介護連携における現状・課題等の整理 

鈴鹿市では，鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営会議を開催し，医療・介

護の関係者との情報共有及び課題等の検討を行います。また，医療機関や介護事業

所等の社会資源を視覚化し，ホームページ等による情報共有を行います。 

鈴鹿市基幹型地域包括支援センターでは，医療関係者と福祉関係者の情報共有の

場として，鈴鹿市医師会主催の在宅医療登録医会に参加します。また，地域包括在

宅医療ケアシステム勉強会に参加し，在宅医療・介護連携における課題整理や情報

共有を図ります。 

亀山市では，医療・介護等の介護関係者の顔が見える関係を構築するとともに，

関係者がスムーズに情報連携できるよう ICT ツールの利用促進により，効果的かつ

効率的な多職種連携の強化を図ります。 

また，亀山市基幹型地域包括支援センターは，切れ目のない在宅医療と介護が円

滑に提供されるように亀山市立医療センター地域医療課と連携していきます。 

②医療・介護関係者の研修 

二市では，医療・介護関係者等に対して，知識やスキル向上を目的とした研修会

等を開催し，支援を行います。 

③医療・介護関係者の情報共有の支援 

鈴鹿市では，ICT 等を活用したシステムの導入や運用支援，医療・介護連携のた

めのツール作成等に取り組み，情報ネットワークの構築を図ります。 

亀山市では，多職種連携研修会等を通じて医療・介護関係者の顔の見える関係を

構築するとともに，多職種との連携を含め，関係者がスムーズに情報連携できるよ

う情報共有システムの利用促進を行い，効果的かつ効率的な多職種連携の強化を図

ります。 

④在宅医療・介護連携に関する相談支援 

二市では，多職種からの相談対応や連携を支援するため，在宅医療・介護連携支

援センターを設置し，相談支援を行います。 
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⑤地域住民への普及・啓発 

二市では，住民に対し，住み慣れた地域で最期まで暮らし続けるための準備や看

取りについて考え，在宅医療や介護に対する理解を深める取組を行います。 

鈴鹿市では，必要なサービスを選択できるようにするため，講演会を開催します。

また，エンディングノートやＡＣＰの周知・啓発に取り組みます。 

亀山市では，在宅医療や介護に関する情報を地域へ出向き周知・啓発を図ります。 

 

(4) 住まいの環境整備 

現状と課題 

➢ 高齢者の住まいの確保に関しては，二市では住宅関係部署と連携して対応しており，

市営住宅への高齢者の優先入居を実施しています。今後も，高齢者の安定した居住

環境を確保するため，住まいの確保とともに情報提供の充実が求められます。 

➢ サービス提供事業所に対する質の向上を図るための介護サービス相談員の派遣事

業について，有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅へも派遣を行い，相談

員の聞き取り調査を通じてサービスの改善や向上を促しています。有料老人ホーム

やサービス付き高齢者向け住宅は増加傾向にあることから，今後も，情報共有のた

めの意見交換の場づくりが必要です。 

➢ 介護に取り組む家族が離職することなく，介護しながら働き続けられることを目指

す「介護離職ゼロ」の取組が求められています。今後も，在宅サービスの充実を図

り，介護と仕事の両立を支援するための制度の周知・啓発を進めることが必要です。 

 

■有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の状況（2021（令和 4）年 12 月現在） 

項目  調査対象数 回答数 定員数 入居者数 

有料老人ホーム 
鈴鹿市 13 施設 13 施設 345 人 311 人 

亀山市 6 施設 3 施設 83 人 18 人 

サービス付き 

高齢者向け住宅 

鈴鹿市 25 施設 22 施設 751 人 563 人 

亀山市 ５施設 3 施設 199 人 52 人 

※二市の実施によるアンケート調査結果による。なお，定員数，入居者数は回答があった施設のみの集計値。 
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取組内容 

①住宅に関する情報提供と相談機会の確保 

二市では，住宅関係部署と連携を図り，市営住宅への優先入居や高齢者向けの住

宅に関する情報提供を行う等，円滑な入居に関する支援を行います。 

亀山市では，三重県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録を促進します。 

②住宅改修事業の実施 

広域連合では，要介護者等が安心して在宅で生活できる居住環境を整えるため，

介護保険による住宅改修（手すりの取り付け，段差の解消，引き戸等への扉の取替

え等）を実施し，条件に該当する改修については住宅改修費を支給します。 

③居宅系サービスに対する助言等の実施 

広域連合では，グループホームや有料老人ホーム等への介護サービス相談員の訪

問機会を確保し，サービスの改善や向上にかかる助言等を行うとともに，必要な場

合には県に対し協力を依頼し，県からも指導するように働きかけます。 

④介護離職防止のための在宅サービス等の充実 

鈴鹿市では，「介護離職ゼロ」の実現に向けて，介護用品の支給等在宅介護サービ

スの確保を図り，家族介護者を支える取組を継続するとともに，市民や企業等に対

し介護休業制度等の周知に努めます。 

広域連合では，求められる在宅介護サービスの確保を図りながら，相談窓口であ

る地域包括支援センターの周知や，介護保険制度，事業所等の情報を提供するため

の県の介護サービス情報公表システムの周知を図ります。また，利用者や家族の介

護ニーズに適切に対応していくため，定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小

規模多機能型居宅介護等の在宅介護サービスの施設整備を推進します。 
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Ⅱ 介護が必要となっても安心して暮らせるために 

～介護サービスの提供体制の確保とサービスの充実～ 

１ サービス提供基盤の整備 

(1) 地域密着型サービスの施設整備 

取組内容 

 利用者や家族の在宅医療・介護ニーズに適切に対応していくため，第８期計画に引き続

き，定期巡回・随時対応型訪問介護看護と看護小規模多機能型居宅介護の２事業について

は，整備数を各１か所とし，施設整備を推進します。また，引き続き新規参入がしやすい

ように独自報酬を設定するとともに，ケアマネジャーへの事業の説明等利用につなげるよ

う取り組みます。 

 

【地域密着型サービスの施設整備計画】（箇所数） 

 

実績値  整備計画  2026 年度末

の計画値 
2023 年度末

の見込値 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 ─ +1 ─ 2 

 鈴鹿第１  

─ +1 ─ 2 

 鈴鹿第２  

 鈴鹿第３ 1 

 鈴鹿第４  

 鈴鹿第５  

 鈴鹿第６  

 鈴鹿第７  

 鈴鹿第８  

 亀山第１  

 亀山第２  
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【地域密着型サービスの施設整備計画】（施設数〔定員数〕） 

 

実績値  整備計画  2026 年度末

の計画値 
2023 年度末

の見込値 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 

認知症対応型通所介護   5〔 60〕 ─ ─ ─ 5〔 60〕 

 鈴鹿第１  ─ ─ ─  

 鈴鹿第２ 1〔 12〕 ─ ─ ─ 1〔 12〕 

 鈴鹿第３  ─ ─ ─  

 鈴鹿第４  ─ ─ ─  

 鈴鹿第５  ─ ─ ─  

 鈴鹿第６ 1〔 12〕 ─ ─ ─ 1〔 12〕 

 鈴鹿第７  ─ ─ ─  

 鈴鹿第８ 1〔 12〕 ─ ─ ─ 1〔 12〕 

 亀山第１  ─ ─ ─  

 亀山第２ 2〔 24〕 ─ ─ ─ 2〔 24〕 

小規模多機能型居宅介護  4〔105〕 ─ ─ ─ 4〔105〕 

 鈴鹿第１ 1〔 29〕 ─ ─ ─ 1〔 29〕 

 鈴鹿第２  ─ ─ ─  

 鈴鹿第３  ─ ─ ─  

 鈴鹿第４  ─ ─ ─  

 鈴鹿第５  ─ ─ ─  

 鈴鹿第６ 1〔 29〕 ─ ─ ─ 1〔 29〕 

 鈴鹿第７  ─ ─ ─  

 鈴鹿第８  ─ ─ ─  

 亀山第１ 2〔 47〕 ─ ─ ─ 2〔 47〕 

 亀山第２  ─ ─ ─  

看護小規模多機能型居宅介護   1〔 29〕 ─ +1〔29〕 ─ 2〔 58〕 

 鈴鹿第１  

─ +1〔29〕 ─ 2〔 58〕 

 鈴鹿第２ 1〔 29〕 

 鈴鹿第３  

 鈴鹿第４  

 鈴鹿第５  

 鈴鹿第６  

 鈴鹿第７  

 鈴鹿第８  

 亀山第１  

 亀山第２  
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実績値  整備計画  2026 年度末

の計画値 
2023 年度末

の見込値 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 

認知症対応型共同生活介護  32〔351〕 +1〔 9〕 ─ ─ 33〔360〕 

 鈴鹿第１ 5〔 63〕 ─ ─ ─ 5〔 63〕 

 鈴鹿第２ 2〔 18〕 ─ ─ ─ 2〔 18〕 

 鈴鹿第３ 2〔 27〕 ─ ─ ─ 2〔 27〕 

 鈴鹿第４ 3〔 27〕 ─ ─ ─ 3〔 27〕 

 鈴鹿第５ 1〔  9〕 ─ ─ ─ 1〔  9〕 

 鈴鹿第６ 4〔 45〕 ─ ─ ─ 4〔 45〕 

 鈴鹿第７ 3〔 27〕 ─ ─ ─ 3〔 27〕 

 鈴鹿第８ 2〔 18〕 ─ ─ ─ 2〔 18〕 

 亀山第１ 4〔 45〕 +1〔 9〕 ─ ─ 5〔 54〕 

 亀山第２ 6〔 72〕 ─ ─ ─ 6〔 72〕 

地域密着型介護老人福祉 
施設入所者生活介護 

 2〔 58〕 ─ ─ ─ 2〔 58〕 

 鈴鹿第１  ─ ─ ─  

 鈴鹿第２ 1〔 29〕 ─ ─ ─ 1〔 29〕 

 鈴鹿第３  ─ ─ ─  

 鈴鹿第４  ─ ─ ─  

 鈴鹿第５  ─ ─ ─  

 鈴鹿第６  ─ ─ ─  

 鈴鹿第７  ─ ─ ─  

 鈴鹿第８  ─ ─ ─  

 亀山第１  ─ ─ ─  

 亀山第２ 1〔 29〕 ─ ─ ─ 1〔 29〕 

地域密着型特定施設 
入居者生活介護 

 1〔 29〕 ─ ─ ─ 1〔 29〕 

 鈴鹿第１  ─ ─ ─  

 鈴鹿第２  ─ ─ ─  

 鈴鹿第３  ─ ─ ─  

 鈴鹿第４  ─ ─ ─  

 鈴鹿第５  ─ ─ ─  

 鈴鹿第６ 1〔 29〕 ─ ─ ─ 1〔 29〕 

 鈴鹿第７  ─ ─ ─  

 鈴鹿第８  ─ ─ ─  

 亀山第１  ─ ─ ─  

 亀山第２  ─ ─ ─  
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(2) 施設・居住系サービスの整備 

取組内容 

在宅生活が困難になった利用者が円滑に施設・居住系サービスを利用できるように，必

要に応じて許認可権者である三重県との調整を行いながら，その確保を図ります。 

【施設・居住系サービスの整備計画】（施設数〔定員数〕） 

 

実績値  整備計画  
2026 年度末

の計画値 
2040 年度末
の見込値 

2023 年度末
の見込値 

2024 年度 2025 年度 2026 年度 

介護老人福祉施設 
14 

〔1,040〕 
─ 

0 

〔10〕 
─ 

14 

〔1,050〕 

14 

〔1,050〕 

介護老人保健施設 
5 

〔600〕 
─ ─ ─ 

5 
〔600〕 

5 
〔600〕 

介護医療院 
0 

〔  0〕 
─ ─ ─ 

0 
〔  0〕 

0 
〔  0〕 

特定施設入居者生活介護 
5 

〔115〕 
─ ─ ─ 

5 
〔115〕 

5 
〔115〕 

 

(3) リハビリテーションに関する目標の設定 

取組内容 

要介護者等の生活機能を「心身機能」，「活動」，「参加」の側面から回復・維持・向上さ

せることをめざし，次の取組内容と目標の下，広域連合におけるリハビリテーションサー

ビスの提供体制の構築を図ります。 

【リハビリテーションにかかる実績と目標】 

 実 績  目 標  

2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

通所リハビリテーション事業所数 10 事業所 10 事業所 10 事業所 10 事業所 

通所リハビリテーションサービス利用率  9.0％ 9.5％ 10.0％ 10.5％ 

※地域包括ケア「見える化」システムより 

 

①リハビリテーションサービス利用の促進 

訪問リハビリテーション，通所リハビリテーションの事業所におけるサービス提供体

制の確保を図り，利用者に対するリハビリテーションサービスの利用を促進します。 

②要介護者等の自立支援に向けたリハビリテーション専門職の関与 

要介護者等のうち，機能回復に資するサービス利用の見込みがある場合は，自立支援

型地域ケア会議等を通じて，理学療法士や作業療法士等の専門職の関与がなされるよう

努めます。 
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２ 介護保険サービスの事業見込み 

(1) サービス利用者数の見込み 

①施設･居住系サービス 

施設・居住系サービスの利用者数については，基盤整備の見通しを踏まえて，次のと

おり見込みます。 

【施設・居住系サービス利用者数】 

 2022 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2030 年度 2040 年度 

居宅（介護予防）サービス       

 特定施設入居者生活介護  177 人 192 人 192 人 192 人 194 人 198 人 

地域密着型（介護予防）サービス       

 認知症対応型共同生活介護  328 人 364 人 364 人 364 人 378 人 378 人 

 地域密着型特定施設入居者生活介護  28 人 29 人 29 人 29 人 29 人 29 人 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 53 人 58 人 58 人 58 人 58 人 58 人 

施設サービス       

 介護老人福祉施設 960 人 1,080 人 1,080 人 1,090 人 1,090 人 1,090 人 

 介護老人保健施設 619 人 630 人 630 人 630 人 630 人 630 人 

 介護医療院 16 人 26 人 26 人 26 人 26 人 26 人 

 介護療養型医療施設 ―      

 

②居宅サービス 

要介護・要支援認定者が増加すると見込まれることから，居宅サービス利用対象者数

も年々増加するものと見込み，2026（令和８）年度で 9,742 人が居宅サービス利用の対

象になるものと推計します。 

【居宅サービス利用対象者数（居住系サービスを除く）】 

 2022 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2030 年度 2040 年度 

居宅サービス利用対象者数 9,048 人 9,295 人 9,544 人 9,742 人 10,887 人 11,946 人 

 要支援 1 1,795 人 1,941 人 1,978 人 1,996 人 2,198 人 2,219 人 

 要支援 2 1,663 人 1,691 人 1,723 人 1,752 人 1,910 人 1,997 人 

 要介護 1 2,097 人 2,116 人 2,173 人 2,215 人 2,473 人 2,650 人 

 要介護 2 1,443 人 1,506 人 1,543 人 1,578 人 1,749 人 1,944 人 

 要介護 3 965 人 1,011 人 1,045 人 1,073 人 1,209 人 1,407 人 

 要介護 4 671 人 611 人 645 人 674 人 814 人 1,047 人 

 要介護 5 414 人 419 人 437 人 454 人 534 人 682 人 
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(2) 介護サービス量の見込み 

①地域密着型以外の居宅サービス 

各サービスの見込量については，過去の給付実績から利用率及び平均利用回数・日数

を算出し，前述の居宅サービス利用対象者数に掛け合わせることによって算出します。 

 

【サービス見込量（一月あたり）】 

〔予防給付〕 

 2022 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2030 年度 2040 年度 

介護予防訪問入浴介護  3.1 回  ― ― ― ― ― 

         1 人  ― ― ― ― ― 

介護予防訪問看護  1,046 回  1,128 回  1,137 回  1,160 回  1,270 回  1,315 回 

         133 人  142 人  143 人  146 人  160 人  165 人 

介護予防訪問リハビリテーション 916 回  1,020 回  1,040 回  1,051 回  1,153 回  1,193 回 

         87 人  100 人  102 人  103 人  113 人  117 人 

介護予防居宅療養管理指導  74 人 68 人 70 人 70 人 77 人 79 人 

介護予防通所リハビリテーション 279 人 332 人 338 人 343 人 375 人 387 人 

介護予防短期入所生活介護  155 日  182 日 182 日 186 日 201 日  210 日 

         25 人  38 人 38 人 39 人 42 人  44 人 

介護予防短期入所療養介護  10 日  6 日 6 日 6 日 6 日  6 日 

         2 人  2 人 2 人 2 人 2 人  2 人 

介護予防福祉用具貸与  1,330 人 1,516 人 1,546 人 1,567 人 1,715 人 1,766 人 

介護予防特定福祉用具購入費  22 人 23 人 24 人 25 人 26 人 27 人 

介護予防住宅改修  34 人 41 人 43 人 43 人 47 人 48 人 

介護予防特定施設入居者生活介護 14 人 15 人 15 人 15 人 15 人 15 人 

介護予防支援      1,561 人 1,761 人 1,794 人 1,817 人 1,991 人 2,048 人 
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〔介護給付〕 

 2022 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2030 年度 2040 年度 

訪問介護      32,974 回 33,631 回 34,888 回 36,140 回 41,616 回  49,875 回 

         1,456 人 1,521 人 1,572 人 1,619 人 1,840 人  2,128 人 

訪問入浴介護      412 回  457 回  476 回  502 回  579 回  715 回  

         82 人  92 人  96 人  101 人  117 人  145 人  

訪問看護      5,522 回  6,651 回  6,910 回  7,144 回  8,223 回  9,820 回  

         572 人  646 人  670 人  691 人  791 人  929 人  

訪問リハビリテーション  1,928 回  2,011 回  2,066 回  2,131 回  2,419 回  2,776 回  

         167 人  180 人  185 人  191 人  217 人  250 人  

居宅療養管理指導  1,008 人 1,121 人  1,160 人  1,197 人  1,363 人 1,595 人 

通所介護      35,606 回  36,380 回  37,542 回  38,590 回  43,669 回  49,990 回  

         2,661 人  2,828 人  2,916 人  2,994 人  3,380 人  3,841 人  

通所リハビリテーション  7,036 回  6,953 回  7,167 回  7,384 回  8,346 回  9,574 回  

         720 人  723 人  745 人  767 人  866 人  989 人  

短期入所生活介護 6,939 日  7,385 日  7,645 日  7,904 日  9,030 日  10,653 日  

         625 人  672 人  694 人  716 人  814 人  948 人  

短期入所療養介護  533 日  429 日  438 日  452 日  503 日  604 日  

         58 人  52 人  53 人  55 人  61 人  73 人  

福祉用具貸与      3,165 人 3,321 人  3,431 人  3,536 人  4,102 人 4,647 人 

特定福祉用具購入費  38 人 38 人  40 人  42 人  34 人 43 人 

住宅改修      33 人 37 人  37 人  39 人  44 人 48 人 

特定施設入居者生活介護  163 人 177 人  177 人  177 人  179 人 183 人 

居宅介護支援      4,789 人 4,981 人  5,139 人  5,281 人  5,970 人 6,812 人 
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②地域密着型サービス 

各地域密着型サービスの見込量については，過去の給付実績から利用率及び平均利用

回数・日数を算出し，前述の居宅サービス利用対象者数に掛け合わせることに加え，新

たな基盤整備分を加味して算出します。 

 

【サービス見込量（一月あたり）】 

〔予防給付〕 

 2022 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2030 年度 2040 年度 

介護予防認知症対応型通所介護 10 回  10 回  10 回  10 回  10 回  10 回  

         2 人  2 人  2 人  2 人  2 人  2 人  

介護予防小規模多機能型居宅介護 16 人 18 人  18 人  18 人  18 人  18 人  

介護予防認知症対応型共同生活介護 1 人 1 人  1 人  1 人  1 人  1 人  

 

〔介護給付〕 

 2022 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2030 年度 2040 年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  1 人 30 人  50 人  50 人  50 人  50 人  

夜間対応型訪問介護  ― ―  ―  ―  ―  ―  

地域密着型通所介護  6,190 回  6,164 回  6,164 回  6,164 回  6,417 回  6,417 回  

         529 人  537 人  537 人  537 人  562 人  562 人  

認知症対応型通所介護  359 回  431 回  490 回  490 回  549 回  549 回  

         29 人  36 人  42 人  42 人  48 人  48 人  

小規模多機能型居宅介護 70 人 74 人  74 人  74 人  74 人 74 人 

認知症対応型共同生活介護 327 人 363 人  363 人  363 人  377 人 377 人 

地域密着型特定施設入居者生活介護  28 人 29 人  29 人 29 人 29 人 29 人 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 53 人 58 人  58 人 58 人 58 人 58 人 

看護小規模多機能型居宅介護 22 人 25 人  50 人 50 人 50 人 50 人 
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③地域密着型以外の施設サービス 

地域密着型以外の施設サービスの見込量については，次のとおり設定します。 

 

【サービス見込量（一月あたり）】 

 2022 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2030 年度 2040 年度 

介護老人福祉施設  960 人 1,080 人  1,080 人  1,090 人  1,090 人 1,090 人 

介護老人保健施設  619 人 630 人  630 人  630 人  630 人 630 人 

介護医療院    16 人 26 人  26 人  26 人  26 人 26 人 

介護療養型医療施設  ―      

 

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業の見込み 

①介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・生活支援サービス事業の見込量については，2021（令和３）年度と 2022（令

和４）年度の利用実績を基に，対象者数の伸びを勘案して算出します。 

 

【事業見込量】 

 2022 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

訪
問
型 

旧介護予防訪問介護相当サービス利用者数（延べ人数） 広域連合 6,659 人 7,000 人 7,200 人 7,300 人 

緩和した基準によるサービス利用者数（延べ人数） 広域連合 ─ 120 人 240 人 240 人 

住民主体によるサービス（シルバー人材センタ
ー分 延べ利用者数） 

鈴鹿市 135 人 384 人 384 人 384 人 

亀山市 55 人 192 人 192 人 192 人 

住民主体によるサービス（支援を行った地域づ
くり協議会・地域まちづくり協議会の数） 

鈴鹿市 1 団体 4 団体 8 団体 11 団体 

亀山市 ─ 3 団体 3 団体 3 団体 

短期集中予防サービス利用者数（延べ人数） 
鈴鹿市 32 人 144 人 144 人 144 人 

亀山市 38 人 144 人 144 人 144 人 

通
所
型 

旧介護予防通所介護相当サービス利用者数（延べ人数） 広域連合 15,914 人 16,600 人 17,000 人 17,300 人 

緩和した基準によるサービス利用者数（延べ人数） 広域連合 183 人 720 人 1,260 人 1,800 人 

住民主体によるサービス（支援を行った地域づ
くり協議会・地域まちづくり協議会の数） 

鈴鹿市 1 団体 4 団体 8 団体 11 団体 

亀山市 ─ 3 団体 3 団体 3 団体 

短期集中予防サービス利用者数（延べ人数） 
鈴鹿市 462 人 1,152 人 1,152 人 1,152 人 

亀山市 ― 60 人 60 人 60 人 
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②一般介護予防事業 

一般介護予防事業の見込量については，2021（令和３）年度と 2022（令和４）年度の

利用実績を基に，対象者数の伸びを勘案して算出します。 

 

【事業見込量】 

 2022 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

介護予防に資する住民主体の通いの場
の参加者の実人数 

鈴鹿市 3,133 人 3,500 人 3,700 人 3,900 人 

亀山市 1,869 人 2,300 人 2,400 人 2,500 人 

通いの場等の介護予防活動に対し支援を行った地
域づくり協議会・地域まちづくり協議会の数 

鈴鹿市 10 団体 14 団体 15 団体 17 団体 

亀山市 4 団体 6 団体 7 団体 9 団体 

住民の介護予防活動のためにリハビリテーション

専門職等を講師派遣した回数 

鈴鹿市 61 回 71 回 76 回 81 回 

亀山市 9 回 20 回 35 回 50 回 

 

③介護予防ケアマネジメント 

介護予防ケアマネジメントの見込量については，2021（令和３）年度と 2022（令和４）

年度の利用実績を基に，対象者数の伸びを勘案して算出します。 

 

【事業見込量】 

 2022 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

介護予防ケアマネジメント 実施件数（延べ件数） 広域連合 11,650 件 12,500 件 12,800 件 13,000 件 
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３ 事業費の見込みと保険料の設定 

(1)介護保険の総事業費等の見込み 

①予防給付 

本計画期間における各サービスの予防給付費見込額は，要介護度別に推計した目標事

業量（見込み）と介護報酬単価の改定を踏まえた要介護度別のサービス標準単価を乗じ

て次のように推計され，その総額は３年間で約 17 億円となります。 

 

  【予防給付費（総費用額の原則 90％）の推計（単位：千円）】 

項目 2024 年度 2025 年度 2026 年度 
2024～ 

2026 年度計 

(1) 地域密着型以外のサービス     

 介護予防訪問入浴介護 － － － － 

 介護予防訪問看護 49,171  49,620  50,659  149,450 

 介護予防訪問リハビリテーション 34,614  35,354  35,699  105,667 

 介護予防居宅療養管理指導 7,081  7,298  7,298  21,677 

 介護予防通所リハビリテーション  136,717  139,298  141,427  417,442 

 介護予防短期入所生活介護 13,948  13,966  14,337  42,251 

 介護予防短期入所療養介護 775  776  776  2,327 

 介護予防福祉用具貸与 120,695  123,083 124,802  368,580 

 特定介護予防福祉用具購入費 7,438  7,757  8,085  23,280 

 介護予防住宅改修 34,996  36,699  36,699  108,394 

 介護予防特定施設入居者生活介護 13,700  13,718  13,718  41,136 

(2) 地域密着型サービス     

 介護予防認知症対応型通所介護 1,017  1,018  1,018  3,053 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 15,560  15,580  15,580  46,720 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 2,557  2,560  2,560  7,677 

(3) 介護予防支援 103,497  105,570  106,922  315,989 

予防給付費計 541,766 552,297 559,580 1,653,643 

※算出上の端数は四捨五入しているため，合計が合わないことがあります。 
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②介護給付 

本計画期間における各サービスの介護給付費見込額は，要介護度別に推計した目標事

業量（見込み）と介護報酬単価の改定を踏まえた要介護度別のサービス標準単価を乗じ

て次のように推計され，その総額は３年間で約 528 億円となります。 

 

  【介護給付費（総費用額の原則 90％）の推計（単位：千円）】 

項目 2024 年度 2025 年度 2026 年度 
2024～ 
2026 年度計 

(1) 地域密着型以外のサービス     

 訪問介護 1,112,950  1,155,325  1,196,066  3,464,341 

 訪問入浴介護 68,179  71,109  75,027  214,315 

 訪問看護 363,838  378,627  391,651  1,134,116 

 訪問リハビリテーション 72,594  74,639  76,984  224,217 

 居宅療養管理指導 120,791  125,143  129,146  375,080 

 通所介護 3,496,401  3,616,408  3,722,977  10,835,786 

 通所リハビリテーション 758,562  783,877  808,950  2,351,389 

 短期入所生活介護 807,310  837,459  866,789  2,511,558 

 短期入所療養介護 58,144  59,511  61,424  179,079 

 福祉用具貸与 518,120  536,643  555,026  1,609,789 

 特定福祉用具購入費 13,682  14,545  15,216  43,443 

 住宅改修 29,581  29,581  31,061  90,223 

 特定施設入居者生活介護 467,969  468,561  468,561  1,405,091 

(2) 地域密着型サービス     

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 54,610  91,132  91,132  236,874 

 夜間対応型訪問介護 －  － － － 

 地域密着型通所介護 598,386  599,143  599,143  1,796,672 

 認知症対応型通所介護 52,453  59,343  59,343  171,139 

 小規模多機能型居宅介護 176,090  176,313  176,313  528,716 

 認知症対応型共同生活介護 1,190,912  1,192,419  1,192,419  3,575,750 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 69,351  69,439  69,439  208,229 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 189,572  189,812  189,812  569,196 

 看護小規模多機能型居宅介護 69,906  139,989  139,989  349,884 

 複合型サービス － － － － 

(3) 居宅介護支援 938,489  970,334  998,167  2,906,990 

(4) 介護保険施設サービス     

 介護老人福祉施設 3,644,584  3,649,196  3,683,037  10,976,817 

 介護老人保健施設 2,226,561  2,229,378  2,229,378  6,685,317 

 介護医療院 107,803  107,940  107,940  323,683 

介護給付費計 17,206,838  17,625,866  17,934,990 52,767,694 

※算出上の端数は四捨五入しているため，合計が合わないことがあります。 
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③標準給付費の算出 

標準給付費は，予防給付費と介護給付費の合計である「総給付費」に，「特定入所者介

護サービス費等給付額（低所得者が施設に入所，あるいは短期入所サービスに滞在した

ときの食費・居住費の補足給付額）」，「高額介護サービス費等給付額（利用者が１か月間

に支払った１割負担が一定の上限を超えた場合に払い戻される給付額）」，「高額医療合算

介護サービス費等給付額（医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が著しく高額にな

る場合に負担を軽減する給付額）」及び「算定対象審査支払手数料（算定対象となる国保

連合会に支払う手数料）」を加えた費用であり，次のとおり設定します。 

 

  【標準給付費の見込み（単位：千円）】 

項目 2024 年度 2025 年度 2026 年度 
2024～ 

2026 年度計 

総給付費 17,748,604  18,178,163  18,494,570 54,421,337 

特定入所者介護サービス費等

給付額（調整後） 
471,759  482,431  490,847  1,445,038 

 
特定入所者介護サービス費

等給付額 
465,192  475,114  483,403  1,423,709 

 制度改正に伴う財政影響額 6,567 7,317 7,444 21,328 

高額介護サービス費等給付額

（調整後） 
427,329  437,067  444,691  1,309,087 

 高額介護サービス費等給付額 420,621  429,593  437,087  1,287,301 

 
利用者負担の見直し等に伴

う財政影響額 
6,708 7,474 7,604 21,787 

高額医療合算介護サービス費

等給付額 
54,572  55,735  56,708  167,015 

算定対象審査支払手数料 16,041  16,383  16,669  49,094 

 支払件数（件） 281,426  287,429  292,443  861,298 

 一件あたり単価（円） 57  57  57    

標準給付費 18,718,305 19,169,780  19,503,486  57,391,571 

※算出上の端数は四捨五入しているため，合計が合わないことがあります。 
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④地域支援事業費の算出 

地域支援事業費のうち，介護予防・日常生活支援総合事業費については，「２－(3)介護

予防・日常生活支援総合事業の見込み」の事業量に対する単価等を掛け合わせ，事業費

を算出します。包括的支援事業費・任意事業費については，実績に伴う事業費から，高

齢者人口の伸びを勘案して次のとおり設定します。 

  また，地域支援事業費には，二市において社会福祉法第 106 条の４に基づき重層的支

援体制整備事業として一体的に実施する事業費を含んでいます。 

 なお，地域支援事業費については，単価等を保険者が決定します。介護予防・日常生

活支援総合事業費のうち，訪問型，通所型のサービス単価については，地域支援事業交

付金の算定において，国が定める事業費の上限額を越えているため，変更は行いません。

加算については，国が 2023（令和５）年度末に示す加算を精査し，必要な加算について

実施を見込んでいます。 

介護予防ケアマネジメントについては，予防給付費の介護予防支援と提供サービスが

類似していることから，サービス単価を統一しています。 2024（令和６）年４月から介

護予防支援のサービス単価が改定される予定であるため，あわせて改定を行います。 

 

  【地域支援事業費の見込み（単位：千円）】 

項目 2024 年度 2025 年度 2026 年度 
2024～ 

2026 年度計 

介護予防・日常生活支援総

合事業費 
680,713  699,888 714,755  2,095,356 

包括的支援事業費（地域包

括支援センター運営費）・任

意事業費 

410,346 410,346 410,346 1,231,038 

包括的支援事業費（社会保

障充実分） 
140,616 140,616 140,616 421,848 

地域支援事業費 1,231,675  1,250,850  1,265,717  3,748,242 

※算出上の端数は四捨五入しているため，合計が合わないことがあります。 

 

 

 

 

 



64 

⑤介護保険事業費総額の算出 

介護保険事業にかかる総事業費は，標準給付費見込額と地域支援事業費見込額を合計

し，次のとおり設定します。 

 

  【介護保険事業費の見込み（単位：千円）】 

項目 2024 年度 2025 年度 2026 年度 
2024～ 

2026 年度計 

標準給付費 18,718,305 19,169,780  19,503,486  57,391,571 

地域支援事業費 1,231,675  1,250,850  1,265,717  3,748,242 

総事業費 19,949,980 20,420,630 20,769,203 61,139,813 

※算出上の端数は四捨五入しているため，合計が合わないことがあります。  
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(2) 介護保険料基準額の設定 

①保険給付費の財源 

介護保険事業では，法定サービス（介護給付サービス，予防給付サービス，高額介護

サービス，特定入所者介護サービス）を実施していく際の標準給付費は，サービスの提

供内容によって決まり，保険料に反映されます。 

介護保険制度においては，介護サービスの総事業費から利用者負担分を除いた標準給

付費の負担は，原則として 50％を被保険者の保険料，50％を公費としています。また，

被保険者の保険料のうち，2024（令和６）年度から 2026（令和８）年度においては，原

則として 23％を第１号被保険者，27％を第２号被保険者が賄うことになります。 

 

  【介護給付サービス，予防給付サービスにかかる費用額の財源構成】 

 
費用額 

 

  

介護給付費・予防給付費（費用額の原則として 90％） 

利用者 

負担 

保険料 50％ 公費 50％ 

第１号被保険者 

保険料 

第２号被保険者保険料 

（支払基金から交付） 
国 県 

広域 

連合 

23％ 
27％ 

（定率） 

調整交

付金 

5％

（※） 

20％ 

（定率） 

12.5％ 

（定率） 

12.5％ 

（定率） 

 

 

 

 

 

 

 

利用者負担分は，原則として費用額の 10％となります。ただし，一定以上の所得がある

方がサービスを利用した場合は，費用額の 20％又は 30％を負担することになります。 

なお，「調整交付金（※）」とは，後期高齢者人口の比率や高齢者の所得水準による保険

料水準の格差を調整するために，国から交付されるものです。各保険者の後期高齢者人口

の比率や高齢者の所得水準によって調整交付金の率が増減すると，連動して第１号被保険

者の負担割合も増減します。 

 

（施設等給付費の公費部分の財源割合） 

国 県 
広域 

連合 

調整交

付金 

5％

（※） 

15％ 

（定率） 

17.5％ 

（定率） 

12.5％ 

（定率） 
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②地域支援事業費の財源 

地域支援事業費のうち，介護予防・日常生活支援総合事業については，半分を公費（国，

県，広域連合）で負担し，残りの半分を第１号被保険者及び第２号被保険者の保険料で

負担します。 

また，包括的支援事業・任意事業については，77％を公費（国，県，広域連合）で負

担し，残りを第１号被保険者の保険料で負担します。 

 

   【地域支援事業の財源構成】 

介護予防・日常生活支援総合事業費 

第１号被保険者 

保険料 

第２号被保険者 

保険料 
国 県 

広域 

連合 

23％ 27％ 25％ 12.5％ 12.5％ 

包括的支援事業，任意事業費 

第１号被保険者 

保険料 
国 県 

広域 

連合 

23％ 38.5％ 19.25％ 19.25％ 
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③第１号被保険者の介護保険料基準額の算出 

保険料収納必要総額は，次の方法で算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付費準備基金の残高から７億円を取り崩した結果，広域連合の 2024（令和６）年

度から 2026（令和８）年度までの保険料収納必要総額は，約 152 億円となります。 

 

  【保険料収納必要額（３年間合計）の算出（単位：千円）】 

項目 2024～2026 年度計 

総事業費（A） 61,139,813 

第１号被保険者負担分相当額（B） 14,062,157 

調整交付金相当額（C） 2,974,346 

調整交付金見込額（D） △1,115,458 

介護給付費準備基金取崩額（E） △700,000 

財政安定化基金拠出金見込額 ― 

財政安定化基金償還金 ― 

市町村特別給付費等見込額 ― 

保険料収納必要額（F） 15,221,045 

※調整交付金相当額と調整交付金見込額との差額は第１号被保険者の負担となります。 

※算出上の端数は四捨五入しているため，合計が合わないことがあります。 

 

 

 

 

2024 (令和 6)～2026 (令和
8)年度のサービス給付に必

要な費用 

第 1 号 
被保険者の
負担割合 

23％ 

調整交付金
相当額 

調整交付金
見込額 

介護給付費
準備基金 
取崩額 

保険料収納 
必要総額 

× ＋ + 

+ ＋ ＝ 

（A） 

（B） 

（C） （D） 

（E） （F） 
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さらに，保険料賦課総額は，次の方法で算出します。 

 

 

 

 

 

 

その結果，広域連合の 2024（令和６）年度から 2026（令和８）年度までの保険料賦課

総額は，約 154 億円となります。 

 

広域連合の第１号被保険者数は 2024（令和６）年度から 2026（令和８）年度の３年間

で延べ 194,019 人と推計されますが，保険料基準額については，所得段階別加入割合に応

じて算出します。 

保険料賦課総額に対して，所得段階別加入割合を考慮して介護保険料基準額を算出する

と，6,255 円／月となります。 

 

 

 

 

 

 

 

  【保険料基準額の算出】 

項目 2024 年度 2025 年度 2026 年度 
2024～ 

2026 年度計 

予定保険料収納率（G）  98.7％   

第１号被保険者数 64,515 人 64,716 人 64,788 人  

所得段階別加入割合 

補正後被保険者数 
68,351 人 68,564 人 68,639 人  

保険料基準額（月額）（J）    6,255 円 

 

  

 
保険料収納 
必要総額 

予定保険料
収納率 

保険料賦課総額 ÷ ＝ 

（F） （G） （H） 

 保険料賦課総額 

所得段階別
加入割合補
正後第１号
被保険者数 
（３年間） 

 

保険料標準月額 ÷ ＝ 12 か月 ÷ 

（H） （I） （J） 

（I） 
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(３) 低所得者の保険料負担への配慮 

現状と課題   

➢ 第 8 期計画期間における介護保険料の設定は，国の基準より多い段階を設定する等

の弾力化を実施するとともに，公費による低所得者の保険料軽減等により，低所得

者に配慮した介護保険料を設定していました。 

➢ 国の制度に基づき，公費による低所得者の負担軽減を実施しています。国の動向を

踏まえ，今後も継続して負担軽減を実施していく必要があります。 

➢ 国の制度に基づき，高額介護（介護予防）サービス費，高額医療合算介護（介護予

防）サービス費，特定入所者介護サービス費を支給しています。 

   

  取組内容 

① 保険料の設定 

介護保険料の所得段階等については，国の標準段階等の見直しにより低所得者の

保険料上昇を抑制するために，所得再配分機能が強化されました。広域連合では，

低所得者の負担軽減に配慮するとともに，所得に応じた負担を求める国の見直しの

趣旨を踏まえて，国の標準段階に合わせて保険料を設定します。介護保険制度は住

民同士が負担能力に応じて支え合う制度であるということを周知し，介護保険料の

負担にかかる理解を促すための広報・啓発活動を行います。 

②公費による負担軽減の実施 

    介護保険料について，一部の所得段階において，第８期に引き続き，公費による

負担の軽減を実施します。 

③利用者負担緩和措置の実施 

広域連合では，低所得者の利用者負担の軽減を図るため，国の制度に基づき，介

護保険施設等利用時の食費と居住費の利用者負担の軽減（特定入所者介護サービス

費）及び社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に係る支援事業の実施を継続し

ます。制度の周知にあたっては，ホームページや広報等を活用し行います。特定入

所者介護サービス費の支給にあたっては，市町村民税非課税世帯等の条件に該当す

る方に対し，介護保険負担限度額認定を行います。また，生活保護との境界層の場

合の負担軽減については，国の指針に基づいて継続して実施していきます。 
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(４) 段階別保険料の設定 

【所得段階の内訳と保険料基準額に対する割合〔公費負担による軽減前〕】 

所得段階 
市町村民
税の課税
状況 

所得などの条件 

鈴鹿亀山地区広域連合 

国の標準 
保険料年額 

（※１） 

第１段階 

生活保護を受給している人 

0.455 
（※２） 

34,150 

本人及び

世帯員全
員非課税 

老齢福祉年金を受けている人 
又は本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が年間 80 万円以下の人 

第２段階 
本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が年間 80 万円を超え，120 万円
以下の人 

0.685 
（※２） 

51,410 

第３段階 第１段階・第２段階対象者以外の人 
0.69 
（※２） 

51,790 

第４段階 
本人が非
課税かつ
世帯員が
課税 

本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が年間 80万円以下の人 

0.90 67,550 

第５段階 第４段階以外の人 1.00 75,060 

第６段階 

本人が 
課税 

合計所得金額が年間 120万円未満の人 1.20 90,070 

第７段階 
合計所得金額が年間 120 万円以上，
210万円未満の人 

1.30 97,570 

第８段階 
合計所得金額が年間 210 万円以上，
320万円未満の人 

1.50 112,590 

第９段階 
合計所得金額が年間 320 万円以上，

420万円未満の人 
1.70 127,600 

第１０段階 
合計所得金額が年間 420 万円以上，
520万円未満の人 

1.90 142,610 

第１１段階 
合計所得金額が年間 520 万円以上，
620万円未満の人 

2.10 157,620 

第１２段階 
合計所得金額が年間 620 万円以上，
720万円未満の人 

2.30 172,630 

第１３段階 合計所得金額が年間 720万円以上の人 2.40 180,140 

※１ 各段階別保険料の算定にあたっては，保険料基準額年額に各段階の保険料率を乗じた上で，1 円未満を切り上げ， 

10 円未満を切り捨てています。 

※２ 第１段階から第３段階は公費を投入し，負担軽減を図ります。 
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Ⅲ サービスを安心して利用できるために 

～介護保険制度の円滑な運営～ 

１ 要介護認定の円滑な実施 

現状と課題 

➢ 介護保険法では要介護認定申請から 30 日以内に認定区分を決定するよう定められ

ていますが，期間内に区分を決定できていない状況にあります。高齢化に伴う介護

保険に対するニーズの高まりにより，調査の実施件数が増加する中，30 日以内で

の結果通知の送付をめざし，委託できる調査件数の確保と，申請から審査会までの

事務作業の改善，事務局の体制整備を行い，安定した認定事務をめざす必要があり

ます。 

➢ 新型コロナウイルス感染拡大に係る要介護認定の臨時的取扱の終了により，更新申

請の調査件数の増加が見込まれることから，2023（令和 5）年度から，審査会で決

定する更新申請の認定有効期間の上限を 48 か月に延長しています。引き続き，適

正な介護認定を確保しつつも，期間内の区分決定に向けた取組や改善に努める必要

があります。 

 

取組内容 

①体制の整備 

広域連合では，増加する申請件数に対応できるよう調査の委託先の体制確保を行

い，事務局についても体制整備を目指し，人員数を整えます。 

②調査の委託 

広域連合では，調査を委託している居宅介護支援事業所の認定調査員に対する新

任研修，現任研修を開催し，誤りやすい項目や記載方法について情報共有を行いま

す。また，委託先の指定市町村事務受託法人に対しては適宜ミーティングを行い，

認定調査の進捗状況と課題等の情報共有を行います。 

③事務の改善 

広域連合は，認定事務を改善するため，申請から委託先への依頼事務，委託先か

らの調査票の確認，審査会までの事務の進め方を見直します。また，介護保険サー

ビスを利用する予定のない方からの更新申請の見直しに向けた啓発に努める等，介

護保険サービスを必要とする方に期間内に区分決定ができるように取り組みます。 
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２ 介護給付の適正化 

現状と課題 

➢ 介護給付の適正化を図るため，「要介護認定の適正化」，「ケアプラン等の点検」及

び「医療情報との突合・縦覧点検」の３つの取組を継続して実施します。 

➢ 認定調査票や主治医意見書等は作成者によって記載内容に差があるため，判定結果

に差異が生じないように広域連合職員が個別に確認対応をしています。 

➢ 広域連合が指定する居宅介護支援事業所を対象に，事業所に所属するケアマネジャ

ーが作成したケアプランに対し，国が作成した「ケアプラン点検支援マニュアル」

に基づきケアプラン点検を行っています。 

➢ 住宅改修，福祉用具購入の際，利用者の身体状況や居住環境に応じた適正な内容で

あるかについて，申請書類を確認し協議することで，給付の適正化を図っています。 

➢ 三重県国民健康保険団体連合会に医療情報との突合・縦覧点検を委託し，毎月点検

を行いその結果を確認することで，不適正な請求の防止を図っています。 

 

■介護給付適正化の取組状況（2023（令和５）年９月 30 日時点） 

 
実績値 見込値 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

要介護認定の適正化 

 認定調査員新任研修（広域連合） 

  10 人 17 人 0 人 13 人  10 人 10 人 

 認定調査員現任研修（広域連合） 

  0 人 76 人 0 人 80 人 90 人 100 人 

 介護認定審査会新任・現任研修（広域連合） 

  81 人 84 人 2 人 80 人 90 人 80 人 

 介護認定主治医研修会（医師会） 

  39 人 60 人 66 人 65 人 65 人 65 人 

 介護認定審査会合議体長会議（広域連合） 

  16 人 16 人 16 人 16 人 16 人 16 人 

ケアプラン点検 

 ケアプラン点検実施回数 

  11 回 12 回 7 回 12 回 12 回 12 回 

 住宅改修点検件数（事前協議） 

  767 件 810 件 384 件 随時 随時 随時 

 住宅改修点検件数（支給申請） 

  737 件 795 件 372 件 随時 随時 随時 

 福祉用具購入点検件数（支給申請） 

  733 件 730 件 316 件 随時 随時 随時 
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取組内容 

（1）給付適正化事業の実施 

広域連合では，給付適正化事業である「要介護認定の適正化」，「ケアプラン等の

点検」，「医療情報との突合・縦覧点検」を実施します。介護給付の適正化につなが

るよう「地域包括ケア見える化システム」等のデータを活用し，給付費等の動向を

把握，ほかの地域とも比較・分析を行い，事業を進めます。 

 

①要介護認定の適正化 

広域連合では，認定調査については，広域連合内外の認定調査員に対する新任研

修，現任研修を年１回開催し，誤りやすい項目や記載方法について情報共有を行い

ます。また，委託先の認定調査員を養成するため，広域連合の認定調査員が同行調

査を実施します。 

主治医意見書については，鈴鹿市医師会，亀山医師会が共同開催する主治医意見

書研修会に出席し，現状報告とともに，効果的な主治医意見書への記載内容に関わ

る取扱いを周知します。 

審査会については，広域連合にて介護認定審査会合議体長会議を開催し，実際に

使用した事例を基に模擬審査を行う等，判定結果の平準化を図ります。 

 

②ケアプラン等の点検 

広域連合では，広域連合が指定する居宅介護支援事業所の中から，新規に指定し

た事業所や経験の浅いケアマネジャーが所属する事業所を優先に選定し，国が作成

した「ケアプラン点検支援マニュアル」に基づきケアプラン点検を行います。ケア

プラン点検には，地域包括支援センターの主任ケアマネジャーや居宅介護支援事業

所の主任ケアマネジャーに点検者として協力を得，年間 12 回実施します。ケアプラ

ン点検で把握したケアマネジャーがケアプランを作成する上で抱える課題等につい

ては，ケアマネジャーの資質向上につながるよう居宅介護支援事業所を対象にした

集団指導等で情報提供を行います。 

住宅改修の点検では，改修工事前に全件事前協議を行い，改修内容が介護保険給

付として適正であるか確認し，改修工事後は，全件改修後の内容が適正な工事であ

ったか書面等で確認します。福祉用具の購入は，購入の必要性をケアプラン等で全

件確認します。 
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③医療情報との突合・縦覧点検 

広域連合では，引き続き三重県国民健康保険団体連合会に委託して実施します。

医療情報との突合では，後期高齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給

付情報と突合し，縦覧点検では，「居宅介護支援請求におけるサービスサービス実施

状況一覧表」，「重複請求縦覧チェック一覧表」，「算定期間回数制限縦覧チェック一

覧表」及び「単独請求明細書における準受付審査チェック一覧表」等を点検し，医

療と介護の重複請求や事業所からの請求内容の誤り等不適正な請求がないか確認し

ます。 
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３ 事業者からの相談対応及び事業者に対する指導･情報提供の推進 

現状と課題 

➢ 事業者からの相談には随時対応する中，制度改正等があった場合には，必要に応じ

て各事業所に対しメール等で情報提供を行っています。 

➢ 介護サービス相談員の活動は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止して

いましたが，2023（令和５）年度に再開しています。 

➢ 地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所への集団指導及び運営指導を

実施し，必要な情報提供と状況に応じて指摘，改善指導を行っています。 

➢ 医療・介護現場の人材確保については，かねてより課題となっていますが，特に介

護現場においては，慢性的な人材不足が続いており，人材不足を訴える事業所に対

しては，集団指導や運営指導等を通じて，介護労働安定センター等の相談機関を紹

介する等しています。鈴鹿市ではコロナ禍で離職者が増加し，特に訪問ヘルパーの

高齢化と人員不足が深刻化しており，介護従事者としての就業を促進するために，

介護職員初任者研修等の受講費用の一部助成を実施しています。 

➢ 介護現場における業務改善や業務負担の軽減を促すため，事業所に対して関係する

情報提供を行っています。 

 

■介護サービス相談員の派遣先一覧（2023(令和５)年 10 月現在） 

サービス種類 事業所数 

認知症対応型共同生活介護 31 か所 

認知症対応型通所介護 3 か所 

小規模多機能型居宅介護 3 か所 

小規模多機能型居宅介護 サテライト 1 か所 

介護老人福祉施設 13 か所 

地域密着型介護老人福祉施設 2 か所 

介護老人保健施設 5 か所 

通所介護 32 か所 

地域密着型通所介護 10 か所 

通所リハビリテーション 5 か所 

短期入所生活介護 8 か所 

特定施設入居者生活介護 1 か所 

有料老人ホーム等 1 か所 

※2021(令和３)年，2022(令和４)年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
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■事業者に対する運営指導の状況（2023（令和５）年９月 30 日現在） 

 
実績値 見込値 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 

事業者への指導 

 運営指導の実施 

  9回 8回 8回 21回 27回 30回 

 

取組内容 

①事業者からの相談対応・情報提供の充実 

広域連合では，サービス提供事業者からの相談に随時対応するとともに，メール

やホームページ，集団指導等を活用して必要な情報提供を行います。 

②介護サービス相談員活動の推進 

広域連合では，サービス付き高齢者向け住宅も加えた介護保険施設等への介護サ

ービス相談員の派遣を継続し，利用者の声を聴き取り，内容に応じてその解消に努

めるとともに，サービスの質的向上につなげます。 

③事業者に対する指導の実施 

広域連合では，地域密着型サービス，居宅介護支援及び介護予防・生活支援サー

ビスの提供事業者に対する指導を実施し，必要な改善等を促します。 

④総合的な人材確保策の推進 

  鈴鹿市では，介護職員初任者研修等に係る費用の一部を助成し，研修受講の負担

額が減ることで受講者を増加させ，介護従事者の増加を図ります。 

広域連合では，県や職能団体による人材確保やスキルアップにつながる研修に関

する情報提供を行います。また，人材の定着化に向けた研修を検討し，地域住民や

学生に向けて介護の仕事に興味・関心を持ってもらうため，啓発活動を進めます。 

⑤介護現場における業務改善の推進 

広域連合では，介護ロボットや情報通信機器等の導入に対する補助金やケアプラ

ンデータ連携システム等に関する情報提供を行い，介護現場における各種提出資料

の簡略化やオンライン化による文書事務等の負担の軽減に向けた取組を行います。 

  



77 

４ 災害等への備えの充実 

現状と課題 

➢ 災害等が発生した場合において，圏域の地域包括支援センターが策定する BCP（業

務継続計画）に基づき，居宅介護支援事業所や介護サービス事業所との連絡体制を

構築するとともに，各事業所の事業再開に向けた情報収集や支援体制が構築できる

よう準備を進めています。 

➢ 近年，全国各地で災害が頻発しており，介護保険施設が被害を受ける等，災害への

備えが重要視されています。また，2020 (令和２)年度以降に拡大した新型コロナ

ウイルス感染症については，介護サービスの提供にあたって様々な制約をもたらす

とともに，介護予防活動や通いの場といった住民主体の活動にも大きな影響を及ぼ

しました。今後も，こうした危機に対応しながら必要な介護サービスを提供し，住

民による活動が継続できるよう，備えを行っていくことが求められます。 

➢ BCP の策定の義務化については，３年間の経過措置期間が 2024（令和６）年３月

に終了したため，今後は BCP が，適切に運用できるよう管理・見直しを指導して

いくことが必要です。 

 

取組内容 

①防災対策の促進 

両基幹型地域包括支援センターでは，非常災害対策として各事業所で策定してい

る BCP に基づき，必要な介護サービスや支援が持続的に提供できるよう，市，地域

包括支援センターと連携を図ります。 

広域連合では，災害等の発生に備え，地域における見守りネットワークの充実を

促すとともに，事業所と地域との連携を図る中で災害時の避難対策等の構築を促し

ます。策定が義務化された BCP について適切に管理運用を周知します。 
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Do
計画の実行
予算の執行

Check
施策・事業の

評価

Action
評価結果に
基づく改善

Plan
介護保険
事業計画

５ 介護保険事業の推進体制 

現状と課題 

➢ 計画の進行管理にあたっては，PDCA のマネジメントサイクルにより進行管理をし，

その結果は，運営委員会を開催し，実施結果，点検，評価を報告しています。保険

者機能の強化に資する取組の強化が課題です。 

➢ 相談・苦情については，広域連合と各地域包括支援センターの窓口において対応し

ています。 

➢ 介護保険事業計画は，二市が策定する高齢者福祉計画に包含されるため，一体的に

策定することを国が求めていることから，計画の施策や取組内容については，整合

性を持った計画とする必要があります。 

➢ 地域支援事業は，二市に事業の一部を委託し実施しています。事業の実施にあたっ

ては，広域連合と二市の三者で情報共有や検討等の機会を持ち連携しながら進めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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取組内容 

①運営委員会の円滑な運営 

広域連合では，本計画に掲げた基本理念の実現に向けた基本目標や施策の実施状

況について，毎年度，実施結果や達成状況等の点検・評価を実施します。また，介

護保険運営委員会を開催して実施結果や達成状況等，実施主体が行った点検・評価

を報告し，運営委員会の意見を踏まえて，翌年度以降の実施に活かしていきます。

保険者機能の強化に向けては，運営委員会において取組状況を報告することで，取

組の強化に向けた協議の場としていきます。 

 

②苦情処理体制の充実 

広域連合では，相談・苦情に対して，適切かつ迅速に対応できるよう，広域連合

と地域包括支援センター窓口での対応を強化するとともに，関係機関との連絡・連

携を強化します。 

 

③広域連合と二市との連携 

広域連合では，引き続き，連携して介護保険事業の運営に取り組んでいきます。

賦課徴収事務については，介護保険料の収納率向上に向けた方策等を協議・検討し，

介護保険財政の健全性の確保に努めます。地域支援事業については，重層的支援体

制整備事業とあわせて事業の一部を二市に委託し，地域の高齢者のニーズや実状に

応じて，各々の事業に取り組みます。事業の実施にあたっては，広域連合と二市の

三者で情報共有や検討等の機会を持ち連携しながら進めます。介護保険事業計画に

ついては，二市の高齢者福祉計画と活動指標等を共通化し，一体的に取り組めるよ

うに引き続き検討をしていきます。 
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■ 介護保険事業推進のための体制 
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Ⅰ 高齢者介護に関する調査結果の概要 

１ 調査の概要 

(1) 調査の目的 

2024（令和６）年度から実施する「第９期介護保険事業計画」の策定作業の中で，介

護保険事業の円滑な実施と，高齢者の保健福祉サービスを充実させるための基礎資料と

して活用することを目的に実施したものです。 

 

(2) 調査の方法 

①調査対象地域 鈴鹿亀山地区全域 

②調査対象者  

調査種別 調査対象者 調査件数 

(1) 在宅介護実態調査 

【以降は「在宅調査」とします】 

要介護認定(要介護１～５)または要支援

認定(要支援１・２)を受けている在宅の

方とその介護者の方 

2,000 件抽出 

(2) 介護予防・日常生活圏域ニー

ズ調査 

【以降は「ニーズ調査」とします】 

65 歳以上の介護保険の被保険者で，介

護保険の要介護認定（要介護１～５）を

受けていない方 

2,000 人抽出 

(3) 第２号被保険者調査 

【以降は「２号調査」とします】 

40～64 歳の介護保険の被保険者のうち

55 歳以上で介護保険の要支援・要介護

認定を受けていない方 

1,000 人抽出 

(4) 居宅介護支援事業所調査 

【以降は「居介調査」とします】 

管内の居宅介護支援事業所及び介護予

防支援事業所 

すべて 

(83 事業所) 

(5) 介護支援専門員調査 

【以降は「ケアマネ調査」としま

す】 

管内の居宅介護支援事業所及び介護予

防支援事業所に所属する介護支援専門

員の方 

すべて 

(264 人) 

(6) サービス提供事業所調査 

【以降は「事業所調査」とします】 

管内の介護保険サービスの提供事業所

（有料老人ホーム及びサービス付き高

齢者向け住宅を含む） 

すべて 

(381 事業所) 

 

③調査期間  

調査種別 調査期間 

(1)在宅調査 2022（令和４）年 12 月 16 日～ 

2023（令和５）年１月 16 日 

(調査基準日は 2022（令和 4）年 11 月 15 日) 

(2)ニーズ調査 

(3)２号調査 

(4)居介調査 
2022（令和 4）年 11 月 24 日～12 月 23 日 

(調査基準日は 2022（令和 4）年 11 月 1 日) 
(5)ケアマネ調査 

(6)事業所調査 
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④調査方法  

調査種別 調査方法 

(1)在宅調査 

調査票による本人記入方式，郵送配布・郵送回収による郵送調査 

(2)ニーズ調査 

(3)２号調査 

(4)居介調査 

(5)ケアマネ調査 

(6)事業所調査 

 

(3) 配布・回収数 

 

調査種別 
配布数 回収数 回収率 

白紙 

回答 

有効 

回収数 

有効 

回収率 

 (A) (B) (B/A) (C) (D=B-C) (D/A) 

(1)在宅調査 2,000 件 1,013 件 50.7％ 27 件 986 件 49.3％ 

(2)ニーズ調査 2,000 件 1,281 件 64.1％ 2 件 1,279 件 64.0％ 

(3)２号調査 1,000 件 473 件 47.3％ 1 件 472 件 47.2％ 

(4)居介調査 83 件 73 件 88.0％ 0 件 73 件 88.0％ 

(5)ケアマネ調査 264 件 210 件 79.5％ 0 件 210 件 79.5％ 

(6)事業所調査 381 件 359 件 94.2％ 0 件 359 件 94.2％ 

 

(4) 報告書の見方(注意事項) 

① グラフおよび表中の N 数(number of case)は，「無回答」や「不明」を除く回答者数を表

しています。 

② 調査結果(表中)の比率は，その設問の回答者数を基数として，小数点以下第 2 位を四捨五

入して算出し，小数点以下第 1 位までを表示しています。したがって，回答者比率の合計は

必ずしも 100%にならない場合があります。 

③ 複数回答形式(複数の選択肢から 2 つ以上の選択肢を選ぶ方式)の設問については，その設

問の回答者数を基数として比率を算出しています。したがって，すべての回答比率の合計が

100%を超えることがあります。 

④ 2019（令和元）年度に実施した前回調査（第８期介護保険事業計画の策定にかかる調査）

において同一の設問を行っている場合は，前回調査との比較を行っています。その際，前回

調査については「第８期調査」と表示しています。 

⑤ 選択肢の語句が長い場合，本文や図表中では省略した表現を用いている場合があります。 
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63.5%

62.4%

23.8%

19.3%

12.7%

18.2%

今回調査

第8期調査

自分の居住する地区を

担当するセンターを

知っている

地域包括支援センター

のことは知っているが、

自分の居住する地区を

担当するセンターがど

こにあるのか知らない

地域包括支援センター

のことは知らない

30.8%

31.7%

29.5%

30.9%

39.7%

37.4%

今回調査

第8期調査

自分の居住する地区を

担当するセンターを

知っている

地域包括支援センター

のことは知っているが、

自分の居住する地区を

担当するセンターがど

こにあるのか知らない

地域包括支援センター

のことは知らない

24.0%

29.3%

31.8%

21.6%

44.2%

49.2%

今回調査

第8期調査

自分の居住する地区を

担当するセンターを

知っている

地域包括支援センター

のことは知っているが、

自分の居住する地区を

担当するセンターがど

こにあるのか知らない

地域包括支援センター

のことは知らない

２ 調査結果のポイント 

(1) 一人ひとりに応じた相談支援体制の整備 

【総合相談・情報提供】 

■地域包括支援センターを知っているか。 

在宅調査－問40，ニーズ調査－問82，２号調査－問37 

鈴鹿亀山地区には，介護サービスなどに関する身近な相談の場として，鈴鹿市内に８か所，

亀山市内に２か所の「地域包括支援センター」があります。地域包括支援センターをご存じ

ですか。（１つを選択）【在宅調査：N＝724，450（第８期調査）】【ニーズ調査：N＝1,187，

1,275（第８期調査）】【２号調査：【N＝450，533（第８期調査）】 

地域包括支援センターの認知状況については，在宅調査においては，「自分の居住する地区を

担当するセンターを知っている」が63.5％と最も高い割合を占めています。一方，ニーズ調査と

２号調査においては，「地域包括支援センターのことは知らない」がそれぞれ39.7％，44.2％と

最も高い割合となっています。 

第８期調査と比較すると，ニーズ調査においては，「地域包括支援センターのことは知らない」

が2.3ポイント上昇しています。一方，在宅調査と２号調査においては，「地域包括支援センター

のことは知らない」がそれぞれ5.5，5.0ポイント低下していますが，「地域包括支援センターの

ことは知っているが，自分の居住する地区を担当するセンターがどこにあるのか知らない」は

それぞれ4.5，10.2ポイント上昇しています。 

 

 

在宅調査 

 

 

 

ニーズ調査 

 

 
 
 

２号調査 
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69.8%

72.3%

16.9%

12.0%

0.3%

0.4%

12.9%

15.3%

今回調査

第8期調査

さまざまな相談

に対応できる窓

口があったほう

が良い

高齢者に特化し

た窓口があった

ほうが良い

その他 わからない
81.5%

81.5%

7.0%

10.6%

1.5%

1.1%

10.0%

6.8%

今回調査

第8期調査

さまざまな相談

に対応できる窓

口があったほう

が良い

高齢者に特化し

た窓口があった

ほうが良い

その他 わからない

■8050 問題,ヤングケアラーなど複雑･複合的な課題に対し,どのような支援が求められるか。 

ニーズ調査－問84，２号調査－問39，ケアマネ調査－問27 

高齢者だけでなく，障がい，子育て，生活困窮などさまざまな相談に対応する窓口について

どのように思いますか。（１つを選択）【ニーズ調査：N＝1,246，1,282（第８期調査）】【２号

調査：N＝470，530（第８期調査）】【ケアマネ調査：N＝205，205（第８期調査）】 

さまざまな相談に対応する窓口については，各調査とも「さまざまな相談に対応できる窓口

があったほうが良い」が最も高く，ニーズ調査で69.8%，２号調査で81.5%，ケアマネ調査では

85.9%に上ります。 

第８期調査と比較すると，「さまざまな相談に対応できる窓口」はニーズ調査でやや低下した

ものの，ケアマネ調査では8.3ポイント上昇しており，ケアマネジャーが複雑・複合的な問題を

目の当たりにしている状況がうかがえます。 

 
 

ニーズ調査 

 

 

 

２号調査 

 

 

 

ケアマネ調査 

 

 

 

 

 

 

  

85.9%

77.6%

8.3%

13.2%

1.5%

3.9%

4.4%

5.4%

今回調査

第8期調査

さまざまな相談

に対応できる窓

口があったほう

が良い

高齢者に特化し

た窓口があった

ほうが良い

その他 わからない
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66.5%

59.8%

26.8%

25.7%

24.6%

22.9%

16.2%

0.6%

3.4%

経済的な支援

日常生活の支援

専門職との継続的な関わり

就労先の確保

地域の人との継続的な関わり

何を求めてよいかがわからずにいる

地域における居場所

その他

わからない

ニーズ調査－問85②，２号調査－問40②，ケアマネ調査－問28 

「8050問題」やヤングケアラーなど，複雑で複合化した課題を持つ家庭等は，どのような支

援を求めていると思いますか。（複数選択可）【ニーズ調査：N＝179】【２号調査： N＝114】

【ケアマネ調査： N＝208】 

※ニーズ調査，２号調査は「複雑で複合化した課題を持つ家庭等を知っている人」に訊いた。 

「8050問題」やヤングケアラーなど，複雑で複合化した課題を持つ家庭等がどのような支援

を求めていると思うかについては，ニーズ調査，２号調査，ケアマネ調査とも「経済的な支援」，

「日常生活の支援」が上位を占めており，住民と専門職との認識が共通であることが分かりま

す。さらに，ケアマネ調査からは「専門職との継続的な関わり」や「何を求めてよいかがわから

ずにいる」も50%前後に上って高いことから，こういった支援が求められていると言えます。 

 

                ニーズ調査         ２号調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                ケアマネ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68.4%

71.1%

39.5%

35.1%

21.1%

23.7%

15.8%

3.5%

1.8%

経済的な支援

日常生活の支援

専門職との継続的な関わり

就労先の確保

地域の人との継続的な関わり

何を求めてよいかがわからずにいる

地域における居場所

その他

わからない

74.5%

59.6%

51.9%

35.6%

27.9%

45.2%

26.9%

4.3%

経済的な支援

日常生活の支援

専門職との継続的な関わり

何を求めてよいかが分からずにいる

就労先の確保

地域の人との継続的な関わり

地域における居場所

その他

経済的な支援 

日常生活の支援 

専門職との継続的な関わり 

就労先の確保 

地域の人との継続的な関わり 

何を求めてよいかが分からずにいる 

地域における居場所 

その他 
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3.8%

35.5%

13.6%

26.6%

6.6%

1.3%

12.6%

2.4%

38.0%

12.6%

26.8%

5.8%

1.8%

12.6%

進んでお手伝いしたい

頼まれればお手伝いしたい

お手伝いをしたいと思うが、お節介と

思われたくないのでためらってしまう

お手伝いをしたいと思うが、自分のこ

とで精一杯でできない

福祉サ－ビスを利用すればよく、特に

自分が手伝う必要はない

その他

わからない

今回調査 第8期調査

2.2%

30.5%

15.0%

29.6%

9.3%

2.4%

10.8%

2.1%

34.6%

13.5%

29.7%

7.1%

2.9%

10.0%

進んでお手伝いしたい

頼まれればお手伝いしたい

お手伝いをしたいと思うが、お節介と

思われたくないのでためらってしまう

お手伝いをしたいと思うが、自分のこ

とで精一杯でできない

福祉サ－ビスを利用すればよく、特に

自分が手伝う必要はない

その他

わからない

今回調査 第8期調査

■高齢者の支援において，地域の人材等の社会資源を活用するためには何が必要か。 

ニーズ調査－問53，２号調査－問28 

あなたのご近所で，高齢者や障がい者のみの世帯など，困っている世帯があったら，どんな

対応をしますか。（１つを選択）【ニーズ調査：N＝1,195，1,257（第８期調査）】【２号調査：

N＝452，518（第８期調査）】 

困っている世帯への対応については，ニーズ調査，２号調査とも「頼まれればお手伝いした

い」が最も高く，「進んでお手伝いしたい」，「お手伝いをしたいと思うが，お節介と思われたく

ないのでためらってしまう」を合わせると，『お手伝いしたい』と考えている人はニーズ調査で

52.9%，２号調査で47.7%と約半数となっています。一方，２号調査では「頼まれればお手伝い

したい」と「お手伝いをしたいと思うが，自分のことで精一杯でできない」は僅差となってい

ます。 

第８期調査と比較すると，大きな傾向の変化はありませんが，「頼まれればお手伝いしたい」

がやや低下しています。 

 

               ニーズ調査            ２号調査 
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ニーズ調査－問54，２号調査－問29 

どのような条件が整えば，地域で困っている方のお手伝いをすることができると思いますか。

（複数選択可）【ニーズ調査：N＝1,088】【２号調査：N＝441】 

地域で困っている方のお手伝いをすることができる条件については，ニーズ調査，２号調査

とも「一緒に活動する仲間がいればできる」と「自分が得意なことを生かせるのであればでき

る」が上位を占めています。一方，「特に条件なく活動できる」はニーズ調査の20.9%に対して

２号調査は10.9%と10.0ポイント低くなっており，逆に「適当な報酬が得られればできる」はニ

ーズ調査の3.2%に対して２号調査は23.1%と19.9ポイント高くなっています。こうした地域で

の支援の活動条件について，年代ごとの意識の違いに留意する必要があると考えられます。 

 

                   ニーズ調査        ２号調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.6%

33.7%

20.9%

4.8%

3.2%

14.8%

一緒に活動する仲間がいればできる

自分が得意なことを生かせるのであればできる

特に条件なく活動できる

活動したことがポイントとなり、自分が支援を必要とするとき

にそのポイントを使うことができる制度などがあればできる

適当な報酬が得られればできる

その他

40.1%

48.8%

10.9%

12.0%

23.1%

10.0%

一緒に活動する仲間がいればできる

自分が得意なことを生かせるのであればできる

特に条件なく活動できる

活動したことがポイントとなり、自分が支援を必要とするとき

にそのポイントを使うことができる制度などがあればできる

適当な報酬が得られればできる

その他

 
一緒に活動する仲間がいればできる 

 
 

自分が得意なことを 
生かせるのであればできる 

 
 

特に条件なく活動できる 
 

活動したことがポイントとなり， 
自分が支援を必要とするときに 

そのポイントを使うことができる 
制度などがあればできる 

 
適当な報酬が得られればできる 

 
 

その他 
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【権利擁護・虐待防止】 

■権利擁護が必要な方を制度利用につなげるために，どんな支援が必要か。 

在宅調査－問38 

成年後見や財産管理などについて相談する場合，どの相談窓口に相談しますか。（複数選択可）

【在宅調査：N＝712，448（第８期調査）】 

成年後見や財産管理などの相談先については，「ケアマネジャー（居宅介護支援事業所）」が

38.1%と最も高くなっています。次いで「市役所」，「弁護士，司法書士」と続いており，「地域

包括支援センター」は13.5%となっています。一方，「相談するところがない」は僅かながら2.1%

となっているほか，「わからない」も24.3%あります。 

 

在宅調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.1%

27.8%

14.9%

13.5%

9.3%

5.8%

4.8%

5.6%

2.1%

24.3%

40.4%

22.3%

11.8%

15.4%

10.5%

4.7%

3.3%

1.3%

2.0%

3.6%

27.7%

今回調査 第8期調査

ケアマネジャー（居宅介護支援事業所）

市役所【鈴鹿市保健センター、あいあい
（亀山市総合保健福祉センター）を含む】

弁護士、司法書士

地域包括支援センター

成年後見サポートセンター

介護サービス事業者

鈴鹿亀山地区広域連合

在宅介護支援センター(※第８期調査選択肢）

その他

相談するところがない

わからない
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在宅調査－問39 

成年後見や財産管理などが必要になった場合，どのようなことに不安を感じますか。 

（複数選択可）【在宅調査：N＝688】 

成年後見や財産管理などが必要になった場合に不安を感じることについては，「どのようなタ

イミングで制度を利用すべきか」が46.2%と最も高く，次いで「手続きなどが難しく，面倒なの

ではないか」(39.5%)，「弁護士などに頼む費用がかさむのではないか」(26.2%)と続いています。 

 

在宅調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアマネ調査－問30 

成年後見をはじめとする権利擁護が必要な人を制度利用につなげるために，どのようなこと

が必要だと思いますか。（複数選択可）【ケアマネ調査：N=209】 

成年後見をはじめとする権利擁護が必要な方を制度利用につなげるために必要なことについ

ては，「制度利用するための手続き支援」が76.1%と最も高く，次いで「相談できる機会の充実」

(59.8%)，「必要な人への制度の周知」(53.6%)と続いています。 

 

ケアマネ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.1%

59.8%

53.6%

48.8%

43.5%

26.3%

2.4%

制度利用するための手続き支援

相談できる機会の充実

必要な人への制度の周知

アウトリーチによる専門職へのつなぎ

制度利用するための経済的支援

市民への広報活動

その他

46.2%

39.5%

26.2%

25.0%

21.8%

5.5%

どのようなタイミングで制度を利用すべきか

手続きなどが難しく、面倒なのではないか

弁護士などに頼む費用がかさむのではないか

特に不安に感じることはない

家族などが制約を受けるのではないか

その他
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29.4%

25.1%

70.6%

74.9%

今回調査

第8期調査

はい いいえ

【認知症施策の推進】 

■認知症に関する相談窓口を知っているか。 

ニーズ調査－問80 

認知症に関する相談窓口を知っていますか。（１つを選択）【ニーズ調査：N=1,186，1,276（第

８期調査）】 

認知症に関する相談窓口の認知状況については，「はい」が29.4％，「いいえ」が70.6％となっ

ています。 

第８期調査と比較すると，「はい」が4.3ポイント上昇しています。 

 

 

ニーズ調査 

 

 

 

 

 

■「チームオレンジ」をはじめとする地域の支援機能が果たすべき役割は何か。 

ケアマネ調査－問26 

認知症の方を地域で支えるため，「チームオレンジ鈴鹿」「チームかめやま」が編成されてい

ますが，どのような取組を期待しますか。（複数選択可）【ケアマネ調査：N=210】 

「チームオレンジ鈴鹿」「チームかめやま」に期待する取組については，「ふだんの見守りや

声かけ」が64.3%と最も高く，「生活のサポート」，「一人歩きの人の発見・救援」，「地域におけ

る居場所づくり」も50%を超えていることから，認知症の方に対して幅広い取組が期待されて

いると言えます。 

 

ケアマネ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.3%

55.7%

55.2%

50.5%

39.0%

2.9%

ふだんの見守りや声かけ

生活のサポート

一人歩きの人の発見・救援

地域における居場所づくり

市民への普及啓発

その他



92 

5.6%

3.6%

11.4%

12.4%

45.6%

43.1%

37.4%

40.9%

今回調査

第8期調査

ほとんど

外出しない

週１回 週２～４回 週５回以上

(2) 介護予防と生活支援サービスの提供 

【介護予防・生活支援サービス】 

■週に１回以上は外出しているか。 

ニーズ調査－問12 

週に１回以上は外出していますか。（１つを選択）【ニーズ調査：N=1,259，1,362（第８期調

査）】 

外出については，「ほとんど外出しない」と回答した方は5.6％と少なく，『週１回以上外出す

る人』は94.4％を占めています。 

第８期調査と比較すると，「ほとんど外出しない」と回答した方が2.0ポイント上昇していま

す。 

 

 

ニーズ調査 

 

 

 

 

 

 

■多様な生活支援サービスについて，何が利用の妨げとなっているのか。 

在宅調査－問８③，ニーズ調査－問71③ 

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス（訪問型サービス，通所型サービス）を利用し

てみて，いかがでしたか。（複数選択可）※サービスを利用したことがある方に訊いた。【在宅

調査：N=631】【ニーズ調査：N=41】 

サービスを利用した感想については，在宅調査，ニーズ調査とも「満足している」が突出し

て高く約80%に上っています。「サービスの量（回数や時間）が少なかった」は約10%，「サービ

スの内容が不満だった」は6～7%程度で，利用経験のある方の不満は少ないと言えます。 
 

               在宅調査            ニーズ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

78.0%

9.8%

7.3%

0.0%

4.9%

満足している

サ－ビスの量（回数や時間）が少なかった

サ－ビスの内容が不満だった

職員の対応が不満だった

その他

79.1%

10.9%

6.0%

3.3%

4.9%

満足している

サービスの量（回数や時間）が少なかった

サービスの内容が不満だった

職員の対応が不満だった

その他

サービスの量(回数や時間)が 
少なかった 
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63.4%

51.2%

47.2%

38.2%

30.1%

28.5%

6.5%

提供量が少ないから

地域による差がみられるから

提供内容が分かりづらいから

継続的に提供されるか不透明だから

質を担保できないから

柔軟な対応ができないから

その他

ケアマネ調査－問21② 

介護予防・日常生活支援総合事業の利用を勧めていない理由は何ですか。（複数選択可） 

※総合事業の利用を勧めていない人に訊いた。【ケアマネ調査：N=41，60（第８期調査）】 

勧めていない理由については「サービスの実情が分からず，勧めづらい」が65.9%と最も高く，

前回調査からも大きく上昇しています。一方，「総合事業以外のサービスを使う必要がある」は

大きく低下しており，利用促進には事業の実情や内容についての情報提供が必要だと言えます。 

 

ケアマネ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアマネ調査－問22② 

ボランティアやＮＰＯによる介護・生活支援サービスを活用できていない理由は何ですか。

（複数選択可）※活用できていない人に訊いた。【ケアマネ調査：N=123】 

あまり活用できていない理由については，「提供量が少ないから」が63.4%と最も高く，次い

で「地域による差がみられるから」，「提供内容が分かりづらいから」と続いていることから，

管内各地でサービスが提供されるよう，生活支援の基盤整備を進める必要があると言えます。 

 

ケアマネ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65.9%

39.0%

34.1%

29.3%

9.8%

7.3%

50.0%

30.0%

38.3%

18.3%

36.7%

3.3%

サービスの実情が分からず、勧めづらい

利用者が利用したがらない

地域に事業所がない、少ない

サービスについて説明しづらい

総合事業以外のサービスを使う必要がある

その他

今回調査 第8期調査

65.9%

39.0%

34.1%

29.3%

9.8%

7.3%

50.0%

30.0%

38.3%

18.3%

36.7%

3.3%

サービスの実情が分からず、勧めづらい

利用者が利用したがらない

地域に事業所がない、少ない

サービスについて説明しづらい

総合事業以外のサービスを使う必要がある

その他

今回調査 第8期調査
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4.0% 22.3% 73.7%

活動内容まで知って

いる

名前は聞いたことが

ある

知らない2.0% 19.5% 78.5%

活動内容まで知って

いる

名前は聞いたことが

ある

知らない

■生活支援コーディネーターに対して，どのような役割が期待されるのか。 

ニーズ調査－問57，２号調査－問31 

地域における支え合い活動などが進むよう支援する専門職である生活支援コーディネーター

（地域支え合い推進員）のことをご存知ですか。（１つを選択）【ニーズ調査：N=1,219】【２

号調査：N=456】 

生活支援コーディネーターの認知状況については，ニーズ調査，２号調査とも「知らない」

が70%以上を占めており，その存在や活動内容の周知が必要と言えます。 

 

ニーズ調査 

 

 

２号調査 
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■介護予防に対するニーズとして，何に注目していくべきか。 

ニーズ調査－問70，２号調査－問14 

介護予防のために，地域でどのような活動があれば参加したいですか。（複数選択可）【ニー

ズ調査：N=1,197，1,305（第８期調査）】【２号調査：N＝470】 

介護予防のために地域であれば参加したい活動については，ニーズ調査では「特にない」が

37.9%と最も高く，前回調査からも上昇しています。参加したい活動としては，両調査とも「認

知症予防に関するもの」，「運動に関するもの」，「食事や栄養に関するもの」，「同世代がふれあ

える交流の場」が上位であり，これらの活動が提供されることが必要と言えます。 

 

             ニーズ調査             ２号調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.0%

29.3%

21.6%

21.3%

6.9%

6.6%

4.1%

1.4%

37.9%

28.9%

31.4%

26.8%

23.5%

7.4%

6.4%

4.1%

1.1%

34.9%

認知症予防に関するもの

運動に関するもの

食事や栄養に関するもの

同世代がふれあえる交流の場

歯や口腔衛生に関するもの

ボランティア活動

子どもなど他世代との交流の場

その他

特にない

今回調査 第8期調査

31.3%

34.3%

26.6%

21.5%

16.2%

11.5%

6.8%

0.9%

32.3%

認知症予防に関するもの

運動に関するもの

食事や栄養に関するもの

同世代がふれあえる交流の場

歯や口腔衛生に関するもの

ボランティア活動

子どもなど他世代との交流の場

その他

特にない
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35.2%

54.4%

40.7%

24.9%

4.8%

4.3%

19.3%

16.4%

今回調査

第8期調査

したい したいが難し

いと思う

したくない わからない22.6%

22.2%

51.8%

48.2%

8.4%

8.8%

17.2%

20.8%

今回調査

第8期調査

したい したいが

難しいと思う

したくない わからない10.3%

10.9%

56.1%

47.1%

18.0%

22.2%

15.6%

19.8%

今回調査

第8期調査

したい したいが難しい

と思う

したくない わからない

(3) 在宅生活を支える環境の整備 

【医療と介護の連携】 

■自宅での療養生活を希望するか。 

在宅調査－問14，ニーズ調査－問73，２号調査－問15 

自宅で最期まで療養したいと思いますか。（１つを選択）【在宅調査：N＝914，562（第８期

調査）】【ニーズ調査：N＝1,230，1,271（第８期調査）】【２号調査：N＝467，531（第８期調

査）】 

自宅で最期まで療養したいと思うかについては，すべての調査に置いて，「したいが難しいと

思う」が最も高くなっています。 

第８期調査と比較すると，すべての調査において，「したいが難しいと思う」が上昇していま

す。 

 

 

在宅調査 

 

 

 

ニーズ調査 

 

 
 
 

２号調査 
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【家族介護への支援】 

■家族介護者が求めている支援は何か（支援内容は変化しているか）。 

在宅調査－問28④【N＝296，212（第８期調査）】 

主な介護者の方は，今後も働きながら介護を続けていけそうですか。（１つを選択） 

 ※主な介護者のうち，現在勤務している方に訊いた。【在宅調査：N＝296，212（第８期調査）】 

今後も働きながら介護を続けていけそうかどうかについては，「問題はあるが，何とか続けて

いける」が53.4％を占め，「問題なく，続けていける」（17.9％）を合わせると『続けていける』

は71.3％を占めています。一方，「続けていくのは，やや難しい」（8.4％）と「続けていくのは，

かなり難しい」（7.8％）を合わせた『続けていくのは難しい』は16.2％となっています。 

第８期調査と比較すると，『続けていける』が5.6ポイント低下しています。 

 

 

在宅調査 

 

 

 

 

 

 

  

17.9%

19.8%

53.4%

57.1%

8.4%

10.8%

7.8%

5.2%

12.5%

7.1%

今回調査

第8期調査

問題なく、

続けていけ

る

問題はある

が、何とか

続けていけ

る

続けていく

のは、やや

難しい

続けていく

のは、かな

り難しい

わからない
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21.2%

31.1%

29.4%

22.6%

22.3%

16.4%

12.7%

11.5%

9.8%

6.5%

4.1%

2.8%

2.7%

4.1%

2.7%

17.8%

27.6%

38.0%

20.3%

20.0%

19.1%

10.7%

9.6%

10.5%

5.9%

5.7%

4.3%

3.6%

4.3%

2.7%

特にない

精神的に滅入ってしまう

介護者の代わりがいない

肉体的に疲れてしまう

健康状態に不安がある

自分の時間がもてない

仕事との両立が難しい

経済的な負担が大きい

本人が介護サービスを受けたがらない

本人にあたったり、放っておいてしまうことがある

介護の方法がわからない

家族や親戚の人などの理解が足りない

相談する人や悩みを聞いてくれる人がいない

その他

わからない

今回調査 第8期調査

在宅調査－問24 

主な介護者の方が介護する上で，どんなことに困っていますか。（３つまで選択可）【在宅調

査：N＝707，439（第８期調査）】 

介護をする上で困っていることについては，前回調査では「介護者の代わりがいない」でし

たが，今回調査では「精神的に滅入ってしまう」が31.1%と最も高く，前回調査よりも3.5ポイ

ント上昇しており，「介護者の代わりがいない」(29.4%)が続きます。また，「肉体的に疲れてし

まう」(22.6%)や「健康状態に不安がある」(22.3%)についても，前回よりも2ポイント程度です

が上昇しており，介護者の精神的，肉体的負担や健康面の不安が強まっていることがうかがえ

ます。 

 

在宅調査 
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48.2%

36.5%

27.1%

26.5%

24.1%

18.8%

7.1%

4.1%

10.0%

15.3%

47.9%

50.0%

25.0%

17.7%

21.9%

22.9%

10.4%

5.2%

7.3%

11.5%

在宅で十分な量の介護サービスを受けられる

夜間など、急な状態の変化にも対応できる体制※

介護している方への支援

在宅でも専門的な介護サービスを受けられる

在宅で十分な医療を受けられる

家事、外出など生活面の手助け

介護しやすいような住宅への改修

一人歩き等の見守りなど、地域の支援※

その他

わからない

今回調査 第8期調査

在宅調査－問29②，ニーズ調査－問72② 

どのような条件が整えば，自宅で生活を続けることができると思いますか。（３つまで選択可） 

※施設に入所・入居させたい（したい）と回答した人に訊いた。【在宅調査：N＝170，96（第

８期調査）】【ニーズ調査：N＝193，211（第８期調査）】 

どのような条件が整えば，自宅で生活を続けることができると思うかについては，両調査と

も「在宅で十分な量の介護サービスを受けられる」が最も高く，「夜間など，急な状態の変化に

も対応できる体制」が続きます。 

前回調査との比較をみると，在宅調査では，前回50.0%と最も高かった「夜間など，急な状態

の変化にも対応できる体制」が36.5%に低下した一方，「在宅でも専門的なサービスを受けられ

る」(26.5%)も前回よりも9ポイント近く上昇しています。また，ニーズ調査では，「家事，外出

など生活面での手助け」(28.0%)が前回よりも9ポイント近く上昇しています。 

 

               在宅調査            ニーズ調査 
 

在宅で十分な量の介護サ－ビスを
受けられる 

夜間など，急な状態の変化にも 
対応できる体制※ 

介護している方への支援 

在宅でも専門的な介護サ－ビスを
受けられる 

在宅で十分な医療を受けられる 

家事，外出など生活面の手助け 

介護しやすいような住宅への改修 

一人歩き等の見守りなど， 
地域の支援※ 

その他 

わからない 

 

 

※第８期調査選択肢：「夜間など，急な状態の変化にも安心できる体制」

「徘徊(はいかい)の見守りなど，地域の支援」 

 

  

47.7%

44.0%

19.7%

27.5%

28.0%

28.0%

11.9%

0.5%

3.6%

9.8%

44.5%

39.8%

20.4%

28.0%

27.5%

19.4%

11.4%

4.3%

5.2%

15.2%

在宅で十分な量の介護サ－ビスを受けられる

夜間など、急な状態の変化にも対応できる体制※

介護している方への支援

在宅でも専門的な介護サ－ビスを受けられる

在宅で十分な医療を受けられる

家事、外出など生活面の手助け

介護しやすいような住宅への改修

一人歩き等の見守りなど、地域の支援※

その他

わからない

今回調査 第8期調査
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63.5%

62.0%

53.4%

51.9%

38.9%

34.1%

32.2%

23.1%

22.6%

17.8%

16.8%

16.8%

10.1%

7.2%

6.7%

3.4%

67.1%

63.3%

55.6%

53.6%

44.4%

39.6%

36.2%

18.4%

17.4%

16.9%

27.1%

15.5%

7.2%

6.3%

5.8%

1.0%

認知症の症状が悪化するから

独居等で介護者がいないから

介護者の介護に係る負担が増大しているから※

身体介護が増大するから

医療的ケア・医療処置の必要性が高まるから

家族等の介護等技術では対応が困難であるから

本人と家族等の関係性に課題があるから

費用負担が重いから

生活不安が大きいから

家族等の就労継続が困難になり始めたから

生活支援が発生・増大するから

居住環境が不便だから

介護者が居宅サービスの利用を望まないから

本人が居宅サービスの利用を望まないから

本人が介護者の負担の軽減を望むから

その他

今回調査 第8期調査

63.5%

62.0%

53.4%

51.9%

38.9%

34.1%

32.2%

23.1%

22.6%

17.8%

16.8%

16.8%

10.1%

7.2%

6.7%

3.4%

67.1%

63.3%

55.6%

53.6%

44.4%

39.6%

36.2%

18.4%

17.4%

16.9%

27.1%

15.5%

7.2%

6.3%

5.8%

1.0%

認知症の症状が悪化するから

独居等で介護者がいないから

介護者の介護に係る負担が増大しているから※

身体介護が増大するから

医療的ケア・医療処置の必要性が高まるから

家族等の介護等技術では対応が困難であるから

本人と家族等の関係性に課題があるから

費用負担が重いから

生活不安が大きいから

家族等の就労継続が困難になり始めたから

生活支援が発生・増大するから

居住環境が不便だから

介護者が居宅サービスの利用を望まないから

本人が居宅サービスの利用を望まないから

本人が介護者の負担の軽減を望むから

その他

今回調査 第8期調査

ケアマネ調査－問13 

在宅生活の維持が難しくなる理由として，多いものは何だと思いますか。（複数選択可）【ケ

アマネ調査：N=208，207(第８期調査)】  

在宅生活の維持が難しくなる理由については，ケアマネ調査からは「認知症の症状が悪化す

るから」(63.5%)をはじめ，介護者の負担が増加することが要因として多く挙げられています。

他には，「独居等で介護者がいないから」(62.0%)も上位回答となっています。 

第８期調査と比較しても，大きな傾向の変化はありません。 

 

ケアマネ調査 

 

（※上位 10 回答のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第８期調査選択肢：「介護者の介護に係る不安・負担量の増大」 
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8.8%

7.0%

46.1%

44.8%

39.7%

36.3%

5.4%

11.9%

今回調査

第8期調査

より適切な

「在宅サービ

ス」に変更する

より適切な

「住まい・施設

等」に変更する

より適切な

「在宅サービ

ス」もしくは

「住まい・施設

等」に変更する

改善は難しいと

思う

ケアマネ調査－問14 

在宅生活の維持が難しくなっている状況に対して，どのようなサービスに変更することで改

善できると思いますか｡（１つを選択）【ケアマネ調査：N=204，201（第８期調査）】 

在宅生活の維持が難しくなっている状況に対しては，ケアマネ調査では「より適切な「住ま

い・施設等」に変更する」が46.1%と最も高く，次いで「より適切な「在宅サービス」もしくは

「住まい・施設等」に変更する」が39.7%と続いており，「より適切な「在宅サービス」に変更

する」は8.8%にとどまっています。ケアマネジャーからは，在宅サービスを変更して対応する

ことへの限界を感じていることがうかがえ，そのような場合には適切な住まい・施設等を提供

していくことが必要であると考えられます。 

 

 

ケアマネ調査 
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14.4%

11.6%

58.5%

69.9%

12.3%

9.9%

2.9%

1.8%

12.0%

6.9%

今回調査

第8期調査

家族だけに

介護しても

らい、自宅

で生活を続

けたい

介護サービ

スを利用し

て、自宅で

生活を続け

たい

施設に

入所・入居

したい

その他 わからない

67.6%

78.5%

18.7%

16.1%

13.8%

5.4%

今回調査

第8期調査

入所・入居は

検討していない

入所・入居を

検討している

すでに入所・入居

申し込みをしている

■地域密着型サービスに対するニーズはどれぐらいあるか。 

在宅調査－問５ 

ご本人は，これからの生活をどこでどのように送りたいとお考えですか。（１つを選択）【在

宅調査：N＝944，568（第８期調査）】 

これからの生活をどこでどのように送りたいかについては，「介護サービスを利用して，自宅

で生活を続けたい」が58.5%を占め，「家族だけに介護してもらい，自宅で生活を続けたい」は

14.4%となっています。「施設に入所・入居したい」は12.3%で，前回よりも2.4ポイント上昇し，

やや施設サービスへの希望が強くなっていることがうかがえます。 

 
 

在宅調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅調査－問６ 

現時点での，施設等への入所・入居の検討状況について，ご回答ください。（１つを選択）【在

宅調査：N＝894，521（第８期調査）】 

施設等への入所・入居の検討状況については，「入所・入居は検討していない」が67.6%を占

めますが，「入所・入居を検討している」は18.7%，「すでに入所・入居申し込みをしている」は

前回よりも8.4ポイント上昇した13.8%となっており，実際に施設サービスへの希望が強くなっ

ていると言えます。 

 
 

在宅調査 
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ケアマネ調査－問15 

下記のサービス（※予防給付も含む）について利用者のニーズに対し管内の提供体制で充足

していると思いますか。 

現行サービスが利用者のニーズに対し管内の提供体制で充足しているかどうかについては，

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(74.6%)，「夜間対応型訪問介護」(77.8%)などでは「不

足している」が70%を超えており，「看護小規模多機能型居宅介護」や「小規模多機能型居宅介

護」，「認知症対応型通所介護」が続きます。このうち，「小規模多機能型居宅介護」と「認知症

対応型通所介護」については，前回調査よりも「不足」が上昇しており，不足感が高まっている

と考えられます。 

ケアマネ調査（地域密着型のみ） 

・認知症対応型通所介護 

【N=206，201（第８期調査）】 

 

・小規模多機能型居宅介護 

【N=204，197（第８期調査）】 

 

・認知症対応型共同生活介護 

【N=207，197（第８期調査）】 

 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 

【N=203，195（第８期調査）】 
 
 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

【N=202，193（第８期調査）】 

 

・地域密着型通所介護 

【N=206，198（第８期調査）】 

 

・看護小規模多機能型居宅介護 

【N=207，192（第８期調査）】 

 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

【N=205，197（第８期調査）】 

 

・夜間対応型訪問介護 

【N=207，196（第８期調査）】 

 

32.9%

39.9%

66.7%

59.1%

0.5%

1.0%

今回調査

第8期調査

39.9%

49.3%

60.1%

50.7%

今回調査

第8期調査

26.4%

32.6%

72.1%

66.8%

1.5%

0.5%

今回調査

第8期調査

3.3%

1.5%

82.8%

91.1%

13.9%

7.4%

今回調査

第8期調査

2.9%

1.0%

83.7%

92.2%

13.5%

6.9%

今回調査

第8期調査

4.3%

3.5%

85.6%

92.1%

10.1%

4.5%

今回調査

第8期調査

51.9%

49.8%

48.1%

49.8% 0.5%

今回調査

第8期調査

58.8%

55.3%

40.7%

44.2%

0.5%

0.5%

今回調査

第8期調査

(9) 短期入所生活介護
【N=207、203(第8期調査)】

(10) 短期入所療養介護
【N=208、201(第8期調査)】

(11) 特定施設入居者生活介護
【N=201、193(第8期調査)】

(12) 福祉用具貸与
【N=209、203(第8期調査)】

(13) 福祉用具販売
【N=208、204(第8期調査)】

(14) 住宅改修
【N=208、202(第8期調査)】

(15) 認知症対応型通所介護
【N=206、201(第8期調査)】

(16) 小規模多機能型居宅介護
【N=204、197(第8期調査)】

不足している 過不足はない 過剰である

41.5%

51.8%

58.0%

47.7%

0.5%

0.5%

今回調査

第8期調査

28.6%

33.8%

71.4%

65.6% 0.5%

今回調査

第8期調査

25.7%

33.2%

73.8%

66.8%

0.5%
今回調査

第8期調査

16.5%

16.2%

82.0%

81.3%

1.5%

2.5%

今回調査

第8期調査

57.0%

62.5%

43.0%

37.5%

今回調査

第8期調査

74.6%

77.2%

25.4%

22.8%

今回調査

第8期調査

77.8%

80.1%

22.2%

19.9%

今回調査

第8期調査

34.9%

43.9%

64.1%

55.6%

1.0%

0.5%

今回調査

第8期調査

(17) 認知症対応型共同生活介護
【N=207、197(第8期調査)】

(18) 地域密着型特定施設入居者
生活介護

【N=203、195(第8期調査)】

(19) 地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

【N=202、193(第8期調査)】

(20) 地域密着型通所介護
【N=206、198(第8期調査)】

(21) 看護小規模多機能型居宅介護
【N=207、192(第8期調査)】

(22) 定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

【N=205、197(第8期調査)】

(23) 夜間対応型訪問介護
【N=207、196(第8期調査)】

(24) 介護老人福祉施設
【N=209、198(第8期調査)】

不足している 過不足はない 過剰である

41.5%

51.8%

58.0%

47.7%

0.5%

0.5%

今回調査

第8期調査

28.6%

33.8%

71.4%

65.6% 0.5%

今回調査

第8期調査

25.7%

33.2%

73.8%

66.8%

0.5%
今回調査

第8期調査

16.5%

16.2%

82.0%

81.3%

1.5%

2.5%

今回調査

第8期調査

57.0%

62.5%

43.0%

37.5%

今回調査

第8期調査

74.6%

77.2%

25.4%

22.8%

今回調査

第8期調査

77.8%

80.1%

22.2%

19.9%

今回調査

第8期調査

34.9%

43.9%

64.1%

55.6%

1.0%

0.5%

今回調査

第8期調査

(17) 認知症対応型共同生活介護
【N=207、197(第8期調査)】

(18) 地域密着型特定施設入居者
生活介護

【N=203、195(第8期調査)】

(19) 地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

【N=202、193(第8期調査)】

(20) 地域密着型通所介護
【N=206、198(第8期調査)】

(21) 看護小規模多機能型居宅介護
【N=207、192(第8期調査)】

(22) 定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

【N=205、197(第8期調査)】

(23) 夜間対応型訪問介護
【N=207、196(第8期調査)】

(24) 介護老人福祉施設
【N=209、198(第8期調査)】

不足している 過不足はない 過剰である
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1.7%

0.0%

4.9%

2.3%

55.7%

31.6%

3.7%

2.8%

0.8%

2.8%

2.4%

65.0%

20.5%

5.9%

ニーズが見込めるので、参入を検討したい

採算が見込めるので、参入を検討したい

ニーズがないので参入しない

採算が見込めないので、参入しない

参入は検討していない

わからない

その他

今回調査 第８期調査

ケアマネ調査－問16 

看護小規模多機能型居宅介護サービスの整備についてどのようにお考えですか。（１つを選

択）【ケアマネ調査：N＝183，181（第８期調査）】 

看護小規模多機能型居宅介護サービスの整備に対する考えについて，ケアマネ調査では「ニ

ーズはあるので整備が必要」が約半数(49.7%)を占めています。一方，「ニーズはない」は30.6%

となっています。第８期調査と比較すると，「ニーズはない」が9.6ポイント上昇する一方，「ニ

ーズはあるので整備が必要」は5.0ポイント低下しており，ややニーズは低下傾向にあると考え

られます。 

 
 

ケアマネ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所調査－問15 

看護小規模多機能型居宅介護サービスへの参入について，貴事業所ではどのようにお考えで

すか。（１つを選択）【事業所調査：N=348，254（第８期調査）】 

看護小規模多機能型居宅介護への参入については，「参入は検討していない」が55.7%を占め

ています。「ニーズが見込めるので，参入を検討したい」は1.7%，「採算が見込めるので，参入

を検討したい」はありませんでした。第８期調査と比較すると，「わからない」が11.1ポイント，

「ニーズがないので参入しない」が2.1ポイント上昇しています。 

 

事業所調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.7%

54.7%

10.9%

12.7%

8.7%

11.6%

30.6%

21.0%

今回調査

第8期調査

ニーズはあるの

で整備が必要

ニーズはある

が、現行サービ

スで補完できて

いる

ニーズはある

が、現行サービ

スが充実すれば

補完可能

ニーズはない
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1.7%

0.6%

6.6%

2.3%

58.0%

28.6%

2.3%

0.4%

0.0%

3.5%

3.1%

65.9%

25.2%

1.9%

ニーズが見込めるので、参入を検討したい

採算が見込めるので、参入を検討したい

ニーズがないので参入しない

採算が見込めないので、参入しない

参入は検討していない

わからない

その他

今回調査 第８期調査

ケアマネ調査－問17【N=181，187（第８期調査）】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの整備についてどのようにお考えですか。 

（１つを選択）【ケアマネ調査：N=181，187（第８期調査）】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの整備に対する考えについて，ケアマネ調査で

は「ニーズはあるので整備が必要」が約６割(60.8%)を占めています。一方，「ニーズはない」は

29.3%となっています。第８期調査と比較すると，「ニーズはない」が12.2ポイント上昇する一

方，「ニーズはあるので整備が必要」は4.4ポイント低下しており，ややニーズは低下傾向にある

と考えられます。 

 
 

ケアマネ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所調査－問16 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスへの参入について，貴事業所ではどのようにお

考えですか。（１つを選択）【事業所調査：N=350，258（第８期調査）】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護への参入については，「参入は検討していない」が58.0%

を占めています。「ニーズが見込めるので，参入を検討したい」は1.7%，「採算が見込めるので，

参入を検討したい」は0.6%となっています。第８期調査と比較すると，「わからない」が3.4ポ

イント，「ニーズがないので参入しない」が3.1ポイント上昇しています。 

 

事業所調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.8%

65.2%

3.9%

5.3%

6.1%

12.3%

29.3%

17.1%

今回調査

第8期調査

ニーズはあるの

で整備が必要

ニーズはある

が、現行サービ

スで補完できて

いる

ニーズはある

が、現行サービ

スが充実すれば

補完可能

ニーズはない
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【住まいの環境整備】 

■高齢者が住まいに関して抱えている問題は何か。 

在宅調査－問４，ニーズ調査－問５ 

現在のお住まいに対し，今後に向けて不安がありますか。（複数選択可）【在宅調査：N=951】

【ニーズ調査：N=1,243】 

現在の住まいに対する今後に向けての不安については，在宅調査，ニーズ調査とも「特にな

い」が最も高く（49.6%，40.3%）なっています。不安に思うこととしては，「家の維持修繕がし

ていけるか不安」，「バリアフリーになっていない」が上位回答であり，それに続くのが「家の

清掃がしていけるか不安」，「耐震性が低い」，「防犯面が不安」となっています。少なからず，住

まいの構造面の不安と維持管理の不安を抱えている人がいると言えます。 

 

              在宅調査             ニーズ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.6%

23.3%

21.7%

18.6%

13.9%

13.6%

6.4%

3.9%

3.4%

2.9%

2.0%

4.1%

特にない

バリアフリーになっていない

家の維持修繕がしていけるか不安

家の清掃がしていけるか不安

耐震性が低い

防犯面が不安

水道光熱費が払っていけるか不安

家賃が払っていけるか不安

大雨の時に浸水の恐れがある

プライバシー面が不安

狭い（介護ヘルパーが入れないなど）

その他

40.3%

27.0%

32.3%

13.4%

22.0%

10.2%

8.0%

2.9%

5.1%

1.5%

1.6%

2.4%

特にない

バリアフリ－になっていない

家の維持修繕がしていけるか不安

家の清掃がしていけるか不安

耐震性が低い

防犯面が不安

水道光熱費が払っていけるか不安

家賃が払っていけるか不安

大雨の時に浸水の恐れがある

プライバシ－面が不安

狭い（介護ヘルパ－が入れないなど）

その他
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ケアマネ調査－問35 

住まいに関して，ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯はどんな問題を抱えていると思い

ますか。（複数選択可）【ケアマネ調査：N=206】 

住まいに関して，ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯がどのような問題を抱えていると

思うかについては，「住まいの清掃ができない」が68.4%と最も高く，次いで「住まいの維持修

繕ができない」(62.6%)，「住まいがバリアフリーになっていない」(59.2%)と続いています。 

 

ケアマネ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68.4%

62.6%

59.2%

41.3%

26.2%

3.9%

6.8%

住まいの清掃ができない

住まいの維持修繕ができない

住まいがバリアフリーになっていない

借家の経済的負担

水道光熱費等の経済的負担

プライバシーが保たれていない

その他
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25.0%

22.1%

13.2%

11.8%

7.4%

17.6%

23.5%

40.0%

42.5%

6.3%

15.0%

16.3%

6.3%

17.5%

適切な研修の機会が不足している

担当者間でのレベルの差が大きい

第三者評価が活用されていない

利用者の声がサービスの質的向上に

生かされていない

職員の入れ替わりが激しい

その他

特に課題はない

今回調査 第8期調査

(４) サービスを安心して利用できるために 

【事業者からの相談対応及び事業者に対する指導・情報提供の推進】 

■サービスの質の確保を図るためには何が必要か。 

居介調査－問８，事業所調査－問10 

貴事業所において，サービスの質的向上を図る上での課題は何だと思いますか。（複数選択可）

【居介調査：N=68，80（第８期調査）】【事業所調査：N=344，272（第８期調査）】 

サービスの質的向上を図る上での課題については，居介調査，事業所調査とも「適切な研修

の機会が不足している」，「担当者間でのレベルの差が大きい」が上位となっています。ただし，

居介調査の前回調査との比較からは，これらの課題が大きく減少していることもうかがえます。 

 

                 居介調査           事業所調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35.5%

45.3%

6.1%

11.6%

13.1%

7.3%

15.1%

41.5%

47.8%

8.8%

11.8%

13.6%

5.1%

11.4%

適切な研修の機会が不足している

担当者間でのレベルの差が大きい

第三者評価が活用されていない

利用者の声がサービスの質的向上に生

かされていない

職員の入れ替わりが激しい

その他

特に課題はない

今回調査 第８期調査
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居介調査－問９，事業所調査－問11 

質の向上を図るため，貴事業所で行っていることはありますか。（複数選択可）【居介調査：

N=72，82（第８期調査）】【事業所調査：N=345，274（第８期調査）】 

介護支援専門員またはサービスの質の向上のために実施していることについては，居介調査

からは「外部の研修会や講習会への参加を支援している」(73.6%)などの介護支援専門員のスキ

ルアップの取組が行われていることが，また，事業所調査からは「利用者の苦情や不満をくみ

取る」(69.0%)をはじめ利用者とのコミュニケーションを重視していることがうかがえます。 

第８期調査との比較からは，大きな傾向の変化はみられませんが，居介調査からは外部研修・

事例検討会などへの参加が減るなど，コロナ禍の影響があることが推察されます。 

 

居介調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業所調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.6%

50.0%

44.4%

41.7%

40.3%

6.9%

4.2%

81.7%

65.9%

50.0%

46.3%

36.6%

8.5%

1.2%

外部の研修会や講習会への参加を支援している

外部の事例検討会への参加を促している

書籍やインターネットなどで収集した情報を

共有している

介護支援専門員同士の情報交換の機会を設けている

職場内で研修を開催している

その他

特にない

今回調査 第8期調査

69.0%

55.9%

43.5%

35.4%

11.9%

1.7%

3.8%

66.4%

60.2%

38.3%

35.0%

14.2%

1.8%

5.8%

利用者の苦情や不満をくみ取る

職員の研修の機会を充実させる

利用者及び家族との面談の時間を十分にとる

新たな介護知識や介護技術の導入に努める

新たな施設や設備の導入に努める

利用人数をできる限り抑えるようにする

その他

今回調査 第８期調査
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14.1% 33.8% 47.9% 4.2%

すでに作成済み 現在作成中 期限内に作成を

予定している

その他

【災害や感染症等への備えの充実】 

■BCP に対してどのような認識が持たれており，取組は進んでいるのか。 

居介調査－問７，事業所調査－問９ 

災害や感染症の発生時を想定した業務継続計画（ＢＣＰ）を2023（令和５）年度中に作成す

ることになっています。貴事業所では，作成に取り組まれていますか。（１つを選択）【居介

調査：N=71】【事業所調査：N=346】 

業務継続計画（ＢＣＰ）の作成状況については，居介調査，事業所調査とも「期限内に作成を

予定している」が最も高く（47.9%，44.8%），次いで「現在作成中」（33.8%，36.7%），「すでに

作成済み」が（14.1%，16.5%）となっています。 

 
 

居介調査 

 

 

事業所調査 

 

 

 

 

 

  

16.5% 36.7% 44.8% 2.0%

すでに作成済み 現在作成中 期限内に作成を

予定している

その他
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Ⅱ 用語解説 

用語 解説 

あ行   

ＩＣＴ 
コンピュータやインターネットに関連する技術の総称であり，特に公

共サービスの分野において使われる用語。 

アセスメント 
介護支援専門員が利用者に対し，自立した日常生活を営むことができ

るように支援する上で解決すべき課題を把握すること。 

一般介護予防事業 

介護予防・日常生活支援総合事業の１つで，すべての第１号被保険者

及びその支援のための活動に関わる人を対象として行う介護予防事

業。 

一般介護予防事業評価

事業 

一般介護予防事業の１つで，介護保険事業計画において定める目標値

の達成状況等の検証を通じ，一般介護予防事業を含め，地域づくりの

観点から総合事業全体を評価し，その評価結果に基づき事業全体の改

善を目的とする。 

ＡＣＰ（アドバンス・ケ

ア・プランニング） 

Advance Care Planning の略。もしものときのために，本人が望む医

療やケアについて前もって考え，家族等や医療・ケアチームと繰り返

し話し合い，共有する取組のこと。 

運営指導 

介護保険サービス事業者等に対して介護給付等対象サービスの質の確

保や介護給付等が適正かどうかを確認し，不適正なサービスが行われ

ないよう，保険者が事業所に対して指導を行うこと。 

エンディングノート 

終末期及び死後に，家族や支援者が様々な判断や手続きを進める上で

必要な情報を書き残すためのノート。遺言書のような法的効力は持た

ないが，資産や身の回りのこと，医療，介護，葬儀のこと等に関する自

身の希望を書き留めておくことで，意思疎通が困難になっても，自身

の意思を尊重した判断を促すことができる。 

か行   

介護医療院 

主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し，療養上の管

理，看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医

療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする介護保険施設。 

介護給付費準備基金 

介護保険特別会計の第１号被保険者の保険料において発生した剰余金

等を積立て，財源不足時に取崩して介護給付費に充当するために保険

者が設置する基金のこと。 

介護サービス相談員 

介護サービス事業所を訪問し，利用者のサービスに関する相談等や疑

問，不満や不安の解消を図るとともに，サービス事業者と意見交換等

を行う人。 

介護認定審査 

申請者が介護保険の給付を受けるのが適当かどうか，またその範囲を

審査・判定すること。申請者の「基本調査に基づく一次判定結果」，「調

査時の特記事項」，「主治医による意見書」の内容を基に審査・判定を行

う。 

介護保険施設 
介護保険で被保険者である利用者にサービスを提供できる施設。介護

老人福祉施設，介護老人保健施設，介護医療院がある。 
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用語 解説 

介護保険法 

高齢化に対応し，高齢者を国民の共同連帯によって支えるしくみとし

て導入された介護保険制度について，その実施のために必要な事項を

定めた法律。1997（平成９）年 12 月に公布，2000（平成 12）年４月

に施行された。 

介護用品支給事業 

任意事業の１つで，在宅の要介護高齢者を介護している家族等に対し

て介護者の身体的，精神的及び経済的負担を軽減するため，介護用品

（おむつ等）を支給する事業。 

介護予防 

高齢者が健康で自立した生活を送れるよう，要介護状態になることを

できる限り防ぎ，また要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化し

ないようにすること。 

介護予防・生活支援サー

ビス事業 

介護予防・日常生活支援総合事業の１つで，要支援認定を受けた人又

は基本チェックリスト該当者を対象として，訪問や通所等によって介

護予防と生活支援サービスとを一体的に提供し，日常生活の自立を支

援するための事業。 

介護予防・日常生活支援

総合事業 

地域支援事業の事業類型の１つで，市町村が中心となって，地域の実

状に応じて，住民等の多様な主体が参画し，サービスを充実すること

により，地域の支え合いの体制づくりを推進し，要支援者等に対する

効果的かつ効率的な支援等を提供するもの。一般介護予防事業と介護

予防・生活支援サービス事業の２つからなる。 

介護予防把握事業 

一般介護予防事業の１つで，閉じこもり等のなんらかの支援を必要と

する人を早期に把握する事業。住民主体の介護予防事業へつなげるこ

とを目的として，地域の関係機関等との連携や情報提供により把握す

る。 

介護予防普及啓発事業 

一般介護予防事業の１つで，介護予防に資する基本的な知識を普及啓

発するため，パンフレット等の配布や講演会，介護予防教室等を実施

する事業。 

介護離職 家族の介護を理由として，退職や転職をすること。 

介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム） 

身体上又は精神上の著しい障がいのため常時介護が必要で在宅介護が

困難な高齢者等を入所させて，入浴・排泄・食事等の介護，相談及び援

助，社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，健

康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする介護保険施設。 

介護老人保健施設 

心身の機能の維持回復を図り，居宅生活を営むことができるようにす

るための支援が必要である者に対し，施設サービス計画に基づいて，

看護，医学的管理下における介護，機能訓練その他必要な医療，日常生

活上の世話を行う介護保険施設。 

家族介護支援事業 
任意事業の 1 つで，介護方法の指導その他の要介護被保険者を介護す

る人を支援するため実施する事業。 

カナリアチーム 

亀山市にある医療系・福祉系の専門職であるチーム員と活動に助言・

指導を行うチーム員医師で構成される。認知症の方やその家族，関係

者等から相談に応じ，必要に応じて医療機関や福祉サービスにつなぐ

等，心配事・困りごとに寄り添った支援を行う。 

亀山市在宅医療連携シス

テム（かめやまホームケ

アネット） 

亀山市において整備されている，医療・介護が必要になった方が住み

慣れた自宅で継続して暮らせるようにするため，医師，地域のケアマ

ネジャー，訪問看護師，訪問介護員，薬剤師等の専門職が連携し，在宅

での医療及び介護支援を行う体制。 
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看護小規模多機能型居

宅介護 

訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスで，通い，

泊まり，訪問介護，訪問看護のサービスを一体的に提供するもの。 

緩和した基準によるサ

ービス 

介護予防・生活支援サービス事業の類型の１つで，従来の介護予防給

付で実施していたサービスの基準を一部緩和して行うサービス。 

基幹型地域包括支援セ

ンター 

地域包括支援センターを統括するもの。センター間の総合調整，後方

支援，地域ケア推進会議の開催等の役割を担う。 

居住系サービス 

認知症対応型共同生活介護，介護予防認知症対応型共同生活介護，特

定施設入居者生活介護，介護予防特定施設入居者生活介護及び地域密

着型特定施設入居者生活介護のこと。 

居宅介護支援事業所 
要介護者に対して，自宅で自立した生活を送るために，ケアプランの

作成やサービス調整を行う事業所。 

居宅サービス 要介護者を在宅で介護する際に受けるサービス。 

ケアプラン 

要介護者等が適切に介護サービスを利用できるよう，心身の状況や置

かれている環境，本人や家族等の希望を踏まえて作成するサービス計

画。 

ケアマネジャー 

（介護支援専門員） 

利用者の希望や心身の状態等を考慮してケアプランの作成や介護サー

ビスの調整・管理を行う専門職。 

権利擁護 
自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高齢者や，認知症の高

齢者，障がい者の権利を擁護し，ニーズ表明を支援し代弁すること。 

高額医療合算介護サー

ビス費 

介護保険の利用者負担と医療保険の利用者負担の年間合計額が一定額

を超える場合に，その超えた金額を支給する制度。 

高額介護サービス費 
介護保険の利用者負担の年間合計額が一定額を超える場合に，その超

えた金額を支給する制度。 

後期高齢者 高齢者を 65 歳以上と定義した場合における，75 歳以上の人のこと。 

合議体 

介護認定審査会において審査判定を実施するため，５人程度の医師・

歯科医師・ケアマネジャー（介護支援専門員）等の専門職により構成さ

れる組織。 

高齢化率 高齢者人口（65 歳以上人口）が総人口に占める割合のこと。 

コーホート変化率法 

一定期間における人口の変化率に着目し，その変化率が対象地域の人

口変化の特徴であり，将来にわたって維持されるものと仮定して，将

来人口を算出する推計方法。 

さ行   

サービス付き高齢者向

け住宅 

高齢者の居住の安定を確保することを目的として，「高齢者住まい法

（高齢者の居住の安定確保に関する法律）」の改正により創設された介

護・医療と連携し，高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリア

フリー構造の住宅。 

在宅医療 

医師のほか，訪問看護師，薬剤師や理学療法士（リハビリ）等の医療関

係者が，患者の住居に定期的に訪問して行う，計画的・継続的な医学管

理・経過診療のこと。 

在宅医療・介護連携支援

センター 

介護保険の知識を有する看護師，医療ソーシャルワーカー等を配置し，

地域の医療・介護関係者，地域包括支援センター等から相談を受け付

けるとともに，在宅医療・介護連携に関する情報提供を行う機関。 
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サロン 

地域での孤立・引きこもり防止や健康・生きがいづくりを目的に，ごく

身近な地域を拠点として，参加する人とボランティアとが一緒になっ

て企画をし，内容を決め，住民主体で運営していく，楽しい仲間づく

り，ふれあい交流の場のこと。 

算定対象審査支払手数

料 

市町村と都道府県国民健康保険団体連合会との契約により定められる

審査支払手数料単価のうち，国庫負担金等の算定の基準となる単価に

３年間における審査支払見込件数を乗じた額。 

事業対象者 基本チェックリストにより生活機能が低下していると判定された方。 

施設サービス 要介護者が介護保険施設に入所して受けるサービス。 

市長申立 

65 歳以上の人，知的障がい者，精神障がい者について，本人の意思能

力や家族の有無，生活状況，資産等から判断して，特に成年後見の申立

の必要性がある場合で，四親等以内の親族がいない等の理由により親

族等による申立が期待できない状況において本人の保護を図るため

に，市長が成年後見の申立を行うこと。 

指定市町村事務受託法

人 

保険者から委託を受けて保険者事務の一部（要介護認定調査等）を実

施する法人として，都道府県が指定した法人。 

社会資源 
地域にある様々なニーズを充足するために用いられる制度・機関・人

材・資金・技術知識等の有形無形の資源。 

社会福祉協議会 
社会福祉法第 109 条に基づき，地域福祉の推進を図ることを目的とし

て設立された民間の社会福祉団体。 

住所地特例 

介護保険では居住する市町村の被保険者となるが，被保険者が他市町

村の対象施設に入所・入居して，施設所在地に住所を変更した場合は，

引き続き従前の住所地市町村の被保険者とすることにより，施設所在

地の市町村に財政負担が偏ることを是正するために，設けられている

制度。 

集団指導 

指導対象事業所を集めて，介護給付等対象サービスの取扱い，介護報

酬請求の内容，制度改正内容及び過去の指導事例等について，講習等

の方式で行う指導のこと。 

縦覧点検 
被保険者ごとに複数月の給付情報を確認することにより，サービス及

び事業所間の整合性や適正であるかどうかを確認すること。 

主治医意見書 

被保険者が要介護認定申請書に記入した主治医に対して，保険者が身

体上・精神上の障がいの原因である疾病・負傷について記載を求める

もので，主に認定審査会の二次判定に用いられる。 

重層的支援体制整備事

業 

対象者の属性を問わない相談支援，参加支援，地域づくりに向けた支

援を一体的に行う事業。 

自立支援型地域ケア会

議 

地域ケア会議のうち，医療・介護の多職種が協働して高齢者の個別課

題の解決を図り，自立支援に資するケアマネジメントにつなげること

をめざすとともに，これを通じて介護支援専門員の支援及びスキルア

ップを図ろうとするもの。 

シルバー人材センター 

定年退職者等を会員として，その希望に応じた臨時的・短期的な就業

の機会を確保，提供することを目的として設立された都道府県知事の

指定する公益法人。 
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新型コロナウイルス感

染拡大に係る要介護認

定の臨時的取扱 

2020（令和２）年度から 2022（令和４）年度の期間において，既に介

護度を持った方の更新申請において，希望される方に対し，認定調査，

主治医意見書を省略し，既存の介護度を一定期間延長する措置。なお，

広域連合では，保険者の判断により 2023（令和５）年度まで１年延長

して適用している。 

新型コロナウイルス感

染症 

新型コロナウイルスである「SARS-CoV2」による感染症のこと。世界

保健機関（ＷＨＯ）は，2019（令和元）年に発生したこの感染症を

「COVID-19」と名付けた。 

人生会議 
ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の愛称。厚生労働省がその

普及のために名付けたもの。 

スクエアステップ 

高齢者の転倒予防・認知機能向上をはじめ，成人の生活習慣病，子ども

の身体機能の発達等のあらゆる年齢層の体力づくりに適用できるエク

ササイズ。 

鈴鹿亀山消費生活セン

ター 

鈴鹿市・亀山市の住民が身近な所で気軽に消費生活に関する相談を受

けられるよう，2006（平成 18）年４月３日に広域連合が開設した相談

機関。 

鈴鹿市地域包括在宅医

療ケアシステム運営会

議 

市民が，住み慣れた地域で療養しながら生活が送れるよう医療・介護・

福祉等の関連職種が連携して支えると共に，症例検討会や研修会の開

催等により関係者のスキルアップを図ることを目的に，鈴鹿市医師会

が中心となり設置された会議。 

生活機能（ＡＤＬ） 

自立した生活を維持する能力のことで，基本的日常生活動作能力（Ｂ

ＡＤＬ）と呼ばれる歩行や移動，食事，更衣，入浴，排せつ，整容等の

基本的な身体動作や，手段的日常生活動作能力（ＩＡＤＬ）と呼ばれ

る，交通機関の利用や電話の応対，買い物，食事の支度，家事，洗濯，

服薬管理，金銭管理等のより複雑な生活関連動作等のこと。 

生活支援コーディネー

ター 

（地域支え合い推進員） 

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的と

し，地域において，生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコ

ーディネート機能を果たす者。 

成年後見制度 

認知症，知的障がい者，精神障がい者等の理由で判断能力が不十分な

人が不利益を生じないよう，代理人を立てて契約を行ったり，あるい

はそれを取り消したりできるようにする制度。 

総合相談 

地域包括支援センターの業務の 1 つで，高齢者本人や家族，高齢者の

近所の人，ケアマネジャー等から，介護や福祉・医療等に関することや

高齢者に関する心配事・悩みについて，幅広く相談に応じ，必要な情報

やサービスの提供，関係機関の紹介等により，問題の解決を図ること。 

た行   

第１号被保険者 65 歳以上の人。 

第２号被保険者 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者。 

短期集中予防サービス 

介護予防・生活支援サービス事業の類型の１つで，体力やＡＤＬ，ＩＡ

ＤＬの改善に向けた支援が必要なケースで，３か月から６か月の短期

間で実施するプログラム。 

地域介護予防活動支援

事業 

一般介護予防事業の１つで，年齢や心身の状況等によって高齢者を分

け隔てることなく，誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動

の地域展開をめざして，市町村が介護予防に資すると判断する住民主

体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援

することを目的として，研修や支援等を実施すること。 
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地域共生社会 
子ども・高齢者・障がい者等全ての人々が地域，暮らし，生きがいをと

もに創り，高め合うことができる社会。 

地域ケア会議 

地域包括支援センター又は市町村が主催し，設置，運営する会議体。多

職種の協働により，困難事例等の支援を通じた地域支援ネットワーク

の構築，高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援，地域課題

の把握等を行う。 

地域支援事業 

要介護・要支援状態になる恐れのある高齢者や一般の高齢者を対象に，

効果的に介護予防や健康づくりを進めたり，地域での生活を継続する

ための生活支援のサービスを提供したりする事業。介護予防・日常生

活支援総合事業，包括的支援事業，任意事業の３つの事業からなる。 

地域づくり協議会・地域

まちづくり協議会 

地域に住む人や地域の各団体が協力・連携し，個人や各団体では解決

が難しい地域の様々な課題への取組や交流促進に取り組む組織。鈴鹿

市では地域づくり協議会，亀山市では地域まちづくり協議会が活動し

ている。 

地域包括ケア 
高齢者や障がいを持つ人，子ども等，支援を必要とする人が住み慣れ

た地域で自分らしい生活を送れるように地域がサポートし合うこと。 

地域包括ケアシステム 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人

生の最後まで続けることができるよう，住まい・医療・介護・予防・生

活支援が包括的に確保される体制。 

地域包括ケア「見える

化」システム 

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を

総合的に支援するために厚生労働省が提供する情報システム。介護保

険に関する情報をはじめ，地域包括ケアシステムの構築に関する様々

な情報が一元化されている。 

地域包括支援センター 

地域住民の健康維持，生活の安定，保健・福祉・医療の向上と増進のた

めに必要な援助・支援を包括的に行う地域の中核機関。保健師又は経

験のある看護師，社会福祉士，主任ケアマネジャーを置き，介護予防ケ

アマネジメント，総合相談・支援，権利擁護事業，包括的・継続的ケア

マネジメント等を業務として行う。 

地域密着型サービス 

介護を必要とする人が住み慣れた地域で生活を継続させるために，地

域の特性や実状に応じて計画的にサービスが提供できるよう，保険者

が指定・指導監督を行うサービス。 

地域リハビリテーショ

ン活動支援事業 

一般介護予防事業の１つで，リハビリテーションに関する専門的知見

を有する者が，高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する

等，地域包括支援センターと連携しながら，通所系サービス，訪問系サ

ービス，地域ケア会議，サービス担当者会議，住民運営の通いの場等の

介護予防の取組を総合的に支援する事業。 

チームオレンジ 

認知症と思われる初期の段階から，心理面・生活面の支援として，市が

コーディネーターを配置し，地域において把握した認知症の方の悩み

や家族の身近な生活支援ニーズ等と認知症サポーターを中心とした支

援者をつなぐ仕組み。 

調整交付金 
保険者間の介護保険の財政力の格差を調整するために国が交付する交

付金。 

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 

重度者をはじめとした居宅の要介護者の在宅生活を支えるため，日中・

夜間を通じて，訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら，定期巡回

型訪問と随時の訪問を行う。 
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独自報酬 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護

の報酬において，厚生労働大臣の定める基準に基づき，通常より高い

報酬の算定基準を保険者で独自に設定すること。 

特定入所者介護サービ

ス費 

一定の所得以下の介護保険施設入所者及び短期入所利用者の食事及び

居住又は滞在に要した費用の一部を給付すること。 

な行   

日常生活圏域 

住民が日常生活を営んでいる地域として，地理的条件，人口，交通事

情，その他の社会的条件，介護給付対象サービスを提供するための施

設整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定めた圏域。 

任意事業 
地域支援事業の事業類型の１つで，地域の実状・特色に応じ，市町村独

自の発想や創意工夫した形態で実施される多様な事業。 

認知症 

正常に発達した知能が後天的に低下し，社会生活に支障をきたすよう

になった状態。認知症は症状名であり，原因疾患に，アルツハイマー

病，レビー小体病，脳梗塞等がある。 

認知症カフェ 
認知症の方やその家族，地域住民や介護・福祉等の専門家が集い，相談

や情報交換を行う場。 

認知症ケアパス 

認知症の方が認知症の進行状況に合わせて，いつ，どこで，どのような

医療・介護サービスを受ければよいのかをあらかじめ標準的に決めて

おくもの。 

認知症サポーター 

キャラバン・メイトが開催する「認知症サポーター養成講座」を受講し

た人。認知症サポーターは，認知症を正しく理解し，認知症の方や家族

を温かく見守る応援者。 

認知症初期集中支援チ

ーム 

複数の専門職が家族等の訴え等により認知症が疑われる方や認知症の

方及びその家族を訪問し，自立生活のサポートを行うチーム。 

認知症地域支援推進員 

認知症の医療や介護における専門的な知識を有する者で，医療機関や

介護サービス及び地域の支援機関の連携を図るための支援や，認知症

の方やその家族を支援する相談業務を行う役割を持つ。 

認定率 
第２号被保険者を含む要介護・要支援認定者数が第１号被保険者数（65

歳以上人口）に占める割合のこと。 

は行   

配食サービス 
任意事業の 1 つで，高齢者の居宅へ食事を配達し，その際に高齢者の

安否確認を行う。 

ＢＣＰ（業務継続計画） 

大地震等の自然災害，感染症のまん延，テロ等の事件，大事故，サプラ

イチェーン（供給網）の途絶，突発的な経営環境の変化等の不測の事態

が発生しても，重要な事業を中断させない，又は中断しても可能な限

り短い時間で復旧させるための方針，体制，手順等を示した計画。 

フォーマル・インフォー

マル 

社会資源において，フォーマルは行政，医療法人，社会福祉法人等を指

し，インフォーマルは家族，親戚，近隣住民，知人，友人，ボランティ

ア等を指す。 

フレイル 

加齢により心身が老い衰えた状態のこと。健康な状態と日常生活でサ

ポートが必要な介護状態の中間を意味し，早く介入して対策を行えば

元の健常な状態に戻る可能性があることから，介護予防において近年

重要視されている。 

包括的支援事業 
地域支援事業の事業類型の１つで，高齢者が安心して地域等で暮らし

ていくために必要な支援を包括的，継続的かつ効率的に行う事業。 
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用語 解説 

法人後見 
社会福祉法人や社団法人，ＮＰＯ等の法人が，成年後見人，保佐人，若

しくは補助人になること。 

保険者 
保険事業の運営にあたるもの。鈴鹿市，亀山市の介護保険における保

険者は，広域連合。 

ま行   

看取り 人生の最期（臨死期）に至るまで世話をし，見守ること。 

民生委員・児童委員 

それぞれの担当地域において，住民の生活状態を必要に応じて把握し，

援助を必要とする方に対して相談・助言を行い，自立した生活を支援

するための福祉サービスの手配等の援護活動を行う。非常勤の特別職

の地方公務員に該当するとされ，児童委員を兼ねる。 

や行   

ヤングケアラー 
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話等を日常的に行っ

ている子どものこと。 

有料老人ホーム 
高齢者が入居し，食事の提供やその他の日常生活上必要な便宜を受け

ることができる施設。入居に際しては一定の費用が必要。 

要介護者・要支援者 要介護状態又は要支援状態にあると認定された被保険者。 

要介護状態 

身体又は精神の障がいのために，入浴・排せつ・食事等の日常生活での

基本的な動作について，６か月にわたり継続して常時介護を要すると

見込まれる状態のこと。介護が必要となる程度により要介護１から５

に区分され（要介護状態区分），区分に応じて居宅サービス・地域密着

型サービス又は施設サービスが提供される。 

要介護・要支援認定 
被保険者の申請によって，市町村が行う要介護状態区分又は要支援状

態区分の認定。 

要支援状態 

身体又は精神の障がいのために，入浴・排せつ・食事等の日常生活での

基本的な動作について，６か月にわたり継続して常時介護を要すると

見込まれる状態の軽減・悪化防止のために特に役立つ支援が必要と見

込まれ，又は身体若しくは精神の障がいのために，６か月にわたり継

続して日常生活を営む上で支障があると見込まれる状態のこと。支援

が必要となる程度により要支援１・２に区分され（要支援状態区分），

区分に応じて介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス・総合

事業が提供される。 

ら行   

リハビリ（リハビリテー

ション） 

何らかの理由で能力低下，機能低下した状態から，改善するよう働き

かけること。 

老人クラブ 

高齢者が，仲間づくりや地域奉仕活動のために集まり運営している自

主的な組織。1960（昭和 35）年には全国老人クラブ連合会が設立され，

会員の会費の他に，国や自治体からの補助金で運営されている。 
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Ⅲ 計画の策定経過 

１ 策定部会 

回 年 月 日 内  容 

第１回 2023(令和５)年６月 22 日 ○第９期介護保険事業計画策定の体制について 

○計画の背景（制度・推移と推計）について 

○策定方針について 

○アンケート結果の報告について 

第２回 2023(令和５)年８月 31 日 ○第９期介護保険事業計画基本方針（案）について 

○第８期介護保険事業計画の進捗状況について 

○第９期介護保険事業計画における施策の体系について 

第３回 2023(令和５)年９月 26 日 ○施設整備について 

○介護予防・日常生活支援総合事業について 

○骨子案と計画各論における施策等について 

第４回 2023(令和５)年 11 月 29 日 ○第９期介護保険事業計画（案）について 

○パブリックコメントの実施について 

第５回 2024(令和６)年２月 21 日 ○パブリックコメントの結果について 

○第９期介護保険事業計画（案）について 

○今後の予定について 
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２ ワーキンググループ 

回 年 月 日 内  容 

第１回 2022(令和４)年 10 月 17 日 ○第９期介護保険事業計画策定について 

第２回 2022(令和４)年 10 月 25 日 ○居宅介護支援事業所調査について 

○介護支援専門員調査について 

○サービス提供事業所調査について 

第３回 2022(令和４)年 11 月 10 日 ○居宅介護支援事業所調査，介護支援専門員調査，サービ

ス提供事業所調査の調査票について 

○在宅介護実態調査について 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について 

○第２号被保険者調査について 

第４回 2022(令和４)年 11 月 22 日 ○在宅介護実態調査，介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査，第２号被保険者調査の調査票について 

第５回 2023(令和５)年５月 26 日 ○計画の背景（制度・推移と推計）について 

○第９期介護保険事業計画策定方針の確認について 

○アンケート結果の報告について 

第６回 2023(令和５)年８月４日 ○第９期介護保険事業計画基本指針について 

○第８期介護保険事業計画の成果と課題について 

○第９期介護保険事業計画施策の体系について 

第７回 2023(令和５)年９月 12 日 ○施設整備計画について 

○総合事業の給付の見込について 

○第９期介護保険事業計画の体系について 

○施策の取組について 

○第９期介護保険事業計画の骨子案について 

第８回 2023(令和５)年 11 月８日 ○第９期介護保険事業計画案について 

○パブリックコメントの実施について 

 

３ 住民意向の把握等 

種  別 年 月 日 内  容 

高齢者介護に関する

調査の実施 

2022(令和４)年 11 月～ 

2023(令和５)年１月 

○在宅介護実態調査 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

○第２号被保険者調査 

○居宅介護支援事業所調査 

○介護支援専門員調査 

○サービス提供事業所調査 

パブリックコメント

の実施 

2024(令和６)年１月５日～ 

2024(令和６)年２月４日 

○意見件数 37 件 
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Ⅳ 計画の策定体制 

１ 鈴鹿亀山地区広域連合介護保険運営委員会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，鈴鹿亀山地区広域連合介護保険条例（平成 12 年鈴鹿亀山地区広域連合条例

第１号）第 13 条に規定する鈴鹿亀山地区広域連合介護保険運営委員会（以下「委員会」という。）

の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を調査審議し，その結果を鈴鹿亀山地区広域連合長（以下「広

域連合長」という。）に報告するものとする。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 117 条の規定に基づく介護保

険事業計画の策定等に関する事項 

(2) 法第 115 条の 46 第１項に規定する地域包括支援センターの設置運営等に関する事項 

(3) 法第 78 条の２第７項，第 115 条の 12 第５項及び第 115 条の 22 第４項の規定に基づき，指

定地域密着型サービス事業者，指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援

事業者の指定及び選定に関する事項 

(4) その他介護保険事業の円滑な実施に関する事項 

（会長及び副会長） 

第３条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員が互選によって定める。 

３ 会長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は，会長が招集し，議長となる。ただし，会長が不在の場合は，広域連合長

が会議を招集する。 

２ 委員会の会議は，委員の過半数の出席がなければ，これを開くことができない。 

３ 委員会は，必要があると認めるときは，委員以外のものを会議に出席させて意見を聴き，又は

資料の提出を求めることができる。 

４ 委員会の会議は，原則公開するものとする。ただし，会長は委員会に諮り，会議を非公開とす

ることができる。 

（策定部会） 

第５条 委員会は，第２条第１号に掲げる事項を調査審議させるため，介護保険事業計画策定部会

（以下「策定部会」という。）を置くことができる。 

２ 策定部会は，会長が指名する委員会の委員 14 人以内をもって組織する。 

３ 策定部会に部会長を置き，委員会の会長をもって充てる。 
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（選定部会） 

第６条 委員会は，第２条第２号又は第３号に掲げる事項を調査審議させるため，地域密着型サー

ビス事業者等選定部会（以下「選定部会」という。）を置くことができる。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は，選定部会の組織について準用する。この場合において，前条

第２項中「14 人以内」とあるのは，「７人以内」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，会長が必要と認めるときは，広域連合長があらかじめ指名する関係

機関職員を選定部会の委員として加えることができる。 

（部会の会議） 

第７条 策定部会の会議は，原則公開するものとし，選定部会の会議は，原則非公開とする。ただ

し，部会長は部会に諮り，これを非公開又は公開とすることができる。 

２ 第４条第１項から第３項までの規定は，部会の会議について準用する。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は，介護保険課に置く。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか，委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，広域連合長が

別に定める。 

附 則 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ 鈴鹿亀山地区広域連合介護保険運営委員会設置要綱（平成 21 年鈴鹿亀山地区広域連合告示第

９号）は，廃止する。 

附 則（令和２年７月 30 日規則第５号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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２ 鈴鹿亀山地区広域連合 第９期介護保険事業計画 策定部会委員名簿 

役 職 氏  名 所  属 

部 会 長 菅原  秀次 学校法人 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 医療福祉学科 

委  員 藤田  浩弥 一般社団法人 鈴鹿市医師会 

 林   隆俊 一般社団法人 亀山歯科医師会 

 中澤  直美 一般社団法人 鈴鹿亀山薬剤師会 

 服部  典子 亀山市老人クラブ連合会 

 伊藤  健司 鈴亀地区老人福祉施設協会 

 福田   智女 三重県介護支援専門員協会 鈴鹿亀山支部 

 的場 つや子 鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会 

 小林  智子 亀山市民生委員児童委員協議会連合会 

 伊藤  京子 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 

 藤本  高尚 社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会 

 宮村   宏 市民委員 

 村橋  正雄 市民委員 

※委員は順不同，敬称略 
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